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第42回全国学校歯科保健大会

大会を終えて

大会委員長

　　奥　野　喜　一

挨拶する奥野大会委員長

　菊花薫る秋たけなわの昭和53年11月17・18日の

両日にわたり「保健指導と保健管理の調和」

実践をとおして学ぶ学校歯科保健一一をテーマと

して，第42回全国学校歯科保健大会が大阪におい

て開催されましたところ，全国各地から2，700名

という未曽有のご参加をいただき，盛人かつ非常

に意義深いものとしていただきましたことは，参

加者各位のご熱意と，諸’ll：万端不行届きの点も多

かったにもかかわりませずこ協力ドさいました賜

と，心より感謝申し上げる次第であります一

　さらに，大阪府，大阪市，堺市および各教育委

員から物心両面にわたるご援助をいただき，各領

域においての研究協議会には，当局ならびに学校

関係者，また関係諸団体の方がたの絶大なるご支

援を賜わり，きわめて有意義に行えましたことを

心より御礼申し上げます。

　10ヵ月足らずの準備期間において，日学歯の各

位をはじめ，大阪府における学校歯科4団体が人

阪府学校歯科連合会として大阪府歯科医師会と一

致結束し，大会実行へとすみずみまで心をくば

り，献身的なご努力と準備をなさいましたこと

が，この大会を大成功裡に終えることができた礎

であろうと堅く信じ，感謝と敬意のまことを捧げ

るものでございます。

　各研究協議会の報告にみられます通り，本大会

のテーマに沿って実践と調利が行政，教育，地域

医療の各面で不可欠なものであることを事実とし

て報告され，積極的に推進することを決議して次

期開催地兵庫県に引き継がれましたことは，今後

の学校歯科保健前進のための大きな転機となり得

るものと確信いたしております。

　この大会を意義あるものとして成功に導いて下

さいました関係各位に重ねて心からなる感謝と，

今後ますます発展されんことを祈念いたしまして

御礼といたします。

挨拶する湯浅会長
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第42回全国学校歯科保健大会を終えて

総務部長　内　海 潤

　第30回の全国大会を大阪で開催した時は，一生

に一度の大仕事と，夢中でみなさんの協力を得

て，閉会式をした時には感激の涙で見えないほど

だった。今よりはたしかに若かったのは事実で，

感受性も強かったのだろう。

　この度第42回を大阪でお引き受けすることにな

り，いまさらわれわれ老人がでることもあるまい

と，たかをくくっていたが，やはりいざとなると

本性がでて，じっとしておられず，さぞ委員の方

がたの足手まといになったことと思った。

　中堅の先生方が歯切れのいい言動で次から次へ

と処理され，…方，やはり事務局のみなさんに全

くよく活動してもらったことは感謝にたえない。

　参加人員の確保，二れが大会の成否につなが

り，経理的に大きなウエ仁・をもつ。2500～2600

人という数字は二こ数年の大会ではきいたことが

ないほどであったc．

　研究協議会を持って，当日の運営は学術設営な

大　会　宣　言

　われわれは学校歯科保健指導と保健管理の

調和と充実が，う歯］防につながるよう運動

を展開しつつある一現在の社会に対応すべく

積極的に学校歯科保健の推進を計り，児童・

生徒を健全育成するために関係各位の相互理

解を深め，今日の地域社会，家庭教育にみあ

った学校歯科保健の強力な連帯のもとに，な

おいっそう今後の学校歯科保健活動を広めて

行くことを宣言する。

　　昭和53年11月18日

第42回全国学校歯科保健大会

大阪厚生年金会館

どの方が懸命に努力され，これまた大成功，地方

から参加したみなさんに満足して帰ってもらった

ことも印象深いことだ。

　近年は，閉会後の懇親会をやっていないので，

今度の大阪大会ではこれを復活させて開催，それ

会場入ロ
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も大阪としては代表的なロイヤルホテルで，大い

に盛況だったことは，錦上華を添えたものと，地

方から参加の各位も喜んで帰っていただけた。

　終着駅の近い自分にめぐりきたこの大会の印象

はいついつまでも脳裡を去らないだろう。

　協力して下さった委員の方がた，職員の方がた

に心から感謝申しあげます。

o

大会要項を作って・・…

大会要項委員長光川正雄

7
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　昭和41年第30回全国学校歯科医大会の名称で大

阪大会が持たれたのが12年も前のことである。当

時から大阪府歯科医師会広報部に席を置いていた

私は，大会当日取材など忙しくはあったが結構楽

しかった思い出がある。

　昭和53年4月1日正式に第42回全国学校歯科保

健大会準備委員を委嘱され，特に大会要項を作成

するよう申し付られた時には，さすがに面くらっ

た。

終締切日を9月中旬とした。

　学校の先生方には夏休み返上でご協力を願い，

第1領域の原稿は肢体不自由児歯科診療センター

梶谷医局長に原稿の取りまとめをお願いし，とり

わけ忙しい診療に従事されているのを知っている

だけに，心苦しい原稿依頼であったが快く引き受

けていただき，期日には原稿を入れてもらいほん

とうにありがたかった。

　第42回大会準備委員会全体としての空気

は年々豪華になる大会要項を，今年は一・新

すべきであるとの意向が強く打ち出ざll，

そのひとつとしてヘーシ数の削減，その2

として広告物は掲載をしない。

　ノく会参加者名簿も省いてもよいのではな

いかとの意見が出て，検討の結果前記の点

に留意して，一応全体委員会の意見に従う

方針のもとに要項委員会か発足した

　まず最初の要項委員会で，第1，第2，

第3各領域の執筆者に紙上発表を含む1領

域当り50ベージを目標に原稿依頼をし，最　　会場いっぱいの参加者

来賓の方がた

　大会最終準備委員会は11月

15日，この日は各領域に搬入

する資材その他の取りまとめ

と，記念品，大会要項，プロ

グラムなどの袋詰め作業にあ

てられて，大会要項の納入期

限は15〔午後2時の予定であ

ったが，袋詰め作業が始まっ

ても要項が届かない，一同を

やきもきさせたが午後3時半
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表彰を受けた向井名誉会長

ごろようやく1，500部が到着，委員一同ホッ

としたような始末，残部2，000が仕上り袋詰

め作業が終り準備を完Jtしたのが午後8時30

分を過ぎていた

　終りに要項作成にあたり加藤事務局長をは

じめ，部長，準備委員の先生方，ご多忙のな

か原稿をおよせいただいた方がたのひとかた

ならぬ御協力，要項作成委員会の先生方，占

月臨務局次長，学術課の職員の皆さんにはと

りわげご苦労をか：十ました，

　また要項作成にあたり，むりな日程を承知

のヒで引き受けていただいた小桜印刷に対し

心からお礼を申しLげます＝

」

第42回大会をかえりみて

学術部長小原活郎

　第42回全国学校歯科保健大会が空前の参加登録

を得て盛大裡におわったことは，準備委員の一人

としてまことに喜びにたえない。

　研究協議会の課題として，　「養護学校，養護学

級等における歯科保健指導」　「学校歯科保健にお

ける習慣形成について一Ir地域歯科保健と学校歯

科保健の連繋について」の3領域を設定した、障

害児の歯科保健指導についてはこれまで学校歯科

の場でとりあげられることが少かったが，養護学

校の義務制とかかわって，今後学校歯科の重要な

課題の一つになるのではないかと，あえて問題提

起をした。

　習慣形成は保健指導をすすめて行く上でもっと

も基本的な問題で充分論議されなければならない

し，地域保健との連繁は，地域医療の展開ととも

に地域社会と密接な関連をもつことが学校歯科推

進の上から必要な問題である、このような課題の

設定について，湯浅会長の総評でも，時宜に適し

たものであると高く評／面していただいたことは担

当者としてうれしく感じた，研究発表は各領域3

題ずつ，誌上発表1題の計10題であったが，各地

各方面からの発表がたくさんほしかっk，

　大会当〔は，大阪文化の粋である文楽を充分に

楽しんでいただこらと特別講演をやめ，その時問

を文楽公演にあてた：）従来大会当日の研究発表も

研究協議会の方にまとめて，参加できなかった領

域の研究協議についても，ある程度知ることがで

きるよう，研究協議会報告として，各領域の座長

からの報告に充分の時間をとった。いままでと少

し違った形式をとったが，各方面からの反響は大

変よかったようである。

　広告類はフログラムの方にまとめ，大会要項か

ら一切の広告を排除したが，要項を永久保存をす

るのに，すっきワしたものにしたかったためであ

るか，これも好評であったように思う；

奥村賞受賞

璽

v
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　私ども学術部は，この大会が学校歯科推進の一

大事業であるとの見方から，大会が単なる式典に

とどまることのないよう，研究協議会に全力をそ

そいだが，この考え方が共感を呼んだのか，早朝

からの雨にかかわらず各会場ともいままでにない

出席を見たのである。会場にあふれんばかりの参

加者を見て，皆がいかに学校歯科保健について真

剣に考えているかを知り，学校歯科に関ケする者

として意を強くした次第である、

o

大会連営には思いもよらないことが起こります

総務部副部長　　プく　内 隆

6

　第41回全国学校歯科保健大会が神奈川県におい

て開催され，次回開催地として大阪が選ばれて以

来約1年の問，年々盛会になってきたこの大会を

いかに順調に盛大にしかも意義あるものにする

か，と準備委員会結成以来，大会事務局，各担当

部長をはじめ準備委員はめまぐるしく準備に追わ

れ，今まで大会を担当して来られた各府県のご苦

労をしみじみ味わいました。

　幸い天候に恵まれ，参加登録も2000名を一越し，

各領域協議会への参加者も会場に盃れんばかりの

文楽（1）

盛況で，協議も一段と熱を帯び学校歯科保健に取

り組んでおられる真摯な姿を見ることができまし

た。2「1目の大会においても式典につづいて表彰

式，来賓祝辞と順調に行われ，次期開催を兵庫県

に決定し，昼食とともにH本の代表的芸能である

文楽を吉田」ミ五郎師の説明をききながら観賞し，

気分をほぐして午後の研究協議会報告および全体

［易議会と進め，最後に大会スP一ガンを採択して

大会をぶじ終了しました一

　しかしながら順調な運営の蔭にはいくつかの思

いもよらない出来お：があり，関係者の呂二労やあわ

てぶりは人変なものでした」

　そのいくつかを挙げて汽ますと，；A．1日の各協

融会の会場への輸送てした　ホテル宿泊の方がた

を本会に送り本会前から第2，3領域行きのバス

によって会場に運ぶ予定にしていましたが，1台

の車に乗り切れず，急きょピストン輸送をしなけ

ればならなくなり，その中に日学歯の役員の方が

おられて，開会式の時間に間に合うかどうかでヒ

ヤヒヤさせられました。これも協議会参加者が当

初の予想を上回ったうれしい誤算でした。その上

ビストン輸送をするといっても都市共通の悩みで

ある交通渋滞で，予定通りに運ばないことです。

文楽（2）
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自動車連盟の方がたの無線による連絡で，やっと

実状は把握できても，バスの到着は成りゆきに任

せるより仕方がないということでした，

　この問題は今後，会場の関係でできるだげ電車

等によりもよりの駅まで各自参集していただき，

駅から会場までの足だけ準備するのが賢明だと思

われます。

　次に当日の弁当が想像以上に残ったことですt

各領域においては責任者の判断で処分していただ

きましたが，大会での弁当の残りについては，そ

の数が非常に多く500個ほども残ってしまいまし

た。手伝って下さっている関係者に配ったりして

も数は知れたもので，大量をどのように処分して

よいのか相談を受けても困惑するばかりでした

が，突然種々の施設にもらっていただければと思

い立ち，毎日新聞社の社会福祉事業団へ電話し

て，いくつかの母子寮やその他の施設に配ること

になりました。時季的に処分する判断も急を要し

ますので，前もって手筈を整えておけばよかった

と思いましたので，今後のご参考になると思いま

す　ただしこの場合でも新聞社の方から，どこで

作られたものかの問いがあり，大阪でも信用のあ

る所の作ったものだったので，大変出二んで受け取

りにこられたことを見ますと，業者の選択も充分

考慮する必要があると思います。

　その他参加登録者の数の把握の困難なこと，領

収書登録証の送付など’‡1：務処理のおくれやら，今

思えば冷汗の出るようなことばかり思い出します

が，多くの準備関係の先生や事務職員の方がたの

夜を徹する努力の結果，大役をつつがなく終えた

ことに満足を感じている次第です。

　次期開催地兵庫県の皆様方のご苦労を推察しな

がら，大会の盛会を祈念しております。

第42回全国学校菌科保健大会の感想

設営部長　堀之内　敬　義

　1977年第41回全国学校歯科保健大会が，横浜で

開催され，次期開催地は大阪と決定されるや，わ

れわれ大阪の学校歯科医は，大阪府歯科医師会を

中心に準備委員会が結成され，その準備に追われ

ました。不肖私は設営部長を命ぜられ，何も分か

らないままに，毎月開催される準催委員会に出席

し，総務部学術部企画運営の各部と連撃を保ちな

がら，11月に開催される大会が成功するた

め努力して来たつもりです。

　設営部としてまず大切なことは，全国か

ら参加される歯科医，大会関係老を収容で

ぎる大会場の確保でした，幸いにして大阪

開催が決定された直後に厚生年金会館とい

うりっぱな大会場が契約できたのでした。

日時が近づくにつれて救護や輸送方法等の

細部を準備委員会で決定し，設営部員の方

たちの絶大なる協力により，大会もぶじ盛

大の裡に終了できましたことを大変うれし

く思います。

　設営部長を引き受けて心配しましたことは多く

ありましたが，なかでもお弁当の発注でした。事

故のおきないように，細心の注意をし，また大会

前夜祭ならびに，大会後の懇親会における人員の

把握の困難さ，また会場の確保と予算のことなど

大変むつかしいと身をもって感じました。

研究協議会報告
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　大会前日の各領域問の通信等は幸いに大阪府歯

科医師会自動車連盟の方がたのハム無線のご協力

を得ましたので，心丈夫に思いました。全国各地

から参加される人たちの宿泊観光等はプロの旅行

社に全面的に依頼しましたので，なんら心配な

く，安心しておれたことは幸いでした，、

　今になって当時のことをいろいろ思い出してみ

ますと，はじめはどうしてよいか分からないまま

に，各部と連繋をとり，部員の人たちも自分の本

業をなげうって大会成功のために，一・丸となって

ご協力下さったことが，大会を成功裡に終了でき

ました。今ここに42回大会ぶじかつ盛大に終了で

きましたことを厚く感謝して御礼申し上げます。

皆様ほんとうにありがとうございました．

第42回全国学校歯科保健大会の裏方として

企画運営部長　藤　　井 勉

●

　大会の感想文の依頼を受けたものの，筆不精の

私にはいたっておっくうで，さて的をどこにしぼ

るか判断に迷うが，とにかく53年11月18日の閉会

の辞を聞いた時，ほんとうに「ああよかった」と

の一言につきる。

　当初，企画運営部長をやれといわれた時は人の

いいのが災いして，何の気なしにお受けしたもの

の，何しろ雲をつかむような状態で，のんびり屋

の私はなんとかなるだろうと肚をきめたけれど，

日が経つにつれだんだん心細くなって，しまった

と思った時は後の祭りにて，毎日毎日が身も心も

細る思いであった、幸いにもベテランの副部長先

生方の献身的な御協力のおかげをもって，なんら

出席していたものの，観光気分が半分で，まるで

気楽に，あの大会の時の運営はどうのこうのと批

判めいたことをいっていたが，さて私どもがその

任に当たった時，実に大変なことだと痛切に感

じ，私にとってはすばらしい貴重な体験をさせて

いただいた。

　Pイヤルホテルにおける懇親会も会場内にはな

ごやかなふん囲気が流れ，苦労を分かちあった先

生方と手をとりあって，大会の成功を喜びあった

ことが，今さらながら懐しい思い出として脳裡を

かすめる。

　最後になりましたが学校歯科保健の向上を祈念

いたしまして拙文をとじます。

大したトラブ・レもなく，ぶじにその任を全

うできたことをこの紙面を借りて厚くお礼

申し上げます、，

　企画運営部という大そう地味な部暑にも

かかわらず，部員の先生方の心暖まるご協

力，平素一面識もない先生方ともいっしょ

にこの大会のために一i丸となって，忙しい

診療の時間を割いてご苦労願ったことは，

さすがエリートの団体なるかなとうれしく

思った次第です、

　毎年各地で行われる大会には，たいてい　　全体協議会
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研究協議会／第1領域・大阪府歯科医師会肢体不自由児歯科診療セソター

養護i学校・養護学級等における歯科保健指導

　　　　　　　　　　座長　愛知学院大学歯学部教授

　　　　　　　　　助言者　日本大学松戸歯学部教授

　　　　　　　　　　　　　　大阪大学歯学部教授

大阪府歯科医師会肢体不自由児歯科診療センター医局長

　　　　　　　大阪府教育委員会指導第二課養護教育係長

　　　　　　　　　大阪市教育委員会養護教育課指導主事

　　　　　研究発表者　大阪府立東大阪養護学校養護教諭

大阪府歯科医師会肢体不自由児歯科診療セソター歯科衛生士

　　　　　　　　　大阪府精神衛生相談所精神衛生相談員

榊原悠紀田郎

森本　基

祖父江鎮雄

梶谷　晃

三木昭児

河野静雄

恩田節了

桑原利恵

石神文子

　宮脇（大会副委員長）　本日は大阪府歯科医師会

で研究協議会の第1領域を開催いたします、

　昭和45年度から養護学校義務制を控え，まこと

に時宜を得た企画であると考えます。どうか時間

の許すかぎり，ご協議ご討論をお願いいたします。

　湯浅（日学歯会長）　この度，当地で第42回全国

学校歯科保健大会を開催，全国各地からご参集い

ただき，研究協議会の幕をあけることになりまし

　た。ここまで運ばれた地元大阪の関係者のみなさ

　ま，長い間の準備のご苦労は容易ではなかったこ

　とと敬意を表します。

　　特にこの第1領域は圧巻で，養護学校・養護学

　級などにおける歯科保健の指導は54年度の義務制

　を前に，国をあげての大きな問題であろうと存じ

　ます一すばらしい座長，助言者，研究発表者をお

　迎えして，実りある成果と学校歯科保健の大きな

1　　雛醗薪祈つてこ

，61；τ輝ギで一’

結餅

大阪府歯科医師会肢体不自由児歯科診療センター全景

　　’襯羅疑懸

　奥野（大阪府歯会長）　この

大会には学校歯科連合会の委

員長という立場でお世話をさ

せていただきました。

　大阪府歯科医師会で昭和41

年に肢体不自由児の診療をは

じめ，12年になります。まさ

に苦難の歴史でした。会員は

　　　　　　　　　ってきました。そのためには

偏灘■闘膿棚舷フ・ジ。クトチーム

　　　　　　　　　が当然必要で，マンッーマン

　　　　　　　　　のシステムも取り入れません

‘
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座長および助言者の方がた

と完壁は期せないという結論に達しました。実際

にごらんいただきたいと思います。

　この研究協議が明口からの大きな展開につなが

ることを期待してご挨拶とします。

　永野（大阪府教委課長）　大阪では学校歯科関係

の先生方のご尽力で，子どものう歯の治療なども

大きな成果をおさめております，短い時間です

が，十分研究，協議を重ねていただき，歯科保健

の糧となりますようお願いいたします。

オリエンテーションとしてはじめに

　座長（榊原）　第1領域の進行係を勤めます．54

年度から心身障害児の全員就学となりますが，教

育，医療，保健のどの分野をとっても問題点が多

く，また整備不十分な確立されない部分を残して

いるわけです。

　今日は話し合うというよりも問題提起とkてい

ただければありがたいと思いますQ

　当大阪府歯科医師会は心身障害児について，現

実に活動をやっておられ，これはやはり大きな手

掛りになると思いますので，それを中心に，どう

考えるかという形ですすめたいと思います。

　心身障害者には精神薄弱と肢体不自由児，虚弱

児があって，歯科保健からいくと前の2つが今日

の協議会に関係があります。

　ご発表の先生方は，一般的な養護学校の立場，

その中で歯科保健の問題はどうであるかという観

点からのお話と，このセンターで現実に肢体不自

由の子どもたちに保健指導をしておられる現場の

お話，第3はこれに対する歯科保健対策です。

　養護学校，養護学級などにおける歯科指導の問

題は，総論があまりまとまらない段階で各論をや

ろうというわけで，むずかしい未確定なところが

多いわけです，今日はそれぞれの現場でホコリに

ま攻れてfi：事をなさ’・ている先生方のお話をうか

かって，その後，助ほ者の方のおことばをいたた

くこヒ｛こなりまd一

養護学校（学級）における歯科保健指導

　　本校に｝づけるう歯予防の実態と

　　　歯科保健指導の現状について一

　恩田　本校の子どもたちはいろいろな障害をも

っていて健康一ヒのトラフルが起こります。歯科も

決して例外ではありません。

　日本人は砂糖を使ったIS菓子を多くとるので，

とうしてもむし歯になりやすい。まして障害のあ

るfどもは歯の予防に大切な歯みがきも自分でで

きない子どもが多いし，治療となると開口も思う

ようにできない，また治療して下さる先生も少な

いというのが現状で土、食物を咀しゃくする力や

飲みこむ力がない」孔どももかなりいます。そのた

め栄養障害からくるむし歯もあると思われます。

・1・さいうちはいいのですが，大きくなると重くて

親が歯科医の所へつれて行けないということもで

てきます。

挨拶する湯浅会長
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　先日も歩行器にのっていて転倒し，前歯が2本

簡単に抜けてしまいました・歯根の発育がわるい

奇形だったのです。

　むし歯にかかりやすい，予防も十分できない，

治療も困難なハンディだらけの子をどうやってむ

し歯から守るか　私たちに課せられた任務は重大

です

　しかし，一一部にはこれらのハンディにかかわら

ず，yi：しい歯，手入れされ治療された歯をもつ丁

もいます。親の認識と努力が要求されますが，学

校でどう指導すればよいか考えさせられまナ、

　本校のむし歯の状況は図および表のようです，，

う歯罹患実態

　未処置

　　小
　　　　674％処置　　43名
ノしJ

23300t、
　　蛋3％

う歯罹患実態

　未処置

　　中
処置　25名766％
1’kb／i．

　銑

　未処置

　　高
　　　　67706処置　　31名
完了

225％ない

　　98％

本数

1　2　34567891314部別

小学部　5人8 6　3 2　2　1

中学部9人　1　3　13　1 1

高等部4人5　1　12　2　1　1　1

1　　1

　治療には校医さんからいただいたいすを用いて

おり，体も安定し，話しかけながらソフト．・r、一ド

で検診をやっていただいています。

　早期治療は保健だより，健康手帳などで促進し

ます．）保健だよりは好評で，父兄も教師も，了ど

もも配布を楽しみに待っています。う歯予防の記

賢や校医さんの文章などをのせます。健康手帳に

は治療しなくてはならない大切な歯，抜かなけれ

ばならない歯などを明示してあります。

　健康相談は校医と担任と母親が子どもといっし

ょに参加して実施します，歯7・・がき訓練ではう歯

予防週間に校医さんを招いてお願いしておりま

す．不自由な手でいっしょうけんめい歯みがき訓

練をします。給食後の歯みがきは，本校では特徴

があります。教師が給食を食べさせるのですが，

時間がとてもかかり，食べ終わると授業時間に食

10

いこみますので，自分で食べられる子どもだけに

限っていますのが問題です。

　以上の結果をふまえて母親たちと座談会をもっ

てよく話し合い，健康相談日には，予防と治療の

悩みについて校医から適切な指導をします。

　歯みがき訓練は，歯ブラシを使えない子どもが

多く，あまり意味がないように思いましたが，母

親が参加することで，J’・ども自身もむし歯予防の

原則を理解したようてす　歯ブラシが使えない子

どもたちはウーi－　一一一　・’）e　一一一ピックや電動歯ブラシなど

の使用が必要なこと，保護者の教育がいかに大切

かなど理解していただけたと思います。

　歯みがきの状況は表のとおりです。子どもたち

の好きな食べものはド記の表のようです一

家庭における歯みがきの状況

部別小学部　中学部　高竿部　　計

　　　　調査人員

項目

自分で歯をみがく

親が介助する

42名　　25名　　29名　　96名

31．0％　　　52％　　75．9％　　　50％

69．0タ6　　　48タ6　　24．1％　　　　50タ6

　小学部

86％アでスクリーノ、，くだもの

30％台牛乳，おかき，チョコレート，ヨーグル

　　ト，菓子・・ン，コーラ

29％チューインガム

それ以下ドロッフ，まんじ1・bう，キャラメ・し，

　　プリン，ケーキ，ゼリー

　中学部

70％台アイスクリーム，

　　くだもの

50％台牛乳，コーラ

40％台チョコレート，お

　　かき，菓子パン

36％ヨーグルト

2496まんじ：・bう，カルピ

　　ス，チューインカム，

　　ドロツフ

4～8％キャラメノし，よ

　　うかん，プリン

　高等部

亀



72．4％くだもの

65．5％アイスクリーム，おかき

55％コーラ

31～34％菓子パン，ヨーグルト，牛乳

24％チョコレート

13％チューインガム，まんじゅう

10．3％ドロップ，キャラメル，プリン，ケーキ，

　　ポテトチップス

　おやつの与え方は，ほしがる時に与えるのが一

番多く，小学部31％，中学部20％，高等部24％

で，甘いものをむやみにやらないは，全部のうち

たったの3人でした。

　予防に対する親の意識は，強い歯を作るため栄

養に気をつかうは小学部24％，中学部24％，高等

部28％で低調です。

　定期検診を受けているは小学部33％，中学部28

％，高等部30％，甲・期治療が小学部31％，中学部

28％，高等部21％，フッ素塗布は小学部17％，中

学部0％，高等部3％でした。

　何につけても低学年ほど高率で親の関心も配慮

も高いことを示すといえましょう。治療状況は表

のとおりです。

治療状況（53年7月15日現在：％）

項

治療を要しない

治療を完了した

現在治療中

現在予約中

目

まだ治療も予約もしてい
ない

治療を中止した

小学部　中学部　高等部

16．6　　　12．0　　 20．7

26．2　　　　16．0

14．3　　　　12．0

14．3　　 32．0

17，2

10．4

20．7

28．6　　 28．0　　 27．6

0 0 3．4

　障害児のう歯予防は，まず母親の愛情でなり立

っています。大学病院，聖母整肢園，府歯科医師

会などで，母子ともに予防や治療の指導を受け，

その後も定期検診をうけて，非常にきれいな歯を

している子もあります．）しかし，それらは数少な

く，予約期間が長いので，痛んだ時はたちまち困

ってしまいます。聖母整肢園には年齢制限があり

中高部の重症者は近くの開業医では断わられるこ

とが多く，大学病院や歯科医師会まで通うのに母

子ともども疲れはててしまいます。遠距離で重症

で移動困難な者は一体どうしたらいいのでしょ

う。多くのむし歯をもっていても一度も治療した

ことのない者もあるのです。

　本校としては，全職員の共通理解と歯科校医の

協力で，なんとかして子どもの口腔清掃を行っ

て，まずう歯予防からとり組んでいきたい。親は

子の歯の管理に関心をもって，すすんで予防と治

療をするようにさせたい。

　診療車が巡回する所もあると聞いています。動

けない子どもたちに巡回診療を受けさせることが

できれぽ，早期に苦痛を除いてやることができま

す。また市から助成金を出して障害児の治療をす

る所もあるということです。近い所で，きがねな

く治療を受けたいというのが，障害児をもつ親の

切なる願いです。

　座長　先生のお話はいろいろな問題を提供され

ました。障害児の口の中の状態は，一般の子ども

たちとあまり違ってはいないが，治療の困難性と

集団治療できないことなどで，家庭と結びついて

一人一人の子どもに気をつけなけれぽならない，

ということでした。

心身障害児（者）の歯科診療と

その予防の実態

　　（歯科衛生士の立場から）

　桑原　私は火木の午後2時間，当センターで心

身障害児の歯科治療を手伝っています。この機会

に彼らの状態や診療の実態をご理解いただけれぽ

幸いです。

　肢体不自由児は体は不自由でも知能は正常で，

私たちのことぽをよく理解します。治療いすにの

せることが困難なことさえあります。ですから当

センターでは，彼らを治療する前段階として，母

親教育を専任の衛生士が行います。歯科疾患の特

殊性とう歯予防と栄養の重要性を認識してもらう

のです，，その後で，染め出し剤などを使って的確

な刷掃法を指導します。母親ができるようになっ

たら子どもの指導です。みがけるようになるまで

根気よくくり返します。
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母親教室申込書から

出
早β

cp

知恵遅れ

精薄

害

情緒障害

lie語障害

自閉症

筋ジストロフィー

脳水腫

点頭てんかん

先天性無眼球

微細脳症

難聴

小頭症

狭頭症

四肢マヒ

片マヒ

出産時障害

発育遅延

ホルモン欠乏症

小児マヒ

歩行不能

多動傾向

肺結核

水痘症

心身障害

白内障

事故障害

脳髄膜炎

結節性硬化症

不明

重複障害

名

卜

年
一
52

一

56

44

29

M
廊

29

1
2
3
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

10

10

3
1
2
1

246

53年

30

27

20

17

B

9
2リ
脚

1

1
1
1
1

1

1
1
1
1
7
1
0
1
1
1
2

161

今後，障害名の統一見解を出してほしい。たとえ

ぽcpと言われ，小児マヒとか脳性マヒとか言われ

ているように，同一とみられるものに症病名がい

ろいろとつけられています。

　歯ブラシ指導とともに水洗法も教えます。歯ブ

ラシだけですと汚れが残りやすく，パイブを使い

ますとよく落ちます。ブラシングを習得したら，

12

治療になりますが，私たちはここで待合室の彼ら

の状態を観察し，態度やきげんのよしあしを把握

します。

　処置は移動ベッドでします。彼らを治療いすに

のせても体が不自由なので，一定時間同じ体位を

保つのが困難ですし，私たちのf想外な時に急に

動いたりしますz器械を使うので危険なことがあ

り，体を固定する必要がでますL．当所ではスキン

シップを重んじて，ベルトで固定するより体を私

たちが押えたり持ったりします。

　治療時は医師1人，衛生士3人，助手3人で，

頭や腰を押えますが，この時のチームブレイがう

まくいかないと診療も困難になります。

　口をあけるため開rl器を使いますが，子ども用

のがないため大人用のを用います。

　私たち医療担当者は，いつも効果がいっそうあ

がるよう努力しています。

　座長　肢体不自由児診療の現場のお話でした。

第一線の衛生士のぶつかっている問題で，示唆に

富んでいますので，あとでご助言をいただきたい

と思います。

治療の場を得た阪南町の子どもたち

　　地域の障害児（者）歯科対策

　石神　2年前，私たちはこのセンターの受診台

帳を調べてみました。大阪府南端の尾崎保健所管

内の2市2町から何人来ているか知りたかったの

です，51年3～10月に7人で，すべて泉南市から

でした。この7人は比較的軽く，ひとりっ子か，

手がかからなくなった兄妹がいて，経済的に恵ま

れているなどが分かりました。しかしここまで往

復に3～4時間かかります。

　子どもたちのむし歯や歯痛は今までどうしてい

たでしょう。泉南障害者をもつ親の会阪南支部が

会員にアンケートをとったところ，大部分が歯科

医院に行っても子どもが泣いたり暴れたりで診て

もらえなかったそうです。

　阪南町立尾崎病院歯科に来ていた女の子で，7

歳の時むし歯でどうにも痛がるので大学病院に行

ったら，7本を一挙に抜いてしまい，顔がはれ上



●

がったそうです。

　脳性マヒの9歳の女の子がむし歯でいつまで泣

きやまないので見たら，むし歯の穴だらけでし

た。1年くらい食物もよくかめない状態で，保健

婦さんがなんとかしたいと，行きついた先が梶谷

先生でした。この子をきっかけに尾崎保健所に歯

みがき教室ができたのが49年7月でした。予防に

力を入れれぽ治療の道も開けるというのが先生の

理念です、毎月1回開き，3回が1クールです。

1回に子どもと保護者の計20人で，センターから

梶谷先生と衛生上3人にきてもらいます。

　がん丈な机といす，洗面器，歯ブラシだけでブ

ラシングの指導をします、，まず母親が自分で手鏡

を見ながら練習します．：f’どもはそれを見ていま

す。次にいやがったり，できないfには母親が1」

を開かせる，口にブラシを入れることから始まり

ます。受講状況は表の通りです、，

尾崎保健所「はみがき教室」受講状況C！位：人）

　　　　　　　　　　　　　　　（S49．7～53．9）

樹垂

間

1年目

2年目

3年目

4年目

5年目

ウttN

総各参

数職阪輌
（延）均数参加平均ノ

　　　人数

41　3，4　　16　1．3

47　3．9　　17　1．4

69　5．8　　34　2．8

99　8．3　　5814．8

3812．7　 144．6

管轄地区内　　 管轄
　　泉南市岬町地区外

簸物簸平疲鋤均
18　1．こ）

13　1．1

18　1．5

242．0

82．7

30．3

12　1．0

12　1，0

14　1．2

62．0

40．3

50．4

50．4

310．3

103．3

言十　　　　294　5．8　139　2．7　　81　1．6　　47　0．9　　27　0．5

タ6　　100．0　　　47．3　　　27．6　　　16．0　　　9．2

　阪南町立尾崎病院で障害者歯科診療がこの4月

から開かれ，教室の方の申込みも急増しました一

治療の道ができると予防にも力を入れるようにた

るということでナ　阪南町の障害児歯科診療セン

ター設立運動の親たちが熱心に啓蒙宣伝をして受

溝者かふえましたが，運動をしない泉南町，岬町

では受講者はほとんどふえません．1

　16歳のてんかん児が，幼児の時からの抗てんか

ん剤服用のため歯ぐきがかぶさり，ひどい口臭で

したが，梶谷先生に治療していただき，同時に母

親が清掃に努力したところ，歯もでてきて口臭も

全くなくなりました。親の注意はともすると障害

そのものにだけ向けられ，歯については注意もせ

ず，知らされることもなかったようです。いった

ん，具体的な健康管理法を知れば，親は必死の努

力をします。

　教室で学んでも，やはり歯痛はおこり，開業医

で断わられるみじめさを踏台に障害児の歯を治療

してくれる場がほしいと望んだのは当然です。わ

ずか44人の会員で自治体に運動して，尾崎病院内

の障害児歯科診療センターは始まったのです。

　ここでは1回8人にしぼっていますが，10人を

こえることが多く，スタッフは専門医の梶谷先

生，歯科衛生上5人，親の会から2人，町役所福

祉課1人，保健婦など11人です：．

　受診は原則として保健所の教室を通すことにな

っていますご診療前に障害の程度，経緯，病状，

いきさつなどを調べます。治療が終わると指示を

㌻えます。表をごらんトさい。

尾崎病院障害児（者）歯科受診者状況

（S53．4～53．9）

回
　　　　　　　　　管轄地区内　　管轄地
月　日　総　数
　　　　　　　阪南町泉南市岬町区　外

1　　　　4．12

2　　　　4．19

3　　　　4，26

4　　　5．17

5　　　5．24

6　　　6．14

7　　　6．21

8　　　6．28

9　　　7．12

10　　　7．19

11　　　7．26

12　　　8．9

13　　　　　8，23

11　　　s，：｛｛｝

15　　　　　9．13

16　　　　　　9．20

17i　9・27
－一

計

　　％

4
5
7
5
5
7
9
6
7
8
1
0
8
δ
9
9
8
4

119

100．0

4
5
5
4
2
6
9
5
5
7
8
、
6
4
～
6
6
3

O
O
2
0
1
0
0
0
1
0
1
1
1
2
1
0
0

88　　10
73．9　　8．4

0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1

15

12．6

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
2
1
1
0

1

6　
　

，

0

診療は1ヵ月3回，受診児（者）実数33人，各回V・均

受診児（老）数7人，各児（者）平均受診回数3．6回

13



　むし歯治療の喜びは計り知れないようです。ど

の親も涙ぐみます。6ヵ月間に来た子どもの中に

は，診療台に立ったまま横にならず，スタッフに

ツバを吐きかける子もいましたが，痛みがとれる

ということは，恐怖心の強い情緒障害児にとって

さえ信頼と自信を植えつけました。そして水がし

みこむように生活面にも好ましい影響が広がって

くるのです。

　例を2つお話しします。6歳のC子は軽い脳性
一／ヒで，病院をこわがる了・で，歯痛がひどかった

のですが，このセンターに来ても1歩も中へ入ら

ず外で泣き放しでした。衛生士さんに抱えられて

抜歯したのですが，その後尾崎病院に移り，その

うち診療台に自分からLがり，秋の予防注射も

「歯のときがまんしたんだからね」と．拐フれて身

動きひとつしないで受けたそうです．それから保

育所でもすべての面で意欲的になり，途中で物事

を投げださなくなったそうです。

　M君は自閉的な9歳の男のf・で，3年前お母さ

んが気づいた時はむし歯がひどくて，食物をうの

みにして，のどにつまったりしました。おかゆな

どのやわらかいものばかり食べました。こんなに

ひどいむし歯はとてもみてもらえないだろうと，

ますますひどくなってから，保健所の歯みがき教

室に通いましたが，口臭がひどい，眠りが浅くき

げんがわるい，家族もいらいらする，学校では落

ちつかなくて先生を困らせるというわけで，梶谷

先生の慎重な治療を受けることになりました。ま

ず精神的な恐怖心を除くことからはじまり，次い

で歯の治療にかかり，8回目の受診時にはすっか

り変わって，楽しそうに食事をし，オカキやピー

ナツをばりばりかみ，食物の種類はふえて，夜は

熟睡して，さわやかに目覚め，きげんよく登校し

て，授業中もじっとして座り，にこにこ笑うこと

も多くなり先生をびっくりさせました　とても幸

せそうだということです

　受診したf・どもたちの親にアン7J　一トをとると

q）歯みがきをする，（2）診察をこわがらない，（3）よ

く眠り，よく食べ，きげんがよくなった，（4）歯み

がきをきっかけに散髪，耳そうじ，注射などをい

やがらない，という結果があったそうです。
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　今後も歯の教室や歯の診療にくる子どもたちが

どう変わっていくか，興味をもって観察するつも

りです。

　阪南町という小さな自治体の中で，障害児の歯

をめぐって医療スタッフと地域関係　　町役場，

保健所，親の会が予防と治療活動に参加しながら

障害者の歯科対策を模索しているところです。診

療の場を実現できたのは，親たちの団結の力が大

きいのですが，厚門医を得たことが大きなポイン

トだと思います、しかし，今すぐ専門医を得られ

なくても保健所の予防活動は始められます。

　今後の問題は，q）教室や診療の実態をPRし，

できるだけ多くの親子に治療を受けさせる。（2）時

には教室を移動させ，阪南町以外の所に開設し地

域差をうめる。（3）保健所の保健婦がブラシングを

会得し，地域の園や学校で指導する．q）地域ぐる

なの協力態勢を維持し，歯の運動から種々の福祉

対策に及ぼしていきたいと思います。

　座長　今日の課題の問題点は，学校の立場とい

うよりも，地域または実際にそういうものを持っ

ているケースから出発して，それが地域や学校の

対策になっていくというひとつのケースだと思い

ます。特に印象を受けたのは，学校教育の中に学

校保健が新しく入って来た時で，最近，東歯大教

授の竹内氏が「歯科疾患は無料で配布された学校

保健の貴重な教材だ」と言われました。

　むし歯は非常に多くの人がもっている病気で，

それを解決するには治療以外には，やはり日常生

活に手をつけないかぎり道がありません。治療す

るにしてもそこから出発することが重要である。

幸いというか不幸というべきか，むし歯はたいて

いの子どもがもち，痛いという経験がある。それ

がモチベートさ淑て，全体の教育に展開するとい

ったような意味だ・）たと思います，

　石神先生のお話にも，あの痛みがとれたという

体験が重要だというご指摘，もうひとつは，家庭

で歯科保健習慣を確立することが治療もやりやす

くするし，障害を少なくすることもできる。学校

保健，保健教育の問題の中の重要なポイントのご

指摘がありました、，これから助言者の方のお話を

うかがいますが，ちょっと整理をします。

‘



■

‘

　義務教育という立場で，どう受け入れるか，こ

れは総論です。それに並行して障害をもっている

子どもの歯科治療，歯科予防をどうするか，どう

対応するか，今後，臨床家としてどうするか，教

育の現場で身辺自立の意味で口腔清掃をどう教え

るかなど多くの問題があります。それらを含みな

がらお話いただきたいと思います。

考え方の転換をしましょう

　祖父江　発表された3人の中で，大学で診療を

受けた話がでて，うれしいような，どきっとする

ような気持でした。

　総論的にいったら，障害者の歯を守るためにお

前どうするかと言われたら，取り扱いがむずかし

い，いたんだ歯はたくさんある，　じゃめんどう

だ，全身麻酔で集中的に能率的に治療してしまお

う，と私の大学でも前はずい分やりましたが，悲

しいかな不成功でした。口の中はすぐに元のもく

あみになってしまうのです。理想的な充填やクラ

ウン治療ができたはずなのですが　　。半年か1

年で，祖父江，お前のつめたインディはどこだ，

お前がかぶせたクラウンはどこだという有様で

す。口の中がわるい環境にあるかぎり，口の中に

歯があるかぎり，また同じようにむし歯になるん

ですね。

　カリエスアクティビティを下げないかきり効果

がない。考え方を転換しなければならない。私た

ち歯科医はぬいたり，つめたり，入歯を入れるこ

とが歯科医療であると思いつづけてきたが，それ

は誤りで，前段階として，ぜひ口中のアクティビ

ティをドげてやらなくてはならない。

　受診する患者も，そういうことを理解して，口

中の環境をよく＋ることが自分の歯を守ることだ

ということをきちっと守ってほしいですね一

　座長　小児歯科の祖父江先生からのお話は特に

心強いと思います。文部省から今年でました「歯

の保健指導の手引」は，むし歯をせん滅するとい

うのがねらいじゃなく，そんな夢みたいなことじ

ゃなくて，私たちの治療の手の届くかぎりにむし

歯を押えようというのがねらいだと明記されてい

ます。

　ホームケアの大切さと，治療との関わりを考え

て言われた先生のお話は学校歯科保健の立場で重

要な示唆だと思います。

障害児の教育や医療には弾力を持たせる

　三木　専門的なことは先生方にお任せして，教

育行政の立場から義務制とからめて提言したいと

思います。

　大阪では現在，盲学校，ろうあ学校の両方で27

校あります。養護学級は府下で1，672学級です。私

どもでも最近は日に何回か養護学校の義務化と口

にします。制度として学校設置とか就学の義務化

とか，またそれ以上にここで教育観の転換が必要

ではないかと思います。

　対象の子どもの重度重複化が予想され，形の上

で訪問教育制度がひとつの方法として出てきま

す。これも教育観のひとつの転換でしょう。従来

は学校の方に生徒を集めて教育をするのだが，こ

んどは逆に学校からでかけて訪問をする。

　基本的な生活習慣，身辺自立の問題などがポイ

ントになった教育課程を学校の方で考えていただ

く。10月に国の教育課程の審i議会からも養護教育

の学習指導要領の改訂に伴う答申があったが，55

年から小学，中学，高校と改訂されるそうです。

　この答申にはいくつかの重要なポイントがあり

ます。重度の子どもについては教育課程の編成は

従来よりもさらに弾力をもたす。そういった意味

で，現場の先生方は養護教育はひとりではできな

い。とてもむりで，学校教育全体の中で，教職員

の協力の中で，ただの合言葉だけに終わらせない

ように再点検しながらやっていただきたいと提看

したい，

　座長　義務化には，教育観の転換か重要であ

る．教育カリキュラムの弾力化というより，ほと

んど壊してもういっぺん組み、Zて直すといったよ

うな大きい考え方がないとできないということ。

関係している人や教養だけじゃなしに，全教育の

理解が非常に必要で，ほんとうにそうしなければ

取り組んでいけないというお話でした。
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　現実に目前にくる心身障害をもった了どもたち

をどうやって取り扱っていくかDこういう点につ

いて，このセンターの医局長，ベテランの梶谷先

生からお話をうかがいます。

治療で終りではない

　梶谷　医科では問題にならないのが歯科ではな

ぜ障害といわれるか。自分で口を開くことができ

ない子どもを扱っているわけで，医療券発行の等

級制度は実際の診療にあたっては問題はありませ

ん。そういう子どもをどう扱うか，ひとつのハタ

ー ンはありません。できるわけもありません。障

害児も精神的，肉体的に刻々変化します。

　先生方がお使いになる細長い治療いすでは対応

できません，抗けいれん剤投与の弊害が年々大き

くなってきています、そのあげく，当診療所に来

る子どもも何か考えないと治療できない。先ほど

いわれたように予防がいちばん大事です。

　障害をもつ子にはだれかが手をさしのべなくて

はいけない。それに加えて身辺自立の心を育てな

くてはならない。単に治療して終りではなく，親

の理解を深めさす，責任をもたすことです。実際

に子どもが泣きわめきながら治療されている姿を

みていただけたら，お分かりになると思います。

　座長　治療する側からすれば，口を開けてもら

うことが大問題である。設備も障害者に適したも

のでなければならない。さらにその前には予防が

大切なポイントであるというお話でした。

　歯科の問題としてとりあげる前に，社会の問題

としてどうしたらよいか。ひとつひとつ現実に片

づけなくてはいけない⊃そのためにはセンターを

作る、それは府県の県庁所在地に」・とつあればい

いというものでなく，阪南町の例のよ・）に，座っ

ていてやるだけでなく，こちらから出張すること

も考えたい。

　日本歯科医師会でも社会政策的なものを打ち出

しています。そのメンバーのひとりの森本先生

に，石神先生のお話に関連して，お話いただけた

らと思います。
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障害者を包みこむ社会を

　森本　日本歯科医師会で心身障害者の問題の仕

事をした者ですが，梶谷先生もメンバーです。

　たいへんむずかしいことで，地域の歯科医師会

がどう取り組んでいったらいいか。その中でいく

つか柱があるわけで，阪南町のようにまず地域保

健の問題としてとらえていかなければならない。

　それは今日の制度としても，昨年の秋から1歳

半児の検診が始まったのですが，その時点で子ど

もに障害があるかどうか一それから3歳児検診時

につながり，学校保健法とつながっていきます。

　日本の縦割り行政の中からいきますと，なかな

かむずかしい。たとえば今朝，榊原先生が言われ

たように医療と福祉は厚生行政と文部行政がかか

わりま一tr

　もうひとつ重大なのは，乳幼児から学童に育っ

ていく段階で，障害者を向うにおくのではなく，

正常者の中に入れていく努力が必要と思います。

　石神先生のお話の中で，医療ぎらいの子どもが

歯科治療を受けることによって生活が変わってい

った。日頃は障害者に分類された者が正常者群に

入ったわけです。私どもはそのための努力を今後

も続けなけれぽならない。このセンターもその努

力をやっておられます。身障児をもつ母親の認識

と教育から始められています。

　先生がた，ご経験がおありだと思いますが，そ

ういう親が病院や施設を訪れた時，歯科医がでて

きますと，なんでここに歯医者さんがでてくるの

だろうと思われたことがあるでしょう。親という

のは，子どもの身体的，精神的なハンディキャッ

プに目がいって，歯科的なことは考えないc　しか

し，子ともたちは歯科的にいろんな問題をもって

くる。で，あわてる。しかし治療は思うようになら

ない、われオ泳の子どもに歯科治療を，という声が

でてきます：1できるだけ早いうちに，こうなるぞ

ということを理解してもらわなければならない。

そのひとつにブラシング指導がある。ブラシング

だけで障筈をもった一f’どものむし歯をゼロにす

ることはできないが，フラシングの経験，習慣を

○
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もつことが関心の高まりを誘い，また歯科医の前

で口を開けて治療を受けることの訓練の基礎にも

なる。

　地域ぐるみ，歯科医師会も保健所も行政当局も

いっしょに進まなければならないと思います。単

に学校保健，あるいは母子保健だけでとらえない

で，一個の人間として，障害者という囲いの中で

はなしに，正常者の中に包みこんでいく努力こそ

がこの問題解決に一歩近づくことだと思います。

　座長　今までのお話をまとめますと，福祉と保

健に教育がからんで，義務化を現場でとりあげる

には複雑な問題が多い。いったいどうしたらいい

のか，河野先生からお話をうかがいます。

障害児に訓練と協力をしよう

　河野　養護学級，養護学校へ入る子どもが年々

重症化しています。そういう子どもの歯の健康は

いったいどうしたらよいのか，考えながら聞いて

いました。私が感銘を受けましたのは，歯の治療

が完了した時点で，その子どもが精神的に非常に

大きな変化をきたしたという点です。

　私も盲学校に勤めたことがあり，全盲の生徒で

卒業前に歩行訓練をして，ひとりで歩き，電車に

も乗れるようになってから，非常に意欲的になっ

たことがあり，共通点があると思いました。

　重度の子どもの場合，身辺自立といっても排便

排尿，食事が基本になります。大きくなってもお

しめを当てている子ども，自分では全然からだを

動かせず大小便もできない子どもがいて，せめて

何か合図をしてくれないかと思います。

　肢体不自由児の学校でなすべきことは，（1）学校

で可能なかぎり，訓練の一部として，自分で動か

せる子は歯みがき訓練，痙直などで首を動かせな

い子は口を開ける練習，リラックスさせて口を開

く訓練です。

　（2）先生方に歯の健康の必要性を理解してもらわ

なくてはならない。親も障害にばかり気をとられ

ないで歯をおろそかにしないよう，母親教育も大

切です。

　（3）学校側としては，これ以上わるくならないよ

う予防と早期発見に努力する，などです。

　座長　教育の現場からみると，義務化に関わる

歯科保健の問題はなかなか容易じゃない感じを受

けます。もういっぺん歯科医という立場にもどっ

て全体をひっくるめて，祖父江先生，お願いしま

す。

　祖父江　みなさん，もう十分心に刻んでおられ

ると思います。むし歯はやはり生活全体から結果

としてできるものです。

　ブラシングのやり方，教え方は生活に根ざした

方法づけが必要で，ベッドでできる方法も必要で

しょう。

　学校教育の中でブラシング，あるいは食生活の

パターンを変える教育が，イコールむし歯予防，

アクティビティを下げることにつながると思い

ます。

　口の中のアクティビテノを下げた状態で歯科医

につれてきていただけれぽ，われわれもいっしょ

う懸命努力して治療をつづける気持になります。

　そのようなことが，学校教育と歯科医療を結び

つける道すじと思いますQ

　座長　全体をまとめますと，ひとりは養護教育

の現場から，歯科保健の問題を解決するためにや

っておられることのお話でした。

　次の方は肢体不自由児のセンターで現場を受け

もつ歯科衛生士の立場から，システム的なこと，

診療の現場のことを含めてのお話でした。

　最後の石神先生は地域のケースとして，ひとつ

のシステムを作り，それをさらに発展させるとい

うお立場の話でした。

　これらをまん中に据えて助言者からのお話をい

ただいたわけですが，何とか解決しなけれぽなら

ない問題は多いが，道はつきかけている。しかし，

個々については，私たち自身がやっていかなくて

はならない。手にあまって子どもといっしょに泣

くこともあるかもしれないが，器用にはできなく

ても，ひとりひとりの善意の上に立ってやってい

こう。スケールの大きい問題だけれども，結局は

障害をもった子どもや親たちのひとりひとりに帰

ってくる。

　お金を出して養護学校を作って，学校歯科医を
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はりつけておけばいいという手軽なことではな

い。こうしたことを私もひしひしと感じ，勇気が

でてきました。

13年間，センターで診療して考

えたこと

　梶谷　障害児といっても身体と精神の障害があ

ります。当所も13年近くなりますと，はじめは親

に抱えられて来た子は体が大きくなり，障害がき

つくなる。どうすればいいか頭の痛いことです。

　われわれも学校も，まわりの者も特別な目で見

るけれど，子ども自身はなんら特別には思ってい

ない。センターではできるだけ健常者と同じよう

に扱っています。

　痛いからと一気に治療してしまうと，おそらく

親はそれで安心してしまって，あとは放ったらか

しが現状です。まず治療を受ける前に何がいちば

ん大事か，予防によってある程度いたみを排除で

きることを親に認識させなくてはだめで，養護学

校では先生がたによくそれを分かってもらう必要

がある。

　あちらこちらの歯科医師会で障害児センターを

持たれたり，これからもとうとしておられる。阪

南町では現実に歯科医師会，住民，学校，教育委

員会が協力して成果をあげておられます。

　センタ“一一一ではいつも悩みながら進めています。

恐怖心がつよく，泣きわめく。口を開けるのがむ

ずかしい。開けた状態を保つのが困難である。か

らだを固定するために押えますが，その時，衛生

士の手のぬくもりがつたわるように心がけていま

す。固定のコッを会得してくれれぼやりやすいの

です。

　医療器具に関して，いろいろ考え開発してきま

した。障害は雑多で，からだが大きくなった。時

には異常に大きくなる。車いすからもはみだしま

す。しかし，お兄ちゃんがいる子はまだいいです

ね。ひとりっ子は大変です。現在センターには和

歌山，奈良，京都，兵庫，岡山，三重などからも

見えています。

表1　年度別肢体不自由児診療状況

年　度
種　別

　受　　　台　数

　指　　　　導
　普　通　処　置

　アマルガム充唄

　セメント充填

　インレー充填

歯
歯
正
歯
線
ド
ム
他

　
　
　
　
　
イ
ダ

　

橋
　
　
　

ラ
一
の

　
　
　
　
　
ホ
バ

冠

架

矯
抜
X
サ
ラ
そ

41　　　　　42　　　　43　　　　　44

353　　　　879　　　610　　　　709

233　　1，032　　　552　　1，027

120　　　　207　　　198　　　　202

42　　　74　　43　　　7

23

6

6

45　　46　　47

615

694

119

17

886　　821

339　　513

286　　233

216　　164

40　　42

48

1，　009

　615

　229

　202

　65

74　　　　46　　　　100　　　　95　　　176　　　131　　　　138

11　　　11　　　　20　　　 12　　　51　　　68　　　　39

11　　59 74　　　　35　　　628　　　829　　　　628

49 50 51　合　計

1，335　　　1，852　　　3，111　　12，180

　387　　　　　605　　　　　892　　　3，351

　516　　　　498　　　　626　　 5，926

　208　　　　　256　　　　　605　　　2，497

　74　　　　　143　　　　　115　　　　　662

　24　　　　　　17　　　　　　28　　　　　　69

　6　　　　　15　　　　　41　　　　　62

　2　　　　4　　　　4　　　　10

　26　　　　　　67　　　　　　隻1　　　　　134

　176　　　　　185　　　　　457　　　1，601

　73　　　　　　96　　　　　100　　　　　487

　416　　　　557　　　　906　　　L879

　71　　　　　14　　　　　31　　　　116

　38　　　　　130　　　　　253　　　2．691

表2　年度別診療日数および診療担当者数

年 度

診療　日　数

歯科医師数
歯科衛生士数

41

41

182

74

42　　43

91　　87

364　　258

179　　209

44　　45

94　　76

256　　235

344　　385

46　　47

93

276

481

90

256

476

48

93

269

830

49

86

200

841

50

96

269

862

51　合　計

　96
　350

1，　046

　943

2，　924

5，727
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表3　昭和52年度肢体不自由児診療内容分類

o

種別

数
導
置
填
填
填
冠
歯
正
線
ド
ム
他

受

指

処

ア

セ

イ
金
架
矯
X
サ
ラ
そ

数
数
数
手
数

而
士
馴
生

日
員

＋
衛
療
　
務

看
科
歯
歯
診
助
事

月　4

4
4
8
3
4
3
3
0
0
0
3
3
0

1
門
0
5
5
　
　
　
　
　
　1
6
　2

2 　
．
6
4
8
4
5
0
3
1
0
3
2
2
1

5
　
2
1
3
4
5
2
　
　
　
　
　
1
1
0
　
　
1

6

4
6
7
8
6
3
3
5
0
5
5
3
4

7
2
8
8
1
　
　
　
　
2
2
　
1

2
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

8

1
7
5
0
6
2
5
2
2
5
4
7
1

1
2
6
4
2
　
　
　
　
1
7
　
1

2　
9
5
2
8
8
4
3
0
0
6
3
1
5

　
・
4
4
9
4
2
　
　
　
　
2
7
　
1

7
2

9

3
7
9
7
3
3
2
0
3
5
4
0
9

5
4
8
4
2
　
　
　
　
1
7
1

2 　
一
6
2
9
5
6
0
4
1
1
7
3
4
7

10

㎝
23

3
5
3
1
　
　
　
　
3
1
1

11　　12　　　1

252　　192

29　　　6

721　50
51　　38

33　　11

　1　　　9

　5　　　4

　0　　　0

　0　　　2

　126　　10
123　　55

12　　　8

19　　12

　　　2

143　　236

13　　31

481102
28　　45

　4　　19

　0　　　2

　0　　　3

　0　　　0

　2　　　4

11　　26

98　　103

　1　　　7

　8　　15

3
函
組
7
。
訂
硲
2
4
。
3
即
聡
8
拒

合　計

2，725

　376

　840

　584

　221

　29

　39

　9
　17
　251

1，076

　66
　156

35　　　　29　　　　39　　　　36　　　　31

98　　　　67　　　　84　　　　81　　　　70

8　　　7　　　9　　　8　　　7

0　　　0　　29　　32　　　0

16　　　　14　　　　18　　　　16　　　　14

36　　　　33　　　　36　　　　29

76　　　　82　　　　81　　　　77

8　　　8　　　8　　　7

59　　72　　57　　　0
16　　　　16　　　　16　　　　14

26　33　321395
　　　　168　　　　85　1　　97　1　　　966

6　　　8　　　9　　　93

0　　　0　　　0　　　249

12　　　　16　　　　18　　　　　186

●

　障害児を扱いますので，どういう事故がおきる

か，われわれには予想もできませんし，その限界

も分かりません。生きている子どもですから，慎

重を期してもトラブルが起きないという保証はな

いわけです。月1回，必ず応急処置の訓練をして

います。近くの総合病院とも連絡をとって事故の

時の処置をお願いするようにしてあります。

　手の不自由な子が歯みがき訓練を受けて，親が

手のひらを握ることを教えたことでコップをもて

るようになった，ブラシをもてるようになったと

いう結果も多くでています。こちらも話しかける

だけじゃなしに，手を握ってやる，指先にさわっ

てやることが必要だと思います。

　現在，精神障害者も扱いはじめたので，歯科衛

生士だけではダメだと，看護婦の導入も考えてい

ます。設備もそれに応じたものが必要かと思いま

す。精神科や総合病院では泣き叫んで暴れるのに

このセンターでは非常におとなしい。親がびっく

りします。健常児の方が暴れるほどで，障害児は

いつも周囲から抑制されているからでしょうか，

やりやすい。

　私どもではまず予防で，親が協力しない子は治

療しません。ですから，どの子も口腔内はきれいで

す。診療の順番がくるまで徹底的にやらせます。

もちろん自分ではやれないで，親がやるのが大部

分ですが，習慣づけという意味と口に異物を入れ

るのに慣れさせる意味もあります。

　障害に応じた治療いすとして，幅を広く作りま

した。車いすから移すのに低くないと困るので，

腰のあたりまで上がるようになっていますし，水

平にもなります。両サイドの肘かけがはずれま

す。ライトもじゃまにならないようになっていま

す。

　フッ素塗布をした場合には，いす全体がローリ

ングできるようになっています。まっすぐ上をむ

くことができない子もありますので，いすの方を

動かして，やりやすくします。

　いちぽん大事なことは楽な感じの姿勢で治療が

受けられることです。治療台にねて楽にすること

から始まらないと治療にたえられないのです。治

療しさえすればいいというのではなく，心が育つ

ようにということです。
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　治療には6人がかりで押えます，泣き叫ぶこと

もありますが，治療そのものは同じことで，特別

なことなどなく，ただ固定が非常に重要なので

す。泣きわめく子も治療が終わりますと，案外き

げんよく帰ります。暴れることが子どもの本性じ

ゃないかとも思います。しかし，衛生士では手に

おえなくて，若い歯科医にたのむこともありま

す。

　機械を使っているときには，ちょっとのプレも

気が許せません。こちらは，話しかけながらやっ

ているのですが音がやかましくて，あるいは口を

あけているので子どもの言っていることが，きき

とれませんし，話しかけられないなどで，私ども

非常に残念です。こちらの話はよく分かるようで

す。雰囲気を作るよう心がけています。

　治療後の取扱いも大切です。キメ細かにという

ことで，あらゆる面で事故がおきないよう考えて

いただきたいのです。たとえば階段もトイレも角

ばった所はひとつもありません。おむつをとりか

える所もあります。何かのご参考になればと思い

ます。

　司会　どうもありがとうございました。明日か

らのわれわれの参考にさせていただきたいと思い

ます。

第42回全国学校歯科保健大会決算書

収入の部

陥

頷

協力会費7，900，0008，200，000

分担費

展示料
協賛金

雑収入

収入合計20，100，∞023，844，335

支出の部

予算　　　決算　　　備考

9，600，00012，648，000　6，000「」『×1，771ノ＼

　　　　　　　　　　　　　＝10，626，000
　　　　　　　　　3，　OOO　IIJ×618人

　　　　　　　　　　　　　　＝1，854，000
　　　　　　　　　2，000円x84人
　　　　　　　　　　　　　　＝168，000

　　　　　　　　　　日本学校歯科医会
　　　　　　　　　　　　　　4，200，000
　　　　　　　　　　日本学校保健会
　　　　　　　　　　　　　　　700，　OOO
　　　　　　　　　　日本歯科医師会
　　　　　　　　　　　　　　　800，000
　　　　　　　　　大阪府歯科医師会
　　　　　　　　　　　　　　　1，500，000
　　　　　　　　　学校歯科医会
　　　　　　　　　　　　　　　1，000，000

1，500，（X）01，500，000大阪府　　　500，000

　　　　　　　　　大阪市　　　　500，000
　　　　　　　　　堺市　　　　500，000

…），・・）・・890，　7・・磐麟（11社）協賛金

　800，000　605，635広告料・利息・寄付金

科目　　予算　　　決算　　　備考

会議費　　1，576，0001，097，998食事代　　1，049，　398

　　　　　　　　　　　　　　旅費　　　　48，600

’il務費　　2，　540，　OO（）2，89δ，858’事務用IIIJII・消耗品

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　71，520
　　　　　　　　　　　　　　El］届1」宝？　　　　　1，048，268

　　　　　　　　　　　　　　交通費　　　　133，710
　　　　　　　　　　　　　　送料　　　　847，980
　　　　　　　　　　　　　　超勤手当　　366，880
　　　　　　　　　　　　　　アルパイト料430，500

領域準備1，100，0（X）1，408，955第1領域　　513，700
指導費

大会費

雑費

予備費

支出合計20，　100，00023，844，335

　　　　　収入の部　　　　23，844，335円

　　　　　支出の部　　　　23，844，335円

　　　　　　　　　　第2領域　　413，830
　　　　　　　　　　舞∫3領垣蛇　　　　　481，425

14，630，000　16，641，697報償・旅費（講師）

　　　　　　　　　　　　　　　2，125，000
　　　　　　　　　　会場費・看板代
　　　　　　　　　　　　　　　2，035，320
　　　　　　　　　　要項・プログラム
　　　　　　　　　　目」届ljf」覧　　　　　7，338，516

　　　　　　　　　　参加者弁当代（2日間）
　　　　　　　　　　　　　　　3，290，000
　　　　　　　　　　文書FilJ　ra11坐1　　　400，500

　　　　　　　　　　無線および救護
　　　　　　　　　　　　　　　　330，000
　　　　　　　　　　交通費および送料
　　　　　　　　　　　　　　　　789，　900
　　　　　　　　　　その他　　　332，461

　100，0001，796，827大会処理関係費
　　　　　　　　　　　　　　　1，000，000
　　　　　　　　　　連合会育成基金
　　　　　　　　　　　　　　　　496，827
　　　　　　　　　　奥村賞寄付金
　　　　　　　　　；　　　　　　　　　　　　　300，000

　154，00（）　　　　　0
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研究協議会／第2領域・大阪市立塚本小学校

学校歯科保健における習慣形成について

　　　　座長　日本学校歯科医会常務理事

助言者　文部省体育局学校保健課教科調査官

　　　　　　　　　　大阪大学歯学部教授

　　　　　　　　　大阪市立阪南小学校長

　　　堺市教育委員会学校保健課指導主事

　　　　　　　日本学校歯科医会学術委員

　研究発表者　大阪市立塚本小学校保健主事

　　　　　　大阪市立塚本小学校養護教諭

　　　　　　大阪市立高見小学校養護教諭

　　　　　　堺市立家原寺小学校歯科校医

山田　茂

吉田螢一郎

常光　旭

上野健太郎

辻　一哉

貴志　淳

軒原元紀

細井節子

深井照子

海老原武義

■

　天津（大会副委員長）　本日は地元の皆さまはも

ちろん，遠方からもたくさんおいでいただき，関

係者一同，非常に喜んでおります。助言者の先生

方もお忙しいところを時間をいただき，お礼申し

上げます。

　本日のテーマは私たち関係者は平素から痛感

し，よくわかっておりながら実行できないテーマ

で，ほんとうにいい問題が出されたと喜んでおり

執

塚本小学校・校舎と校庭

ます。

　私も長らく学校歯科医をやり，口腔審査はもち

ろん，6月の週間には学校で子どもたちに講演を

したり，スライド，映画などを映写し，歯ブラシ

訓練をしております。

　いつも思うんですが，そのときだけは子どもも

先生も，歯科保健に非常に関心をもつわけです

が，数日いたしますと忘れてしまう。点をずっと

　　　　　　線で結んでいくことに意義があるん

　　　　　　じゃないかと思います。そのとおり

　　　　　　の実践活動をやっているのがこの塚

　　　　　　本小学校です。この学校をお借り

　　　　　　し，実際の活動を見せていただくこ

　　　　　　とは，非常に意義があると思います。

　　　　　　どうか十分な討議，研修をお願いい

　　　　　　たします。

オリエンテーション

　加納（校長）　本日は多数の来賓の

方，ご助言，ご指導の先生方，全国

から多数ご来会の皆さま，まことに
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ありがとうございます。

　本校が歯の保健指導に取り組み，全日本よい歯

の学校として表彰を受けましたのが昭和43年で

す。それから毎年研究を推進し，成果を上げてき

たのですが，昨年度は輝かしい奥村賞を受賞させ

ていただきました。これは過去10年間，大阪市教

育委員会，大阪市学校歯科医会の川村先生はじめ

歯科校医の前原先生ほか諸先生のご指導を得た結

果です。

　これらの先生方のご指導により学級指導への位

置づけ，系統的な歯みがき活動の定着と実践，家

庭と地域との連携に重点をおいた研究を進めまし

た。

　健康安全については習慣や態度を育て，全教育

活動を通して，その基本となる体力の向上を図る

ために，身近な日常生活にも工夫を加えて実践研

究を進めてきたわけです。

　特に本年度は，健康教育の重点としてむし歯予

防活動を核にして，健康生活への実践力を高める

という主題を設定しました。効果的な指導法を進

め，協力教授指導組織を強化充実し，教育内容，

方法などを検討して，全教育活動の充実をすすめ

ております。本年7月，文部省から「歯の保健指

導の手引」が発行され，その指針が示されまし

た。本校もこの手引を十分活用し，効果ある保健

指導を推進していきたいと思っております。

　このときにあたり，第42回全国学校歯科保健大

会が行われ，第2領域のテーマとして，具体的な

指導内容や方法について，本校が不十分ながらそ

の実践なり研究を行ってきました歩みを皆さま方

に公開発表させていただくことになったわけで

す．どうかきびしくご批判，ご指導，ご助言いた

だき，これからの研究の糧にさせていただきたい

と思います。

　これを推進いたしますために，大阪市教育委員

会，大阪市学校歯科医会，区の保健関係の先生方

にご指導をいただき，今後とも研究を進めてまい

りたいと思っております。

　新家（教頭）　きょうは学級指導における保健学

習の授業と歯みがき活動の実際を公開します。

　各学年の主題は，1年がおやつとむし歯，2年

よい歯と食べもの，3年はえかわる歯，4年むし

歯になるわけ，5年正しい歯みがき，6年が歯ぐ

きの健康で授業を展開します。

　歯みがき活動は給食後の日常の歯みがき活動

と，毎月第3週に設定している歯みがき強調週間

の活動とを同時に公開します。朝，給食指導の授

業を行った学級では，給食後の日常の歯みがき活

動を約10分，その他の教室では強調週間の活動を

約30分予定しています。

　司会　これでナリエンテーションを終わりま

す。

習慣形成は学校歯科保健の

永遠の大きな課題

　湯浅（日本学校歯科医会長）　第42回全国学校歯

科保健大会にあたり，全国各地から大勢ご参会を

いただき，盛会をきわめております。まことにご

同慶の至りであります。

　このすばらしい計画に対して，地元の関係各位

が非常に長い間ご苦労されて今日にいたったわけ

研究発表者 助言者
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で，ド催の立場を代表して心から｝3礼を申し上げ

ます、

　われわれ学校歯科医はもちろん，広く行政部門

の関係者，また学校の先生方には特にご苦労が平

素からたくさんあると思います。この第2領域こ

そ私ども平素から念願の大きな課題で，歯科にお

ける最も重要なものがこの習慣形成にあります。

これが理屈でなく，実践されれば相当な目的を達

せられると信じて疑わないのであります。

　本口ば座長を中心に助言の諸先生方に全国に知

れわたった方がたを迎えながら，限られた時間で

すけれども，十分所期の日的を達せられ，この部門

こそが中心になって，大きな実りにまとめていた

だきたいとお願いする次第です。満堂あふれるば

かPの熱気を帯びた第2領域のご成功を念じて，

ご挨拶とします。

はじめに

　座長（山田）　では研究協議を始めます。

　第2領域の学校保健における習慣形成は学校に

おける保健指導の重要な領域で，日ごろの皆さん

の活動に重大なかかわりのある問題かと思いま

す。きょうは・諺い，学識経験豊かな先生方を助言

者にお迎えし，発表者は口ごろりっぱに展開して

おられる学校歯科活動の実際をご報告くださるの

で，皆さんの明日からの活動に役疏つところが多

いのではないかと思います，

　会長の話にもありましたように，このたび「歯

の保健指導の手弓Lができ，それにも習慣形成は

やはり重要な意味を持っていますし，習慣形成の

あり方の基本的な問題について詳しく述べており

ますが，これはそのまま歯の保健指導の原理と言

葉をかえてもいいくらいだと思います。しかし，

保健指導の手引は，といった具合に料理の本みた

いに何ページをあければ何がある，保健指導にす

ぐそのまま使えるのとはちょっと違います。きょ

うのご報告やそれに対する助言者のお話もすぐ

に役立つというわけにはいかないかもしれません

が，聞きもらすと，ご損になることがかなり多い

かと思います。

　撮告者を紹介しますと，まず塚本小学校の養護

教諭で，日ごろ学校歯科保健について非常に熱心

で，ご造詣の深い細井先生，同校の保健主事の軒

原先生，大阪市立高見小学校の養護の深井先生，

堺市立家原寺小学校の学校歯科医である海老原先

生ですr、

　助，渚は，日本学校歯科医会の学術委員であ

り，日本歯科大学講師の貴志先生，堺市教育委員

会の指導主事の辻先生，大阪市学校保健会副会

長，大阪市立阪南小学校の校長の上野先生，人阪

大学歯学部教授で予防歯科を担当しておられます

会場風景

常光先生，文部省

体育局学校保健課

教科調査官の占田

先生でt。

　では，貴志先生

からお願いいたし

ます，

　貴志　大体，学

校保健というの

は，この塚本小学

校は別として，多

くの学校は養護教

諭の先生が主体と

なって，それを統

括するのが保健主
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事という形のパターンが多いのではないかと思い

ます。習慣形成については，どの局面でもそうで

すが，子どもが一人前になるためには，どうして

もいろんな人びとが，それぞれの形でかかわって

いかなけれぽいけないのではないか。

　当然その子どもの親はもちろん，学級担任がさ

らにそれに追いうちをかけなければいけないとい

うことです。

　私は，歯科衛生士教育が10年になったので，ひ

ょっとするとここに教え子がいるという期待をも

っています。私はどこへ行くにも通常は歯ブラシ

を持って，毎食後歯ブラシを使うわけです。たま

たま歯科医師会館から第2領域に移動するバスの

中で，新婚のカップルで歯ブラシを口にくわえな

がら，いろいろ話をなさっている姿を見ました。

そういった習慣づけが人間には必要なのではない

かと思います。

　子どもを育てていく過程で，子は鏡ですから，

おとなのすることすべてが写し出される，そんな

ような形でいかなければいけないのじゃないかな

という認識を持っておりますことを申しhげて，

一応この辺で終わります。

　座長　辻先生，お願いいたします。

　辻私は，最近特に強く感じましたことを2～

3点申し上げたいと思います。

　最近の子どもの疾病は，う歯のほかに肥満とか

近視，脊椎側湾症などで，先生方にご苦労をかけ

ていますが，家庭が全て学校へ押しつけている，

任せっきりという感じがします。家庭と学校の役

割をもっと明確にしていかなければいけないので

1まなし・カ㌔

騒

警

　　給食後の歯みがき
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　今日のテーマの習慣形成の面から見て，やはり

学校で行うのは，保健指導を通して子どもたちの

意識づけをして，さらに意欲を向一Lさせた上で高

度化していく一そこまでが学校の役日で，習慣化

するのはほとんどが家庭での役目ではないか。そ

れが学校で全部しなければいけないというような

形で，いままでぱきているんではないかという気

がします。

　学校ではこういうことをするんだ，家庭ではこ

れをするんだとはっきりさせ，家庭への指導を学

校の方で十分考えていただかなければいけないの

ではないかと思います。

　もう1点は，学校にしても幼稚園にしても，そ

のセクションだけで指導体系を考えている。幼稚

園，保育所，小学校，中学校，高校の系統立った

一貫した指導体制を十分考えていかなければいけ

ないのでぱないか。幼稚園の先生は，小学校では

どういう指導をしているか全然ご存じない。小学

校の先生は幼稚園や中学校でどうしているかご存

じないという次第で，指導の方法なり指導内容が

ずれているという点をよく見かけるわけです。最

近の3歳児検診で90％近いう歯の罹患率がある中

で，習慣形成が小学校ではおそい。保育所とか幼

稚園の段階で保健の基本的な習慣形成を十分行っ

ていかなければいけないんではないか。

　歯みがきに例をとりますと，3歳ごろから正し

くみがくことはできなくても，歯ブラシを持た

す。それが，年齢がたって発達段階を追って正確

に，ていねいにと指導を十分に加えていくことに

よって，習慣形成がずっと継続してできるのでは

ないかと思います。

下級生を指導する上級生



　上野　私はごく簡単に，日ごろ考えております

ことを2，3申し上げたいと思います。

　第1は，習慣形成のいちぽん大事な役割を受け

持つのはだれだろうか。どこで習慣形成を形づく

っていくのか。やはり家庭だと思うわけです。

しかし，家庭にそれを押しつけてしまっても，正

しい歯のみがき方，歯のことに関する知識，栄養

指導については不十分です，，したがって，学校と

して家庭に移行させ，いろいろな場において啓蒙

し，家庭が指導できるように考えていかなければ

いけないんではないだろうか。学校としては，あ

るひとつのねらいをもってある期間を設定して，

それを移行していくことを考えていかなければ，

習慣というのはなかなかつきにくいものであると

考えます。

　なお，現在としては子ども自体が自分の歯を守

っていくためには，保健学習あるいは保健指導，

その他の学校行事などで指導しなければならな

い。各種委員会その他の場所も大いに活用して指

導，啓蒙に当たらなければならないだろうと思い

ます。

　いちばん大事なことは，やぱり担任と親の情熱

といいますか，その姿勢にあると思います。自ら

が実践する。そこに子どもたちは必ず感化を受け

ます。

　学校におけるしつけ，家庭におけるしつけとも

短期間で効果をあげようとしますと，押しつけに

なりますので，長い期間をかけて実効を上げてい

くということがしつけであろうかと思います。わ

れわれの姿勢がいちばん大事であると考えます。

　常光　大学で学生に講義しているときの2～3

の話題について述べます。

　ひと口に習慣形成といいましても，いかにして

動機づけるか。いまはやりでモチベーションとい

う言葉がよく使われますが，動機づけることは言

うはやすく実行はむずかしい。

　約20年前，留学して2年半ぼかりアメリカの歯

学部の学生と接触しましたが，ある日，日本から

の男の留学生が私の部屋にきて，実はきのうデー

トをしたんだけれども，アメリカではデートの終

わりに必ずキッスをする習慣になっているので，

私もまねてキッスをしたところが，「あなたの口

は非常にきたない」と，ほっぺたをひっぽたかれ

た。先生どうしたらいいんでしょうかと言ってき

たんです。それで，歯みがきのことと，歯垢とか

歯石をすぐ取ってもらえと言いましたら，すぐ病

院で歯垢清掃をやり，それからブラシングを励行

するようになった。その後また彼女とデートをし

た後にキッスをしたんでしょう。その後うまくつ

ぎ合っていけるようになったと告白しておりまし

た。

　そういうことで，彼自身はデートに失敗したの

がひとつの大きな動機づけになって口腔衛生の重

要性を感じ，実行するようになった。本人自身が

そういう経験を持ちますと，周囲がいろいろ言わ

なくてもきれいにしなければならないことを学べ

るわけです。日本は欧米とは事情も異なり，生活

環境も違いますので，口腔衛生の重要性を感じ

させ，子どものときからう蝕予防を動機づけるこ

とは，はなはだむつかしい問題です。

　これは学校歯科だけに任せていいものではな

く，口腔衛生の認識を妊婦時代から教育し，生ま

れたときから母親が育児の一一環としてやっていか

なけれぽなりません。世に教育ママはたくさんお

られますけれども，歯の健康ママと言える人は非

常に少ないんではないか。小学校時代に学校歯科

保健を通じて先生と親が積極的に取り組まなけれ

ば悔いを残すであろうと思います。将来，歯の衛

生に無関心のまま大人に育った場合は，次の世代

はもちろん，さらにその次の世代にも禍根を残す

と考えます。

　きょう，本校の実践指導をいろいろ拝見しまし

たのは貴重な体験であり，皆さま方も非常によい

ことを学ぽれたと思います。実行はあすからでも

遅くありません。塚本小学校の口腔衛生指導をす

ぐ皆さんの現場で役立てていただけれぽ幸いであ

ると思った次第です。

　第2点目は，よく「歯をみがく」といいますが，

病院の方でも「私の子どもは1日なんべんも歯を

みがくんですが，むし歯にかかる。これは一一体ど

うしたことでしょうか」という質問を受けます。

　実地にやらせて，あとでカラーテスターなり，
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歯垢を染め出す薬剤でやってみますと，きれいに

みがけてはいないことがわかる。私がテキストの

中にも書いておきましたように，歯をみがいてい

ることと，よくみがけているのとは別問題です」

したがって，いくら機械的にいっしょう懸命歯を

みがく動作はやっても，実際それが正しくみがけ

ているかどうかが大事だと思います。

　現在の欧米ではブラシングの時代は過ぎてフロ

シングの時代と言われています。フロシングは歯

と歯の接触面は歯ブラシでは届かないところがあ

る，そこを糸でみがくのがアメリカやヨーロッパ

で行われている。すぐフロシングの時代に移すの

は現状ではむつかしいと考えておりますので，ブ

ラシングを早く生活のリズムの中に定着すべきで

ある。それがすめば，早くフPシングの時代に切

りかえなければいけないと思います。

　ときどき外国から予防歯科の先生方が見えます

が，日本は10年は遅れていると，口をそろえて言

われます。非常に残念で，1日も早くブラシング

が全国で確実にできるような時代にしてから，フ

ロシングの時代に早く持っていきたい。

　第3点として，甘いものの問題もご発表がある

と思いますけれど，ひとつだけ申し上げますと，皆

さん方は子どもかわいさにいろんなみやげを持っ

ていかれると思いますが，甘いものは避けて，た

とえぼくだものとか，塩せんべいとかを持ってい

かれるなど，日常の手近なところから実行して，

甘いもののときには，あとで必ず歯をみがきなさ

いよと，アドバイスをされるようにしてはどうで

しょうか。

　そういうところから入っていかなけれぽ，動機

づけも，習慣化もなかなかむつかしいと思ってお

ります。

　座長　私はブラシングに関する話がでますと，

いつも次のことを思い出すのです。前の東大の教

育心理の教授だった依田新先生は刷掃指導に関し

て書かれている中で，好ましい習慣づけというの

はいろんな困難を乗り越えなければいけない。と

ころが，好ましくない習慣は容易にできるという

ことを言われている。もうひとつは，ブラシング

が身につくのには習慣ではだめだ，それは習性に
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まで高められなければならないのではないか。習

慣は経験とそれに対する適応，つまり学習を積み

重ねてできる条件反射的なものであるが，習性と

いうのは，清潔なら清潔に関するいろんな習慣が

同じ方向に向いてくることで，歯ブラシだけでな

く入浴とか洗面，手洗いといったものが全て，き

れい好きという召性にまで高まらなければ安定し

ないのではないかと言われております。

　最後に吉田先生に総括的なことと，　「歯の保健

指導の手引」の中の習慣形成についてお話し願い

ます。

「手引」に関連して

　吉田　けさほど来，本校のいろいろな活動を見

せていただき感心しました。まだその余韻が胸の

中にいっぱいで，きょう私どものため積年の成果

を公開してくださいました本校の先生力に感謝を

申し上げます。

　とかく，保健指導は，先生はいっしょう懸命教

えているが，子どもはさっぱりそれに反応しない

のがよくある風景です。ところが，どうでしょ

う。きょうの子どもたちの反応ぶりはすごく活気

があります。それにもまして，いきいきとその授

業をしておられたのは先生方ではなかったでしょ

うか。参会者もほんとうに引きつけられてしまっ

たように思います。学校保健関係でもいろいろな

集会がございますが，こういう研究会が行われた

のは歯科保健大会のほかにないのではないかと思

います。

　私は5点ほどにまとめて，まず第1は「歯の保

健指導の手引」をつくったときに，何をねらって

どういう方向に向いていったかといいますと，と

りあえず習慣形成ですが，これまでの学校歯科保

健は，処置率をいかにして高めるかにウエートが

置かれていたように思われます。つまり，30年代

の前半からむし歯半減運動が行われて，それはそ

れなりに効果があったわけですが，すでにむし歯

になった後の処羅なわけです。むし歯にならな

い，予防のために子ども自身，あるいはもっと広

くは人間自身の意識と行動をよりよく変容させる



ことによってできることはないかQそれにはやは

り歯垢清掃の見直しと甘味食品のコントロールと

いう2つのことにもっと精力を費やしていかなけ

れぽならないのではないかと思います。極論しま

すと，自分で自分の健康を守ることのできる人間

に育てていく。それに歯科保健がどう貢献してい

くべきかという視点でとらえられたんだろうと思

います。

　第2番目に，具体的に歯科保健指導はどういう

ねらいで，どういうことを内容にしていくべき

か。小学校の保健指導の目標は，文部省で48年に

「小学校保健指導の手引」を出しておりまして，

それによると「健康な生活を営むのに必要な事柄

を体得させ，積極的に健康保持，増進できる態度

や習慣を養う」とあるわけです。

　反射行動にしろ，何にしろ，健康にとって必要

な行動を毎日必要なときに繰り返すためには，正

しい態度形成が非常に大切だと思うわけで，習慣

形成のためにはやはり学校の指導を通してよりよ

い態度を形成していく。つまり行動のエネルギー

を生産していく必要があるんではないかというこ

とが，保健指導にとって大変大きなねらいになっ

てくると思います。

　そのための具体的なねらいは，ひとつは保健指

導，ガイダンスです。これはむしろ知識の理解よ

りも自分の歯や口の健康状態を知ること，つまり

自分を理解させるというのがガイダンスの一般的

な原則で，その原則に従って，手引では口腔の発

育や疾病異常，自分の歯や口の健康状態を理解さ

せ，健康を保持・増進できる態度や習慣を養うと

いうねらいを立てております。

　しかし，自己理解だけではいけません。やはり

自己指導とか自己処理が非常に大切になってきま

すが，具体的に中身は何かというのが第2のねら

いです。　「歯のみがき方やむし歯の予防に必要な

望ましい食生活など歯や口の健康を保つのに必要

な態度や習慣を養う」というのは，方法論を指導

する必要があるということです；1したがって内容

も必然的に自分の歯や口の健康状態を理解させる

ということと，正しい歯のみがき方と，むし歯の予

防に必要な食生活に関することが2つの柱です。

　これでもお分りのように，実践に結びつく態度

を形成していくことを改めて強調していただきた

い。むしろ，学校の指導で非常に大切なことは，

正しい方法で正しく実践する態度をどう形成する

かということであると，私どもお互いに理解する

必要があると考えます。

　第3番目は方法の問題です。特にこの手引書で

ご注目願いたいのは，学級指導の進め方です。き

ょう先生方はどうお感じになりましたか。いま学

校保健指導で特に問題点として指摘されているこ

とは，3つほどに要約できます。その第1は，保

健指導が知識の注入だけに終わっていないかどう

か。第2は，特に保健指導の場合は内容が盛りだ

くさんで，一体きょうの時間は何を指導したんだ

ろうかといったようなことが起こりがちです。第

3は，習慣形成だからああしなさい，こうしなさ

いという押しつけぼかりで，その結果さっぽり子

どもの身についていかないということではないか

と思います。

　文部省の手引書では，保健指導でも大変いいこ

とが書かれていると自画自賛するわけですが，結

局子どもたちが喜んで実践しようという意欲をも

って取り組むようにするにはどうすれぽいいか。

常光先生のお話のように，やはりみがかれていな

いので，正しくみがかれるようにするにはどうし

たらいいか。きょう，5年生の歯のみがき方の指

導でカラーテスターでのテストをしていました。

具体的によごれているところをきれいにするには

どうすれぽいいかという指導でしたね。これがや

はり学級指導のひとつの方向なのか。つまり実践

しなけれぽならないことを実践させるためには，

どうしたらいいかというのが学級指導でなけれぽ

ならないと思います。たてまえの指導ではなく，

現実から入って，それをよりよくするにはどうし

たらいいかという方法論を学習させる方法を見つ

けさせ，まちがっていれぽ正しい方向にかえてい

く。単なる知識の教授であっては保健指導はとて

もだめだろうと考えます。その点，手引書にはそ

の方法論もいろいろ出ていますし，後ほど諸先生

の報告にもあると思います。

　方法として，本校には3つのステップがある。
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第1はブラシングならこうすればいいという多く

の点です。みんなに教えたいなと思うことをテー

マに，きれいにするにはどうすればいいか，この

方法の発見が第2のステップで，展開の大きな部

分を占める。第3のステ，．フは，よりよく実行す

るにはどうしたらいいかという実践の意欲化でま

とめます。

　第4番目は指導計画で，3つの過程を踏んでお

られるようです。ひとつは学級指導で，40分の指

導と20分の短い時間のがある。これを両方組み合

わせて授業として計画的に行う指導が学級指導だ

というとらえ方を明確にしておられます、しかし

それだけではなかなか実践に結びつく態度化がで

きませんし，習慣へということができにくい。

　そこで，きょう公開されたように日常指導のブ

ラシングを朝の時間，帰りの時聞，給食後の10分

間指導と3層構造でとらえて，学級指導でしたこ

とが本当に身につくようになっている。この点が

大変すばらしいと思います。

　ただ，指導計画の上で，多少学級指導の場合に

歯科学的な知識への傾倒で，あまりにもシークエ

ンスを考え過ぎますと，教科学習になってしまう

危険性が十分あると思います。学級指導はあくま

でも実践のための態度化であり，習慣への意欲な

のです。そういうことを考えますと，指導計画の

内容の取上げ方をもうすこし学級指導らしく，子

どもの発達段階と生活の実態，子どもの意識から

にじみ出てくる主題の設定にご配慮があると，ま

さに歯の保健指導の手引の趣旨からいけぽ最高な

のだろうと感じました。

　5番目に，学校保健委員会も従来からいわれる

ように，習慣形成には学校と家庭の機能は互いに

明確にして果たすようにしていかなければならな

い。それをどう結んで組織的に活動を展開してい

くか。学校保健委員会の持ち方をもう一度見直し

てみましょうと手引に書きました。先生方ももう

一度気をつけていただければ幸いです。

　結局，本校のように歯科保健に力を入れている

学校は，子どもがみんないいように見える。むし

歯予防の活動に力を入れると学校がよくなる，子

どもがよくなる，学校と家庭が結ばれる，地域と
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よく結ぼれるといわれますが，本校の実践を見

て，いっそうその感を強くしました。

　座長　留意点，指導方法の要点についての吉田

先生のお話をもとに，次のご報告をお聞きくださ

いo

歯の健康と食生活（おやつ）について

　海老原　塚本小学校の歯科教育の話と，歯みが

き指導の光景にはおそらく皆さん方も私同様に驚

かれたと思います。予防歯科の原点，第1歩はい

つも口の中を清潔にすることで，本校では現実に

ウっばにやっておられる。昔から，言うはやす

し，行うはかたしといいます。私も過去数年間，

2つの学校の校医をして，学校当局に昼食後の歯

みがきを提唱しますと，洗口場の設備不足，忙し

いという単純な理由で実現せずに終わりました。

それを本校ではりっぱにやっておられて，さすが

は奥村賞を受賞しただけはあると，改めて敬意を

表します。全国の学校が本校と同様に給食後に洗

口したら，どれだけむし歯がへるか，早くその日

の来ることを念じているのは私だけではないと思

います。

　私の受け持つ家原寺小学校はこの4月に開校し

たぼかりです。予防歯科の原点ともいうべき食後

の歯みがきは，いまだ十分に全校生徒に徹底され

ておりません。まずPTAの方がたの理解と関心

を高めることが先決で，なかでも母親を対象にす

るのがいちばんであると思い，歯の健康と食生活

「おやつ」というテーマを掲げました。

　具体的には第1に食後の歯みがきの習慣化を図

ることで，毎月学校から各家庭に配布する「保健

だより」に予防歯科シリーズを掲載，父兄にわが

子の歯と全身の健康管理を図るようにしました。

　第2に，今年度はおやつがテーマで，漢字では

「間食」ですが，いまやこれは「甘食」だといっ

てもいい過ぎではない。甘食の過剰摂取による害

は，単にむし歯だけでなく，先月NHKで放映さ

れた「むしぼまれている子どもの体」に，ちょっ

ところんだだけで骨折する，脊柱が曲がってい

る，さらには驚くなかれ，成人病に見られる胃潰



■

むし歯しらべ：堺市立家原寺小学校・児童数748人

　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：％）

　　　　　　学年
　　　　　　　　1　　2　　3　　4　　5　　6
　　　　　　　＼

禽著健全歯1・5・・83・・5・2・71・1…9

葦暑齢もi　87・・88・8　88・6　89・5　89・9・9・・1　7・・1

全ての歯の
　　　　　11．4　　10．4　　7．9　10．5　　7．4　8．8　25．0
処置完了老

瘍の児童を見て，ストレスと偏った食生活，それ

も庶糖，すなわち白砂糖の過剰摂取も原因ではな

いかと思いました。

　そこで，家原寺小学校では父兄の保健委員会が

発足，家庭でどういうおやつを与えたらよいかと

いう前に，一体どういうものを与えているか，ア

ンケートを夏休みに集計しました。

　いままで歯みがきの問題は方法論にのみ終始し

ている感じがします。まず動機づけ，次はやろう

という決心，そして実際に実行する行動がなけれ

ばだめではないか。さらに大事なことは，どうし

てやる気を起こさせるかが，これからの歯みがき

に対する大盛なポイントではないでしょうか。

　家原寺小学校では次の3つをアナウンスしま

す。給食の前に手を洗う，洗った手をふくハンカ

チ持参の励行，それと給食後に歯をみがくこと。

　これからは私どもも保健委員会と協力して，で

きたら市販のおやつも，推薦できるものは紹介

し，神奈川県同様に手づくりのおやつ運動を展開

していきたい。まず合理的でなければならない。

あまり時間がかかっては敬遠される。経済的であ

ること。そして当然，栄養のある，バランスのと

れたおやつを各家庭に紹介し，時と場合により学

校で実際に作って，将来の子どものために役立て

ていきたいと考えております。

歯科保健の取組みについて

　深井　高見小学校は淀川の下流にあり，職業は

ほとんど勤め人で，静かな町です。児童数は555

人，養護教諭には非常に働きやすい所です。

　スライドでご覧いただくのは歯科保健の取組み

についてです。

　健康教育が教育の基盤であることは，周知のと

おりで私の所でしておりますことは何も目新しい

ことではなく，どこでも実践しておられることで

すが，先生方のご批判とご指導をいただきたいと

思います。

　年間計画は歯科保健を大きく分けて対人管理，

保健教育，組織活動の3分野から実践することに

しました。

　保健学習・指導は，教材に「歯の保健指導の手

引」を活用しています。スラでドは低・中・高学

年用を用意し，本校自製のものも活用します。

　6月の強調月間には保健指導として歯垢テスト

を行い，サフラニンを活用します。うまく塗れた

かどうか友だちと見せ合います。

　女子はいつも100％近いんですが，男の子はど

うもちゃんとみがかないからと，6年生に対して

Vフラニンをしたわけです。

　1年生の指導では，学級指導で日常の教育活動

の中で必要に応じて指導しますが，特に治療させ

たい児童に対しては，夏休み前とか春休みの前に

勧奨指導を重ねています。

　養護教諭の実習生を受け入れた時，保健学習で

「歯と健康」をテーマに，6年生の保健主事担任

のクラスを指導してもらいました。その時，調べ

ましたところ，いちばん好きな食べ物はラーメン

で約80％，2番がハンバーグ，ソーセージで，3

番が牛乳とかたまご，小魚です。そのあとワカメ

とかコンブが出ますが，丸干は男女合わせて約20

％のものが好きだと答えました。こういうことか

ら見まして，食べ物は好ききらいなしに食べるよ

うにと教生が指導しました。

　効果を上げるため，保健室においても期未にス

ライドを用意して，早期治療の大切なことを指導

しております。

　大阪市では学級健康簿があって，歯という欄が

あります。歯の清潔調べをしているわけですが，

その結果の特にわるい子どもに対しては，担任の

先生から保護者によく説明して協力していただく

ようにします。

　管理面では校医先生の歯の検査は就学児の健康
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診断を合わせて3回します。6刀の強調月間には

校医のお話をいただき，歯みがき訓練は，児童が

組織活動として行うのが年4回，あと1回は本市

から来校されて1時間ぐらいご指導いただいてお

ります。毎月の歯みがき指標は10点法で「みがい

ているが不十分」「みがいていない子」こういう子

に0点から5点を与え，　rみがいているけれども

ちょっとわるい」というのを6点から7点，「よ

くみがいている」を8点から10点にし，表示しま

す。

　5点以下のr一どもで，給食後だけではなく，業

間の休み時間にみがきに来る子もあります、5点

以下の習慣形成のできていない子を対象にみがか

せて，よくなったら家庭でさせるよう指導します。

　ブラシングの後は，ブラシを水でよく洗い，ホ

ウ酸飽和液につけ，日光でよく乾燥するようにし

ます。

　　　どの程度みがいていただろう（昭和52年）
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　昭和52年度に男子は10人中5人，女子は10人中

7人がみがいてました。この9月に保健室に格納

戸棚をつくったので，ブラシングのチャンZが増

加し，10月から11月の男子の伸びは大きく成果が

上がり，伸び率は男子が23．5％，女子が12．5％で

した。

　本校は5力年計画で1年生から5年生までフッ

素塗布を受け，経過を観察しています。

　永久歯う歯発生の推移については，50～53年を

平均しますと，全体で28．1％の永久歯のう歯保有

率になっていました。こういう面から，まだまだ

指導の強化をしなけれぽならないと思います。
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　健康相談には必ず児童と保護者が同伴で，矯正

の時期，費用など詳しく説明してもらいます。

　視聴覚教育として，学校の玄関とか保健室の廊

ドなどに，月の目標を目から入る知識として掲示

し，ムードづくりにも配慮します．

　家庭への啓蒙として「保健だより」は児童や保

護者に親しみやすく，絵も入れて連絡します。学

年によっては，これを保健指導に活用し，色塗り

をさせたり，低学年には「保健だより」を活用し

ます。

　学校保健委員会では定期の健康診断の結果につ

　いて話し合い，校医の指導で習慣形成だけでな

く，家族ぐるみで健康生活が向上するような取組

みが大切なこと，児童の治療時間の約束なども含

めて成果をあげています。

　6年生の保健委員は3学級が交互に歯みがき訓

練の全体指導にあたるよう指導しています。5月

末から6月上旬にかけてう歯予防のポスター，作

文などを募り，学校保健委員会などでとりあげ，

活用していま・す，t

　父母の歯みかきは53年調べで図の通りです。

　夏休みの中のr一どもの歯みがきは1年生が朝

91．6％，夜が78．2％でともにいちばんよく，学校

全体では朝が84．7％，夜が72．2％でした。これで

家庭生活の様子が親子ともわかったのですが，こ

れからは夕食後の歯みがきを重点に，子どもから

親，家庭の方へとしっかりモーションをかけてい



子どもがとらえた両親の歯みがきのようす

　　　　　　　　　　（53年6月）
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かなければならないと思います。

　現在の6年生の永久歯の発生本数をみますと，

1年生のとき永久歯は男子で4．1本ある中で0．3本

のむし歯，女子が5．7本で0．2本のむし歯，6年

生になると，男子が22本で3．2本のむし歯，女f

で24．3本で3．4本のむし歯で，このグラフでも急

にむし歯の増加し始めるのが2年生から4年生で

す。日常生活の中できびしく指導する必要がある

のは低学年ですQ

　問題点は，現在子どもが住んでいる家の構造で

す。食事の用意，あと始末，歯みがきや顔を洗う

ところが1ヵ所しかない家庭が約半数です。この

ようないろいろの問題点をかかえる中で，学校は

身心の健康感を正しく育てる場として，また，適

切な施設，設備と，それを動かす力強い教師陣の

活動が何よりの宝と存じます。

　児童が家庭や社会で健康生活を正しく営めるよ

う，児竜によい習慣形成ができ，教育全般が調和

のとれた集団に高まったとき，健康面だけでなく

人間性豊かな大人に育つよう，楽しい学校生活が

送れれるように情熱と愛情を捧げていきたいと思

います。
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歯の保健指導教育の概要と学級指導

　軒原　本校の教育全般の特色は3点あります。

　意欲を持って主体的に取り組む児童を育てると

いうのが本校の教育目漂です。教科の指導では

「みずからの力で学びとる子ども」，特別活動の

面では「いきいきと響ぎ合う子ども」，保健指導

では「みずからの体を守り育てる子ども」をつく

ることをめざした指導を進めています。これらの

推進に当たって，第1の方策に協力教授・指導組

織の研究実践があげられます。

　指導は，　ア．基礎学力の向Lを図る，　イ．みず

から学びとるためのたしかな学習方法を習得させ

る，ウ．互いに助け合って学ぶ態度を身につげさ

せる，などの重点により指導を進めました。

　歯の保健指導の取組みは，昭和43年度を準備期

間とし，種々の保健調査をしました。昭和44年か

ら45年の間は治療を重点にむし歯半減運動を展開

した。特に，むし歯治療，歯みがき指導，保健委

員会の活発化などが目標でした。46～47年にかけ

て治療，予防教育，生活指導面の重点を掲げた。

むし歯の治療実態調査，学級経営の重視，歯みが

きの指導，保健委員会の活発化，体力づくりにも

取り組んでいますr－48～53年度は予防教育，生活

指導面を重点に，むし歯の予防と習慣形成，保健

委員会の活発化，学級指導の重視，体力づくり，

実態調査などに取り組みました。

　児童のむし歯増加の背景には生活環境，特に家

庭の食生活や生活習慣の変化が考えられますが，

学校でも現状を座視することなく，積極的に取り

組む必要があります。本校では昭和43年度よりむ

し歯半減運動を提唱し，実践活動に取り組み，一

貫して予防と治療に重点をおいた保健指導を進め

てきました。

　図はむし歯の処置率，未処置率の全国と大阪

市，本校との比較のグラフです。43年度は，乳歯

と永久歯と合わせたむし歯のある児童の率で，未

処置率が85．5％，処置率が12．2％でした。53年度

4月には未処置率68．8％，処置率26．2％という状

態になりました．本校では毎年4月の定期健康診

断のほか，歯科校医のご好意で，9月，2月と年

3回行い，治療勧告をします。

　組織的教育活動を通じて健康生活への実践力を

高め，生活化を図る保健指導をめざして，特に歯

の保健指導の具体的方策として，第1に体育，理

科，家庭科等での関連教材における指導，2番目に

学級指導における保健・安全指導への位置づけ，

年間指導計画に基づく1単位時間の指導，2分の
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1単位時間の指導など，随時指導をします。

　保健的行事として毎月歯みがき強調週間を設定

して，児竜の保健委員，学級の保健係の児童をリ

ー ダーとする実践活動を行い，年度初めに歯みが

き訓練などをします。

　日常の学校生活における指導は，毎給食後の全

校児童いっせいの歯みがき活動です。第5番目に

毎学期の学校保健委員会では，児童の委員による

調査報告や問題提起と話合いをします。

　最後に，あらゆる機会を通じて家庭，地域へ実

践活動の輪を広げる手だてを考えていこう。この

6つの具体的方策をもって，これまで歯の保健指

導を進めました。

　学校指導における歯の保健指導は昭和51年度か

ら始めた学級指導での取組みがまだ試行錯誤の段

階です。

　本校では，学校指導部会，保健部会，学年部会

の連携のもとに学年別年間指導計画を作成しまし

た。学級指導の時間は，1単位時間，本校の場合
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は40分，2分の1単位時間，20分と随時に行うも

のの3通りとしております。その総時数は各学年

の1週間分の授業時数とほぼ同じです。そのうち

歯の保健指導は保健安全の指導として年間1単位

時間で2回ないし3回，2分の1単位時間が3回

程度，あとは随時指導です。指導内容は，各学年

を通し，1学期は自分の歯を知る，2学期はよい

歯をつくる，3学期は口の巾の健康という主題を

設定し，学年の発達段配に応じた段階的な指導を

進めようと考えました。

　指導の基本的構えは，1番目に児童の発達段階

や生活の実態に即した具体的内容をできるだけ指

導事項に密着させて取り一Lげる，2番目に児童に

よる調査研究，体験の発表，課題の設定と解決へ

の手だての発見，生活化へのポイント設定の発展

など，主体的学習活動を高b’）るための指導，家庭

指導法の検討を授業，研究を通して進める。3番

目にひとりひとりの児童の実際に応じた指導の手

だてを探り，家庭との緊密な連携のもとに生活化

を図る，などを前提に努力を重ねております。

　1単位時間の指導の流れを説明しますと，学級

指導の歯の保健指導の展開については，指導課程

を組み，導入の段階では生活の中から掘り起こし

た問題点について意識化し，共通の課題を見つけ

させます。自分や友だちが持っている問題につい

て，何かしなければならない，どうにかしようと

いう問題意識を強めていく段階です。

　次の展開では，そこでみつけた問題点の原因を

追及して，どうすればよいかをみんなで考え，た

しかな解決の手だてを明らかにしていきます。話

し合う中で，具体的にはどうするのかを考えさせ

る。その時間内に実践活動をからめていく場合が

多くなります。終りに，実践への意欲化を図る。

2の段階で得た解決の手だてを実践しようとする

意欲を高め，よい習慣や生活態度をみずから形成

しようとする実践力を身につけさせます。

　指導案では，毎時間の指導について，よりたし

かな，充実した指導を行うための資料として，現

在，評価方法を検討しています。

　ひとりひとりの問題から共通の課題について学

習を進める中で得た解決への道筋をもう一度個人



に戻して生活に結びつけていくプローアチをす

る。それが学級指導の果たすべき最も大きな役割

であると考えます。

　学級指導における歯の保健指導のおもな内容

は，（1）自分の歯や口の健康状態に関する指導，（2）

歯のみがき方に関する指導，（3）むし歯の予防に必

要な食生活に関する指導，（4）歯や口の病気と全身

の健康との関連の指導です。

　次に今後の課題をあげます。

今後の課題

　（1）指導事項の精選　これまでの私どもの学級

指導の研究では，年間の指導時数が少なくて指導

内容が盛りだくさんになりやすい。したがって，

視点が定まりにくい傾向が出やすい。この指導

は幅広い教育活動のそれぞれの分野で取り上げら

れ，その特質に応じて指導すべきですので，その

教材では何をねらい，どこまで指導し，他はどこ

に譲るかという視点をはっきりさせて指導計画を

立てる必要があります。

　（2）教具，資料の充実を図る　指導内容の性格

上，多分に児童の感覚に訴える必要があるので，

教具，資料の整備が必要です。特に機器の活用は

指導の効果を高めるものだと思います。努力を重

ねていますが，十分ではない。

　本来，日常生活における習慣化，生活化をめざ

すこれらの指導にあたっては，自主的に教材群を

編成し，教具，資料をそれに合わせて作成する努

力も払うべきです。本校では児童の委員会活動や

係活動の中で出てきたアンケート，学年担任の共

同製作になるスライド，絵図などを活用する努力

もしています。

　（3）授業研究の実践を進める　まず教科領域の

中での有機的な位置づけを明確にして，総合的，

継続的な指導を進めるための指導計画の確立が必

要です。児童の生活の中にある問題に即した指導

目標を立てて，主体的な学習活動が活発に展開さ

れるようにするための指導法を探る。そのための

授業分析の研究がこの分野での大きな課題であろ

うと考えます。

　さらに，生活化に結びつけるための家庭との

連携のより密接なあり方，また，手引にも出てい

る指導の個別化のための具体策に今後残された大

きな課題があります。

歯みがき活動の実践

　細井　実践活動としては（1）歯みがき訓練と歯み

がき強調週間のときの活動，（2）毎給食後の歯みが

き活動，（3）学校保健委員会，日曜参観などでの活

動があります。（4）実践活動のための施設や備品，

（5）今後の課題についてもお話します。

　保健的行事の歯みがき強調習慣では，昭和45年

度から毎月第3週を歯みがき強調週間にし，学級

担任と1クラス4名の児童保健委員により，次の

目標で実践活動を進めています。a．歯みがきの

基本的な技術の定着，b．生活化に結びつく習慣

や態度の育成，c．実践化の意欲の高揚。

　活動の目標は1学期が「正しい歯のみがき方」，

2学期が「奥歯のかみ合わせを正しくみがこう」

です。3学期は「歯と歯ぐきの間，歯と歯の間を

きれいにする」で，カラーテスターで染め出す

と，赤く残るみがき残しの多いところです。

　（2）の毎給食後の歯みがき活動では，学期の目標

を確認し，活動します。

　（3）学校保健委員会のテーマ「歯みがき実践活動

の輪を広げるために」では児童保健委員による調

査報告，歯の健康調べ，保護老へのアンケート，

夏休み中の家族歯みがき調べ，歯みがきリーダー

による正しい歯のみがき方の練習を親と子で実践

したり，健康増進，PTA保健体育委員会の会合

や月1回の保健だより，学年通信などの広報活動

をします。日曜参観で歯みがき活動を公開し，懇

談会で保護者と担任が話し合ったり，就学時健康

診断の際に親子そろって歯みがき学習をするな

ども行っています。

　（4）実践活動のための施設や備品は限られた時間

内に1，100人の児童がいっせいに歯みがきをする

には，施設や備品の整備が大きな課題です。初め

は，各自が使った牛乳びんでブクブクうがいをし

たり，ミラノールでフッ素洗口を試みたりしまし
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たが，施設も次第に増設され，昨年5月から毎給

食後の全校いっせい歯みがき活動にまで発展でき

ました。洗口場は18ヵ所，児童6．5人にひとつの

割合で，自動回軽式蛇口が確保されました。

　歯ブラシの保管箱はプラスチックケースで，外

から汚れの点検ができ，空気の流通，水切りもよ

く，衛生的だと思います。

　歯ブラシと保管箱の消毒は，毎週1回金曜日に

低学年は4年生以上の保健委員が順番で，高学年

は学級の保健係がします。歯ブラシはホウ酸飽和

液，保管箱はオスバンをつかいます。その後を点

検して，交換の必要な歯ブラシの番号を記録して

学級担任が衛生状態をチェックします。

　うがい用コップはふたつきで，学級で各自が保

管し，常に清潔を保つよう指導しています。保健

コーナーには，保健指導に関連した掲示物やつめ

切り，手洗い用せっけんをまとめてあります。

　（5）今後の課題　a．学級指導の場の指導と実践

活動における指導とのより密接な関連の検討，

b．より効果的な刷掃方法の検討と指導のあり方

の実践研究，c．家族ぐるみ，地域ぐるみの方法

の検討などです。

　以上，本校保健教育の中の歯みがき活動の実践

について述べましたが，刷掃指導，間食指導だけ

でむし歯予防が達成できるとは考えていません。

本校は51年度大阪市の歯科保健研究校の指定を受

け，大阪市教育委員会，大阪市教育研究会保健

部，大阪市学校歯科医会のご指導のもとに，教育

と医学の両面からむし歯予防対策を総合的に推進

してきました。

　さらに，53年度文部省指定校として発足したの

を機会に，より充実した歯科保健教育の研究実践

に取り組みたいと努力しています。

　座長　予定の発表が全て終わりましたQ助言者

　からコメントをいただきたいと思います。

助言者からの意見

　貴志　海老原先生のご発表は，まだ最初の年度

ということで，助言とか批評を申し上げる段階で

はないと考えますが，学校保健というのは大変泥
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沼的な仕事で，一度足を突っ込んだら抜き差しな

らないのだということをお考えいただいて，これ

からがんばっていただきたい。

　高見小学校は大変いいご研究をなさっていて結

構なんですが，ひとつだけ歯ブラシの保管方法が

ちょっと気になりました。塚本小学校は，昨年の

奥村賞の受賞校でりっぱにやっておられます。

　辻　4人の先生方のご発表を聞き，非常に努力

されていることに心から敬意を表します。

　私も現場で各学校を回って気づくことは，保健

活動が活発な学校は活動組織が非常によく整って

いるところが多い。きょうの3校もそう言えま

す。保健主事や養護教諭だけが努力しても限度が

あり，なかなか個人の力では解決できない問題が

多いわけですが，その点，全体の問題として組織

活動を十分に生かして検討し，解決していく方向

に進まなければいけないと思うわけです。

　家原寺小学校では，PTAの保健委員がおやつ

の問題に取り組まれて，今後が期待できますし，

高見小学校や塚本小学校では学校保健委員会やP

TAの保健委員会が活発に活動されております。

特に，塚本小の場合，児童の歯みがきリーダーを

中心に自分たちの歯は自分たちで守ろうという意

気込みが肌に感じられるほどで，感心しました。

やはり習慣形成というのは学校と家庭が十分連携

をとってやらないと，学校だけでは解決できない

問題が多いですから，今後も組織活動を十分生か

す方向でやっていただきたいと思います。

　気づきましたことは，保健指導の場合，視聴覚教

材，教具をよく利用されるわけで，公開授業やこ

の会場でもスライドやOHP等を使われました。

また歯垢の染色，あるいは自分の口を見る鏡な

り，洗口場の前の大きな鏡は，歯科の保健指導に

欠くことのできない教材だと考えます。

　きょう使っておられた中で，OHPは活用範囲

が広く，子どもたちも自由に使っていける。また

むし歯の進行状態を見て工夫すれば，歯科保健で

の意識づけや問題解決のきっかけになる，非常に

効果のある器具ではないか。先生方も十分指導に

生かしていただけたらと思います。

　深井先生の方のアンケートですが，「歯をみが



きますか」で「朝と夜」はあるけれど，食後かど

うかははっきりしないままのアンケートがよく行

われている。日本人の古い慣習で起床時がかなり

多いので，起きたてか朝食後か，はっきりした調

査をされる方がいいのじゃないかと感じました。

　上野21世紀を背負って立つ子どもたちの健

康，特に歯を大切にすることについて，それぞれ

の学校が意欲的に取り組んでいる実践活動に敬意

を表します。

　私は4つのことを考えました。（1）それぞれの指

導者と子どもの情熱と実践，努力の集積が習慣形

成上大切だと思います。（2）学校，子ども，それを

取りまく学級，学年の実態に応じて段階的，計画

的，組織的に適切な指導をする必要がある。ほかの

をそのまま持ってきても必ずしも成功しない。実

態に合わせて取り組んでいただければ幸いですQ

　（3）う歯予防を中心とした教育活動だけではだめ

だと思います。全教育活動の積極的な取組みは，

よく子どもの自主性を育てる。51年，52年に全国

協力教授指導組織研究大会で塚本小が幅広い教育

研究を発表なさっている。全職員が一致して研究

した活動が，きょう見せてもらったそれぞれの学

級での保健指導の，あのいきいきとした子どもた

ちの姿になったと思うのです。

　（4）学校職員，親と子，保健関係者の互いの信頼

関係の上に立っての人間関係と実践活動に強く感

じました。

　常光　海老原先生のお話で，間食がまさしく甘

食になってきた一私も同感です。砂糖が過剰摂

取され，成人病の肥満が非常にふえ，血圧も上が

る。砂糖がむし歯だけでなく内科的な疾患にも非

常に影響を与えるというので，砂糖の過剰摂取を

やめようと強調されましたが，大変いいことだと

思います。甘いものというのは麻薬や酒，たばこ

と同じで，私を含め，日本人はほとんど砂糖中毒

にかかっている。甘いものを少なく，甘いものを

やめようなど，強いキャッチフレーズで指導して

いる学校もあります。

　データで示された間食の実態は興味深く拝見い

たしました。ただ，甘いものがきらいな人がどれ

くらいあるかも知りたいと思いました。

　深井先生のデータの父母の歯みがき状態が非常

におもしろく，夜みがく父親が50　％，母親が60

％，朝は父親が80％，母親が80％o以上であった

そうですが，父母と子どもの歯みがき状態の相関

関係が分かれば非常に反響を呼ぶのではないか。

　軒原先生から塚本小学校における過去10年来の

う蝕罹患率の明確な図表が出ております。昭和43

年から急激に減ったデータを拝見して，実際やれ

ばできるんだ，むし歯は半減どころか撲滅も可能

ではないかという，希望のもてるデータです。

　細井先生は，非常に熱心に映画をつくられ，実

践活動が手にとるように分かりました。歯ブラシ

はおそらく1年間に2本か3本取りかえておら

れると思いますが，現在日本人が1年間に1人当

たり約1本から2本です。諸外国に比べて4分の

1から5分の1程度だということです。いかに日

本人が歯ブラシに無関心であるかがわかります。

　塚本小の児童の歯ブラシの取りかえ期間も，今

後またデータを発表してください。

　4人ともりっぽなご研究で，これを単にきょう

とあすのお祭にして終わらせたくない。実践すれ

ば必ずむし歯は半減，また撲滅できるという希望

を持たれて，あすからでもやっていただきたい。

すばらしい報告です

　吉田　4人の先生のご報告を伺って，改めて習

慣形成のための歯科保健指導は教育活動全部で行

うことが大事なんだと感じました。きょうは学級

指導と日常のそれだけがクローズアップされた感

じですが，行事指導，特に本校では毎月，ブラシ

ングのための強調週間を設けてやってこられた。

さらに子どもたちの自発的，自主的な活動とし

て，児童の保健委員会のすぼらしい活動が映画で

手にとるようにわかったわけです。学級指導とか

行事，児童活動，日常の指導といろいろあります

が，それには教育的な機能，役割もある。保健指

導は教育活動全体でやらなけれぽ効果が上がらな

いということを痛感しました。

　深井先生から個別指導の報告がありましたが，

最後はやはり子どもひとりひとりの健康増進，個
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別指導にいかなけれぽいけない。習慣形成のため

の指導の機会と方法を認識した次第です。

　しかし学校には学校差があり，歴史があり，認

識にも違いがあると思います。行麻から入るべき

か児童の保健委員会を通して入るか，突破口をつ

くって全体に及ぼしていくことが必要でしょう。

　きょうは保健主事と養護の先生が2人ずつ，校

医1人でそれぞれ特徴がありました。保健主事も

歯科保健と学校教育全体が，どうすればうまくい

くかに計画を位置づけられておりましたし，養護

教諭はずばり行事指導，児童の活動の指導，保健

委員会の指導，施設・設備整備でそれぞれに持ち

味がでていました○

　歯科校医は，まさに予防歯科の専門家で，その

ことが実際に教育の場で実践されるかが問題だと

思います。その点，中心の先生方の考えが，特に

本校の場合はまんべんなく1年生から6年生に行

われていて，長い時間積み上げていくことが大切

だと，改めて認識した次第です。

　座長　一応発表者と助言者の発言を終わり，会

場の皆さんからご意見，質問をいただきます。

質問　　（大阪・加島小）就学時検診に歯みがきの

習慣形成を指導されておられる様子ですが，集団

か，ひとりずつか，知りたいと思います。

　もう1点，習慣形成は健常児についてだけいわ

れたと思いますが，私の学校には障害児がいま

す。障害児の習慣形成をどうすればいいかを教え

ていただきたい。同時に，障害児を治療する場所

がありましたら，教えて下さい。

　軒原　就学時健康診断における歯みがきの指導

は，本校では歯科の健診の後，親子そろって健康

指導をします。どんな歯ブラシがいいか，どうい

うみがき方か，どういう治療をしたらいいかなど

質問が出るわけです。

　本校の職員と保健委員会の児童がよい歯ブラシ

を見せ，歯の模型でみがき方を説明し，親子とも

に聞いてもらいます。

　治療は，歯科校医から直接指導しますが，予防

活動，あるいは入学後の本校の歯みがき活動につ

いての質問は，その場でお答えして，実際に本日

のような方法でします。その部屋に来る親子の数
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によって，集団になったり個別になったりです。

特に希望のある方は残って話をし，いっしょに学

習する形でやります。

　座長　もうひとつのご質問の方は，実はきょう

第1領域で養護学校，養護学級における歯科保健

指導についてディスカションしています。歯科医

師会にはもちろんそういう特別な施設があります

が，深井先生の学校ではどうですか。

　深井　いま重症の障害児がひとり，ことし4月

に入ってきて，その子どもだけをひとりの先生が

見ています。2歳半の知能指数で，両手の両関節

が抜けており，斜頸で，大腿の筋肉が萎縮していま

すので，ひょこひょこ飛ぶような格好で途中でく

るっとひと回りして歩いたりします。それに言葉

がない。大小便も言えない。困り果てているんで

すが，その先生は朝「おはようございます」を何

回も繰り返し，「さようなら」をし，校長先生も

ほおずりをしながら，全職員が「こうちゃん，こ

うちゃん」と，名前を言ってやさしく励ましま

す。口の中に歯ブラシを入れると，ゲエーッとや

る。牛乳も好みませんし，とにかく教育に達して

ない状態です。これほど重度の子どもが普通学級

に入っているんだろうかというほどです。お答え

になりませんが，お許し下さい。

　石川（東京）　こちらの学校では，カラーテスト

は何回と決めないで，必要に応じてやられておる

のかどうか。保健委員会も必要に応じてお開きに

なるのか一私のところでは，カラーテストは春

と秋と2回，保健委員会は毎学期2回，3回としま

すが，その辺のところを参考に聞かせて下さい。

　細井　カラt－一・テストは毎月第3週の歯みがき強

調週間に行います。そのときに全児童が1回，5

月から2月までで9回です。学級指導のような長

い時間にするところもあって，学年によって少々

変わってきます。学校保健委員会は先生の学校と

同じような形式です。

　座長　予定時間を超過しました。

　きょうは現場の実践活動を諸先生にご報告いた

だき，適切なご指導を助言老の方がたから賜わり

ました。最後までご静聴いただきましたことに厚

くお礼申し上げます。
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はじめに

　賀屋（大会副委員長）北は北海道から南は沖縄

までご参集を得て，今回箕面市の西南小学校をご

推薦いただき，厚く御礼申しあげます。

一ここ一ここここ一＿＿

　当校は従来から学校歯科保健に熱心で，昨年度

の大阪府よい歯の学校表彰においても最高の金賞

を受けられました。

　大体，病気の中で言うはやすく，行うはかたい

代表的なのが，歯科疾患の予防だと思います。い

ろいろな組織の合意の上で物事を理解し，実践し

　　　　　　　　継続するということは，多大の

　　　　　　　　ご苦労があります。学校歯科保

　　　　　　　　健を推進するには，箕面市，西

　　　　　　　　南小学校ともに重大なお覚悟が

　　　　　　　　あったと思います。関係団体の

西南小学校

，き

ご理解，学校現場のご理解，母

親を立体としたPTA，専門的

知識をもって参画する歯科医師

の四者の努力と協調があってこ

そ，こうした円滑な地域医療が

行われると私は信じます。

　地域医療と歯科保健というこ

とばは，なかなか実践にはいた

らないものです。本日はほんと

うに足が地についた地域社会活
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動，文化活動の一環として市全体をあげて実践し

ておられる当市を十分に学びとって，それを各地

で利用する，あるいは別の形を作りだす形で前進

することで，心身ともに健康な子どもにするため

に，われわれもなんらかの形でお手伝いしたいと

思います。

　中井（箕面市長）平素から学校歯科を通じ，児

童，生徒の歯を守り，じょうぶで健康な体力づく

りにご協力・ご尽力を賜わり，心から敬意を表し

ます。

　本市でば関係各位のご協力でう歯予防は着実に

成果をあげております。

　本市は人口約9万の小都市で市制以来22年で，

自然の景観のほか自慢できるものはありません。

箕面の滝を中心に散索いただけれぽ幸いです。

　関ロ（日学歯副会長）最近の日本経済の非常な

る発展が子どもたちに及ぼす影響ぱ，みなさまご

存じのとおりで，食物が豊かになって肥満児がで

てきた。心身異常児もふえてきた。体位はりっぱ

になったが体力が伴わない。東京都の例を言いま

すと，各地区から健康優良児が推薦され，非常に

りっぱですが，懸垂が1回しかできない子がある。

健康優良児の推薦はやめて，学校だけにしようと

いってもう3年になります。

　あらゆるものが野放しです。子どもたちがテレ

ビを見る，ラジオを聞く，週刊誌を読む，映画も

見る，それに何の制約も受けない。大人のみるも

のを子どもが見る。子どもには理解できないもの

が多く生じてくるわけです。その結果どうでしょ

う。

　世界でもまれな小学生の自殺が多い。中国に行

西南小学校講堂
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った人が「日本では小学生が自殺するそうだが，

どういうわけか」ときかれて困ったそうです。

　私どもの歯科でも同じです。子どものう歯は大

正7年から昭和24年は40％，戦争中は25％，33年

には80％，それが10年後の43年には90％をこえて

しまいました。しかも治療する老はわずかで，78

％o以下は未処置で野放しです。

　33年には小学生80％，中学生64％，高校生は63

％です。つまり小学校から高校とだんだん歯牙の

石灰化が進んでう蝕にかからなくなる。ところが

52年の全国平均では高校の方が多くて95％です。

しかも前は男がぶしょうでむし歯が多かったのに

最近は女性が多くて，高校で96％です。ふしぎで

すね。

　今まで学校歯科保健は教育の中に位置づけられ

う蝕にならないよう教育的指導をするのが方針だ

った。いわゆる刷掃指導で口をきれいという方針

できた。結果がごらんのとおりです。やはりこれ

は昔のように文部行政と厚生行政がいっしょにな

ってやらなければいけないんではないか，という

考え方がでてきた。

　う蝕は食物の残りがたまって，微生物がそれを

分解し酸を作り，歯が溶げるという考え方でした

が，ある学者は乳酸が歯について歯を食い破りど

んどん進む感染であると，動物実験の結果を発表

洗ロ場での子どもたち

●



しています。感染ならワクチンを作って防げる。

現に作りましたが副作用がひどくて人間には使え

ない。しかし10年後には完全なものができるだろ

うと言っていますっ

　このような時代になったからには，地域，学校

の歯科保健が手をつないで，う蝕予防に尽くさな

ければならないという感を深めます。

　ここに第3領域を設定し，みなさんの英知で問

題解決を図ろうとしておられる。りっぽなよいテ

ーマに敬意を表します。

　根津（箕面市教育長）保育・教育の責任者の一

人としてみなさまのお越しを歓迎申しあげます。

　私，小学生のときに先生から「もしむし歯がで

きたら，歯がわるいだけでなく，身体のどこかが

故障している。歯は自分の健康のパロメ・一タであ

るからよく気をつけなさい」と教えられました。

　その後，むし歯ができて歯科医に行きました。

「君はいつ歯をみがくかね」と問われ，「朝です」

と答えたところ，「歯というものは夜，寝しなに

よくみがくものだ」と言われました。

　当校は創立7年の若い学校です。中井市長が，

「町f乍りの基礎は人作りである。人作りの基礎は

教育にある」と市政の一番のバックボーンに学校

教育を打ち立てておられます。

　特に健康教育には気を配られ，箕面市歯科医師

会の先生方には，陰に陽にお力添えをいただいて

おります。まだまだ至らない所があります。研究

すべき所ぱ御指摘いただいて，これからの教育に

資していきたいと存じます。

　司会（岩崎）オリエンテーションと本校の紹介

をかねて浅田校長お願いいたします。

　浅田（西南小学校長）平素は学校歯科医の先生

方には格段の御指導を賜わっております。本校が

会場に選ぼれましたが，研究，実践ともにささや

かなものです。会場の設営も不行届も多々ありま

しようが，おゆるし願います。

　開校当時は522人，14クラスでスタートしまし

たが年々増加し，1，234人となりました。教職員

43人，校医は内科3人，歯科3人，耳鼻，眼科，

薬剤師各1人ずつで，ほかの職員を含め63人で

す。

　校舎はE字の形で，横に教室，縦に管理室と廊

下があります。特別教室が一棟に集めてあること，

廊下が基準より広く，洗口場が各階にかなりのス

ペースをもって設けられています。

　本校の教育は，豊かな人間形成をめざし，すべ

ての児童を，喜びと希望にあふれ，創造性あるた

くましい子どもに育てるを目標に指導していま

す。

　学習効果を高めるには，健康な心と身体をもた

なければならないと思います。最近体格はいいが

体力が伴わないといわれるが，本校は体力づくり

に励んでいます。

　歯に関しては，給食後，歯ブラシ保管箱から歯

ブラシとコップを出し，洗口場に行きます。保管

箱は各教室にあり，1クラス分を入れ，内部に殺

菌灯がつけてあります。

　スピーカーから本校教諭であった初田先生作詞

作曲の歯みがきの歌を流し，担任の先生といつし

ょに3分間みがきます。うまくみがけない子には

教室での子どもたち（1） 教室での子どもたち（2）
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ウオーターピックや電動ブラシも使います。

　司会　では小西先生お願いいたします。

　座長（小西）昭和7年に全国連合学校歯科医会

が設立され，大会は42回目になっております。地

域歯科保健ということばは，主として30年以降

の，社会保険の一般化の中で，また社会の変化を

背景として使われるようになりましたっ学校保健

に比べて歴史は浅い用語でしょう。それも全国民

を対象としたナショナルヘルスでなく，イギリス

などで使うP一カルヘルスということばが代表す

る，一定の地域レベノンの保健であると言われてい

ます。

　したがって，本日のテーマを考えますと，学校

は地域社会のために存在し，また学校で生活する

児童・生徒・教職員は家庭に帰りますと，地域住

民です。家庭の健康状態がそのまま子どもたちに

影響し，子どもらの健康も家族，地域に影響を及

ぼすことを考えますと，行政サイドと学校，市町

村教育委員会，地域の歯科医師会など，密接な連

係を保ち，情報を交換し，互いに協力，援助しな

がらいくのが，健康のキーホイントであると思う

わけです。

　しかし実際にはなかなかうまくいかない。地域

による格差がありすぎる。わが国の行政官庁に伝

統的に巣食っているセクショナリズムがありま

す，いまひとつは，組織，人員，人です。人員の

弱体化，関係者の熱意不足などが災いして，十分

その口的を達していないのが現実ではないでしょ

うか。こうした問題点の多い中で，うまくスムー

ズに運用され成功されている当西南小学校での学

校保健の実態を中心に話をすすめたいと

思います。

箕面市歯科医師会は歯科保健

をどのように推進しているか

　奥第42回全国学校歯科保健大会の

会場校に本校が選ばれたことはわれわ

れ光栄に存じます。10数年にわたって

箕面市歯科医師会全員が，ひとつの方

針のもとに努力を積み重ねた結果であ　座長と助言者

ると思います。

　箕面市のようなベッドタウンで歯科医師を開業

するからには，小児の診療をさけて通るわけには

いきません。毎年人口がふえ，それ以上に子ども

のむし歯がふえます。これをどうして減らすか。

ともすれば乳歯のう歯を軽視する歯科保健思想を

どう向上させるか。ひどいむし歯が成長の盛んな

子どもに大きい障害であることをどうしたら理解

してもらえるか。全国どこでも同じだと思います

が　　。

　毎年，定期検診が終わると各診療所に子どもが

殺到します。口腔保健思想の向上と，予防に重点

をおいた運動を盛りあげて，子どもたちの保健に

貢献する方向で努力をつづけております。

　箕面市では38年に公立医療関係として保健検査

センターを設立することになり，歯科医師会に諮

問がありました。われわれは激増する患者で診療

体制が崩壊すると考え，小児患者数の減少がひと

つのポイントになる，小児期のう歯予防を行わな

ければならないと判断して，予防歯科室の設置を

要望しました。

　当時市歯科医師会の会員は16人で，大多数の賛

同を得て保健予防施策を具体化させることになっ

たのです。われわれは行政の方といっしょに先進

市を視察し実態をみせてもらいました。当時は市

も予算措置が十分でなく，非常に貧弱な設備で発

足したわけです。

　で，保健検査センターは，かつて村役場だった

古い建物です。しかし保健予防センターは来年4

月，箕面駅前に新しく設立されます。対象は小児
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とその母，一般市民・学童生徒のうち，特に精密

検診を要する者，衛生指導，歯石予防，ブラシ

ング指導，幼稚園，小学校への巡回指導などで
す。

　これには市の条例による運営協議会があたり市

会議員4人，歯科医1人，医師会2人，薬剤師1

人，学識経験者4人の構成です。

　実際の業務は41年の4月から常勤の衛生士が週

6日の業務をはじめ，はじめは1週間3回を会員

が輪番でつとめました。そのうち1日は大阪歯科

大学から小児歯科の方に来ていただいています。

現在は会員が34人なので1人当りの回数は減りま

した。大体6ヵ月に2回くらいです。

　この予防歯科の業務が7年たっても思ったほど

効果がないので，箕面市管理予防歯科登録制度を

考えました。49年からで，幼児・児童・生徒の口

腔疾病予防のため，管理登録をし，健康増進を図

ることを目的とするものです。

　登録は出生児と3歳児，就学児で，歯科医が検

診し，検査表に所見を記入します。それを管理検

診として所定の手続きにより，センターの方から

連絡します。2回以上応じないと自動的に登録は

取り消されます。

　この管理登録は希望者に歯科医を指名してもら

いその歯科医の了解を得ることになっています。

　学校歯科保健に対する歯科医師会の活動として

箕面市では，歯科医師会が教育委員会と一種の契

約をして受持ち区域をきめます。大体任期は2

年で，生徒500人に1人を当てます。西南小は，

1，　200人なので3人です。交代して学校を持つの

は，同じ市内でも差があるので，いろいろの学校

を知ってもらいたいという意味もあります。

　診断の基準は歯科医師会で一応の基準を作り，

春の総会で確認と話合いをします。

　口腔衛生推進校を設置しており，この西南小は

モデル校で，当初5人に1個の洗ロカランで出発

し，今は5人よりちょっと多くなっています。箕

面市のほかの学校では洗口設備がよく整っていま

すが，そうしたモデル校設置のおかげです。われ

われがいかに声を大にしてもむりですが，行政当

局のよい御理解のもとで可能になりました。

　また，むし歯のひどい子，矯正装置を入れてい

る子，歯科医が必要を認めた子にはウォーターピ

ックを使用させています。他校にもありますが，

当校には若干多くおいてあります。

　新入学の1年生には，市長から歯ブラシとコッ

プを贈ることが数年つづけられています。

　39年から学童に対して，むし歯治療の健康保険

の10割給付をしています。対象は永久歯の初期う

蝕で，充填で治療できるもの，乳歯の抜去です。

これの費用は53年度，市費で診療関係97万円，ほ

か事務費などとして40万円程度です。

　41年から市主催で「よい歯のつどい」という催

しを6月に開き，53年度は206人表彰されました。

これは歯のよい子はもちろん，処置が十分してあ

るもの，清掃状況のよいものも対象になります。

逆に，いかにむし歯がなくても口腔の汚いものは

対象になりません。

　しかし10数年もこの行事がつづきますと，やや

マンネリ化しますので，昨年は地域の方やPTA

に集まってもらって発想の転換を計るため，各層

の御意見をもとに，今年は「箕面市民歯のつどい」

と標題をかえ，一一部は市の主催，二部は歯科医師

会の主催で，アトラクションなども含めて楽しく

成功したと思います。

　先進市の視察は必ず教育委員会，市の保健担当

者を交じえて毎年行い，勉強を重ねています。ま

た地域全体の思想を高めるため，継続した努力と

して地区の住民との懇談会，市議会議員との懇談

会も開きます。学校の保健主任，養護の先生とも

定期的に話合いをもち，口腔保健思想の向上につ

とめています。これは短期間で効果がでるもので

はなく，地道に絶えず続けることで，徐々に進歩

するものであろうと考えます。

　まだまだ問題は多くありますが，地域ぐるみで

歯科保健のため努力を続けてまいるつもりです。

　座長　ただいま，奥先生から第一線の歯科医師

会と行政と学校関係者の協力があって，はじめて

学校歯科保健に十分な効果があがるというお話で

した。特に箕面市では行政が協力し，歯科医師会

が専門家として知識と技術を提供するという形で

成功している。
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　幼少の時から連繋をとって学校生活につづかな

けれぽならない。保健・予防週間などで啓蒙しな

がら学校へ移行していく。そして継続するという

ことが成功への一番近道であると強調されまし

た。

箕面市立保健センター「歯科予防室」は

歯科保健を推進するためどうしたか

　佐藤私と村上さん，田中さんの3人で保健検

査センターに勤め，力を合わせて仕事を進めてい

ます。仕事の第1は検診や予防・治療です。2は

歯の健康管理を徹底させるための管理登録予防歯

科です。3は市内の公立幼稚園・小学校の口腔保

健を推進するための仕事です。

　今回の発表は，おもに2の話にしぼります。

　（1）予防歯科室を初めて利用する市民は，水金の

午後2時半～4時に健康診断を受けます。ブラシ

ング指導，フッ素塗布の説明をし，希望者にフッ

素塗布をします。それ以後は誕生月に定期健診の

通知を出し，予防と検討を繰り返します。管理登

録は出生時，3歳，就学時です。

　私たちはこれらの管理登録，予防歯科にかかわ

る通知やカルテの整理などをします。現在，約400

人が登録されています。

　（2）受持の歯科医をきめるには，希望者の市民が

すでに治療や指導を受けた歯科医があれぽその方

に連絡し，健診の結果，治療が必要なら報告書を

もってその医師に治療してもらう。市以外の医師

にかかっている人はよく相談する。また転入した

ばかりの方には近くの方を紹介します。歯科医の

承諾と協力があるからこそ，この仕事は推し進め

られるものですし，また，親と子ともども歯の健

康管理の大切さを知ることがポイントだと思いま

す。センター登録者の1人平均う歯は一般よりも

2．7本も少ないという結果がでています。

　本市は東西に広がっているので，センターに遠

く，また上級生になると授業とか塾通いなどで，

時間がむりになってきます。その点ば十分相談し

て継続して下さるようお願いしています。

　予防歯科室が出張して行うフッ素塗布や刷掃指
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導には，幼稚園や小学校の教育活動の中に位置づ

けられ，先生方のお力添えや細かいご助言をいた

だいております。

　本市における口腔保健の向上によって，う歯罹

患率を減少させ，幼児の健康管理を図り，豊かで

住みよい町づくりのために努力をつづけるつもり

です。

　座長　佐藤先生から箕面市立保健センター内の

歯科予防室について，実務的な面から話されまし

た。なんといっても目玉は管理登録システムで，

他の地域と大きくちがうところです。特に，出生

時，3歳児検診，あるいは就学時に分けて登録す

る，管理歯科医師がいる，など特殊な方法です。

　われわれが最近いいます総合医療に歯科衛生士

さんが，大きなウエートを占めるようになってき

た。こちらでは3人もおいでになって，組織と人

に恵まれた箕面でがっちりスクラムを組んでおら

れ，その結果，成果があがったと感じました。



学校は歯科保健を推進するためどの

ような実践をしたか

　岡　おもに学校の面から述べます。歯科保健に

取り組んで日が浅いので，今までやってきたこと

をお話して，いろいろお教え願いたいと思います。

　開校時から歯科推進校に指定されました。でも

内容がわからないので，歯科医師会の方と教職員

が懇談会をもちました。そこで大体はわかっても

どうして推進したらいいか。先進校を見学するの

が一番と考え，いろいろな学校におじゃまして，

勉強しました。とても役に立ったと思います。

　う歯に対する児童の自覚，児童の生活習慣に大

きい影響を与える母親の理解を深め，親子が積極

的にう歯予防に取り組むように，私の学校では1

年生だけ親子そろっての健診日を設けています。

そのあと衛生士さんによるカウンセリング，親か

ら歯科医への質疑応答，話，映画，スライドによ

る指導などをします。

　開校時の500人がいま1，200人で，途中の転入

者や定期検診に休んだ子などに臨時の検診日を設

けております。

　う歯があったらすぐ治そう，治療率100％にし

よう。むし歯1本ぐらいとか，乳歯はどうせ抜け

るからとか，無関心な人がたくさんいて，歯の大

切さ，間違った考え方を改めてもらうために，8

月と2月に勧告書を出しました。当初は養護の先

生が一括して連れて行ったりしましたが，2年目

からは啓蒙にならないというので止めました。

　48年度からは勧告書を年4回にしました。やは

り保護者の無理解と怠慢に悩ま

されたのです。

　歯みがき指導は，おもに1年

生でした。入学時には親の関心

が強く，子どもも興味をもつと

いうことです。いま7年目で一

応いき渡っているわけです。正

しい歯のみがき方，歯ブラシの

選び方，歯みがきの必要性など

の指導を学校歯科医の佐藤先生

からしていただいています。

　現在の蛇口は220個で，5．4人に1個です。保

管箱は各学級にあり，歯ブラシは休暇中は持ち帰

らせ学期はじめに点検します。合った歯ブラシを

希望者には一括購入も年1回します。給食後の歯

みがきは12時55分から13時5分までで，音楽を流

しながらします。以前は5・6年生を指導員に養

成したこともありましたが，人数がふえてむずか

しくなりましたが，これはまた研究したいと思っ

ています。

　方々でやっておられますが，当校でもカラーテ

ストをします。自分の目でよごれを発見し，自分

の歯みがきの不完全さを理解させ，正しい歯みが

きをさせるためで，親に説明書を渡します。1年

生には衛生士、担任，養教などが見ていますが，

上級生には担任だけで，自分たちで手鏡をもった

り向かい合ったりして見させます。ウォーターピ

ックは11個あって，必要な児童に使用させます。

　児童が毎日継続して記入できるよう，簡単で楽

しい歯みがきカレンダーを毎月作って記入させて

います。月末に保健室に提出し，保健部の児童が

集計して表にします。

　う歯予防は家庭の協力がなくてはできるもので

はありません。保護者の関心を高め，学校の指導

体制に協力するようしむけるが大きな仕事です。

　学校から家庭へ連絡しても，保護者の認識不足

のため，またむし歯は病気ではないというまちが

った考え方からなかなか治療しません。昨今は，

食事やおやつに砂糖が多く使われています。こう

いう中で食生活や生活環境の改善も訴えていかな

くてはなりませんo

冬休みの歯みがきカレンダー
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　そのひとつとして，5月に開

かれるPTA総会で30分ほど保

健全般について話す時間を作り

ます。いろいろな懇談会でも保

健面の話をします。PRには保

健だよりが大へん効果的だと思

います。7年たった今，多少と

も成果はあったと思います。

　今後の問題点は，開校時から

現在まで歯科医師会や教育委員

会の先生方のご協力でやってき

たわけですが，やればやるほど

むずかしいのです。う歯をもつ

者がどんどん増加しているから

です。

　う歯予防は今まで保健学習で

やりましたが，話や知識にウエートがおかれ，一

方的な知識の注入で，子どもたちの意欲があまり

考えられていなかったのではないかと思うので

す。

　これからの保健は人間関係を深めながら指導し

う歯調査（47年12月）
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なければならない。治療面では歯の検査は年1回

ですが，誕生日に健診を受けるというお母さんも

ふえてはいますが，数は少ない。検査後すぐ治療

しても，次までにはもうむし歯ができている。で

きれば年2回にして，う歯の早期発見，早期治療

に努めたいと思います。

　保健指導は国語や社会とちがって，体育の中に

保健があり，その中に歯科があるわけです。しか

し今まではなかなか時間がとりにくかった。それ

がこんど出た「歯科保健の手引」に文部省が力を

入れることになったので，私の所では全職員が購

入しています。われわれ自身が知識を豊かにしな

いと指導はできないわけです。

　座長　学校に関する諸施策を推進するには，歯

科医師会の方，学校の担任，PTAのみなさんの

協力がなけれぽいけないのはいうまでもありませ

んが，知事賞を受けたとか表彰されたという学校

では，必ずひとりはリーダーシップをとる先生が

おられます。岡先生もそのおひとりで，西南小で

は先生だけの研修会とか，市の行政教育機関の協

力と指導を受ける，昼休みの歯みがきをする，父

兄に啓蒙活動をするなど，いろいろ努力されまし

た。

　こうした問題は，熱心に取り組むほどむつかし

い壁につき当たると言われましたが，このように
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熱心な活動を行ってはじめて言えることだと感じ

ました。

同和地区児童の疾病治療のとりくみを通して

　赤沢　私の学校は明治7年創立，105年の歴史

があります。サラリーマンが大部分で住民の教育

・ 文化の程度が高く教育には熱心です。また校区

内には同和地区があり，最初に同和教育に取り組

み，人間尊重をテーマに揚げ，人権教育を中核に

知育，徳育，体育の調和ある発達をめざしていま

す。

　地域住民と協力して学校教育の向上に努力し，

同和教育の啓発，地域の教育環境の充実，地域文

化の向上などの活動をつづけ，これらの活動の中

で住民の親睦と交流を図っています。

同和地区昭和43年度・44年度定期健康診断の結果

　　　　　　　　　　　　　　　　（り患率％）

＼

、
年
度

43

年

度

44

年

度

　　　　l　　l　　　　　　　　1

・

1ミ繍繊i：護：蹴耳：提

区分醗↓i炎si炎垢炎
豊中市79．51．70．73．40．40．23．94．3

　　　　　　　　　　　　　　　　本校69．710．30．32．79．40．35．58．2
1－一　一　　　　　一　一　一　一一一一」一一一＿＿

地区79．37．50．52．51360．55．59。1

豊中市77．11．50．63．40．20．23．14．9

本校77．411．0011．311．50．67．417．6
L＿＿　＿＿＿＿　一　　一一＿一一一一一一＿一

地区80．410．200．412。00．95．39．3

　表は43年・44年の地区児童のうち同和地区の健

康状態の一部ですが，疾病罹患率は非常に高く，

歯，耳，鼻，のどの病気，視力異常などをひとり

でいくつも持っている状態は，明らかに部落差別

の結果で，学力低下の原因にもなるものです。

　45年，豊中市教委は同和地区父母の要求をうけ

て，関係各機関と相談してその地区の子どもの健

康を守るため，豊中市同和地区児童生徒医療等助

成制度を確立しました。それで検診から治療まで

を本人は無料ということになったのです。

　この制度を円滑に運用するために，豊中市同和

事業促進協議会と協議しながら，学校，医療機関，

教育を守る会，解放会館などの協力を得て，福祉

の徹底，協力体勢の確立を計るとともに，同和問

題の正しい認識を深めてもらうよう，数回の研修

会を実施しました。

　46年には同和教育基本方針が制定されました。

疾病治療促進会議は同和地区児童の疾病率が地区

外児童に比べて高く，特にう’歯と視力異常が多く

しかも不在家庭や欠損家庭が多く子どもの健康に

手が届かないのが実情なので計画され，48年には

発足しました。学校では早速う歯治療に取り組み

ましたが，50％くらいにしか達しませんでした。

50年7月には同和地市の父母を集めて定期健康診

断結果を報告し，個人別に疾病の有無を知らせ，

子どもの健康の実態についての認識を深めてもら

いました。

定期健康診断結果による疾病（う歯）の推移

区分

年度

49

50

同和地区児童 地区外児童

受検噸繕％1受瀦鰭％
　53　　　52　　98．1　　1081　　　866　　82．2

　47　　　　　44　　　　93．6　　　　877　　　　705　　180．O

51　　　44

52　　　45
　　1
53　　　　41　　　　　32　　　78．0　　　868

41　　　93．2　　　822　　　　612　　　74．5

38　　　　84．4　　　　849　　　　645　　　76．0

598　　68．9

　「教育を守る会」の集会を利用し，う歯予防や

目の健康の学習会を開き，その年はじめて100％

になりました。

　51年には，学校医，学校歯科医の参加を得て，

地区児童の健康へ具体的対策を考えました。

　53年7月，子どもの食生活の実態調査をした。

その結果を親に知らせ，栄養改善を呼びかけまし

た。地区児童の疾病治療は予防から今では生活改

善に迫ろうとしています。

　活動を通して部落子ども会の指導員の積極的な

協力を得ることができ，各会の指導と相まって父

母の関心が高まり，医療費助成制度を活用して，

家庭から治療に行く者もふえ，病気の早期発見，

早期治療が行われるようになりました。

45
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同和地区児童1人あたりの未処置歯数

　　　　　　　　　　　　（永久歯）

本
0

数

L

0・25　C3＼

53年度

　受入れ側の校区内の医療機関もきわめて協力的

で，地域連帯の成果と考えます。

　う歯100％治療を50年から目標にしました。は

じめは人数も多く，また高度のう歯を一人で何本

も持っているので日数がかかり困難をきわめまし

たが，先生や地域の指導者，学校歯科医の協力を

願いながら1年間やり抜いた結果，2年目からは

人数は減るし，家庭で自主的に治療するようにな

って成果があがりました。
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　51年度からは，乳歯の要注意者も加えて完全治

療を進めています。52年にした例でいいますと，

定期検診のあと結果を知らせる。地区児童疾病一

覧表と治療の有無を学級担任，同盟，解放会館に

知らせます。次に，夏休み前の教育を守る会の集

会で結果を報告し，未処置児の治療をよびかけま

す。学校から治療を受ける子どもの班分け，付添

いの割当，歯科医への依頼をし，予約日に子ども

をつれていきます。52年度は子ども会指導員の協



力で低学年はほとんど治療を完了しました。

　う歯予防のひとつとして，幼児期からの歯みが

きの習慣形成が大切であることを学校歯科医から

重ねて指導し，9月の教育を守る会の集会で，食

後の歯みがき習慣やうがいの方法などを説明して

その実践をよびかけました。この取組みをすすめ

た結果，永久歯の未処置児数は年々減少してきま

した。特にC3C4の重度う歯はほとんどなくなっ

ています。

　歯科医院に自分からすすんで行って治療する子

どもが多くなり，教師がつれて行くのでつながり

も深まり，健康の大切さを理解するようになりま

したっ

　しかしまだう歯は半数以上が未治療で，少ない

けれど新しいう歯も発生しますし，今後さらに校

内全体の歯科保健の充実，地域との連係，父母へ

の啓蒙などに努めなけれぽならないと思います。

　各学級に対する取組みとしては，月別保健指導

目標を立て学年の発達段階に応じた指導を実施し

ています。本年度は特に毎月，歯の健康指導に重

永久歯処置完了率

％
100

，
／

1
♂

ノ50年度入学

45年度入学
／
／

1　　　4　　　6
年　　年　　年

点をおきました。

　保健室では，永久歯う歯をもつ子どもに個別指

導をし，学校行事としては，衛生士から保健指導

をしてもらい，管理面は，定期検診後に治療勧告

を出します。

　「正しい歯のみがき方」というリーフレットを

全児童に，「歯みがきカレンダー」といっしょに

配ります。

　職員会議では，歯の統計結果の掲示で本校の実

態を明らかにし，共通理解を深めて対策を協議し

ます。

　健康診断結果と治療状況表は2部作って1部は

学級用，1部は保健室に保管し，ひとりひとりの

児童について担任と養教の連係を密にして，治療

と予防を計ります。

　組織活動としては，児童保健委員会月1回，放

送，ポスター，新聞の各係に分かれて，広報活動

をします。校内テレビ放送では，保健についての

計画，演出に積極的に参加し，児童会に呼びか

け，給食後のブクブクうがいの徹底を図っていま

す。

　学校保健委員会は学期ごとで年3回あり，今年

の7月には学校保健懇談会で学校歯科医から歯の

検診結果の説明，う歯の予防と治療について話が

あり，父母からも質問が多く好評でした。

　教職員健康教育部は，月1回定例会議を開きま

す。父母への啓蒙としては，広報，アンケート，

学級通信，保健だより，PTA新聞などの情報活

動をします。保健委員会，保健懇談会，学級懇談

会などの会合の場で歯科について話合いをしま

す。健康相談も実施します。

　以上のような取組みをすすめた結果，永久歯う

歯の罹患率は年々減少しました。これは地区児童

の罹患者が少なくなった結果でもあろうが，全職

員がう歯の予防と治療をすすめ，学校保健委員会

でとりあげた結果，学校でも地域でも少しずつ効

果があがってきたと言えるでしよう。

　昭和53年度入学児童では図のようにう歯罹患率

は5％以下で，処置率は50％以上です。就学前の

児童の親の歯科保健への理解の高まりの結果だと

思います。
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　地域住民の歯科保健向上のためにも豊中市歯科

医師会では，全市民に対する保健思想，とりわけ

う歯予防のための普及・向上・啓蒙のために次の

ような計画に従って取り組んでいます。

　（1）口腔衛生専門委員会：豊中市学校保健会の組

織のひとつで，学校歯科医を中心に，学校長・園

長およびそれらの学校保健関係職員で構成され，

学校，園でのう歯予防と口腔衛生思想の滲透を図

っています。

　（2）「よい歯のつどい」は歯の衛生週間に多数の

参加者を得てう歯予防の理解を深めるのに大きい

役割をはたしていると思います。フッ素塗布と歯

みがき指導は「う歯予防は幼児のうちに」という

ことで市内の希望者に年4回実施します。

　歯の健康相談は，毎月1回全市民を対象に行い

歯に対する認識を深め，正しい管理をできるよう

話し合います。学校歯科医会では教育委員会に対

して各学校，園に洗口場を設置すること，歯科衛

生士を配置し，定期巡回指導の実施，要保護，準

要保護児童に対する対策の検討など働きかけてい

ます。

　遅々とした歩みですが，少しでも効果が出はじ

めたことは，学校，学校歯科医，地域，行政，医

療機関などが一体となって互いに，それぞれの立

場から協力した結果だと思います。

　今後の課題として，（1）地区児童の取組みを全児

童に広める。（2）学校施設，設備の充実を図り，歯

みがき，うがいの指導の徹底と間食指導をすすめ

る。（3）地区住民への啓蒙，があります。

　座長　赤沢先生から，熱心にやっておられる内

容を発表していただいたのですが，感服いたしま

した。これで研究発表を終わり，助言者のお話を

うかがいます。その前に日本学校歯科医会の会長

がこられましたので挨拶されます。

日学歯会長あいさつ

　湯浅（日学歯会長）第42回大会の研究協議会に

あたり，かくも盛大に御参会いただき，ありがと

うございます。

　全国のみなさま方に日頃いろいろ御協力をいた
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だき，また，このりっぱな設営を準備された開催

地のみなさま，大ぜいの方がたの御苦心に心から

御礼申しあげます。

　学校歯科保健において，まず学校，家庭，地域

社会，3拍子そろわなければ，私どもの歯科ぼか

りでなく学校保健は成り立ちません。特に地域社

会の問題は非常にむずかしく，学校では先生方が

ご苦労をされています。

　子どもたちが学校から家庭に帰っての生活問題

は，これにつながる地域社会，行政関係に御理解

を求めながら取り組んでいるわけですが，これが

なかなかむつかしいものです。

　第3領域では，全国に先がけて研究をすすめら

れ，りっぱな業績をあげておられる西南小学校は

そのモデルケースです。どうしたら，こういうり

っぽな形ができるか，それをみなさんとともに十

分検討する，これは長い間のご苦労の蓄積ですか

ら，よく吸収して行っていただきたいと思いま

す。

　特に，こちらの同和地区児童に対する保健指導，

保健教育，この非常に困難な仕事に取り組まれた

発表を拝聴しました。心から敬意を表します。

　明日の大会には総まとめの報告がでます。どう

かりっぱな記念すべき42回大会の花を咲かせてい

ただきたいと念じましてご挨拶を終わります。

　座長　兵庫県学校歯科医会専務理事の細原先生

から，歯科医師会サイドの御助言を願います。

となりの県からみて

　細原　先ほどからの御発表でほとんど語りつく

され，つけ加えるものはないわけですが，この箕

面市では歯科医全部が学校歯科医であるというこ

とは考えるべき問題です。兵庫県もそういう形に

なっています。兵庫県歯科医師会長は兵庫県学校

歯科医会の会長になることが定款や細則で決まっ

ており，連絡が密で，学校歯科に関した行事がす

べてスムーズにいくことを誇りに思っています。

　地域社会や家庭などとの協力体制を確立させる

問題はこちらではりっぱな成果をあげておられ

る。今後の学校保健のあり方について，大きい示

亀



唆を与えられました。

　来年は国際児童年で，いろいろな行事がありま

すが，子どもの日，中学校の夏休み，11月20日の

児童憲章宣言の日などを中心に，文部省・総理府

・ 厚生省が全国的な運動や催しをやると思いま

す。日本歯科医師会も日本学校歯科医会と密接な

関係のもとに事業を行うことになります。歯科に

関したものとしては，やはり，むし歯予防が大き

な主題のひとつになると考えられます。

　子どもが生まれると，ずっと義務教育の終わる

まで当市ではむし歯予防の事業をしておられる。

学校で予防するだけではないという点に，非常に

感謝し，また模範とするべきものだと思っており

ますc

　今年始まって来年度も継続するう歯予防推進指

定校の事業を文部省は日学歯との協力のもとに行

っておりますが，当市では早くからう歯予防に先

べんをつけられました。現実的には当校の学校保

健委員会の組織活動を再確認すべきものと考えま

す。心から敬意を表するものであります。

　座長　細原先生から，学校歯科保健の将来の展

望，あるいは抱負，たとえぽ1979年の国際児童年

に関連して，う歯予防推進校指定に先立って成果

を収めておられる本校に賛辞を贈られました。

地域保健と学校保健が一体になれば

ら，検診後の受入れが円満になってくるんだと思

います。学校歯科医は地域での治療医学を実践し

ている開業医の立場，学校で予防歯科を中心にし

た保健活動をする学校歯科医の2つの面をひとり

でやっている，これが非常に大事だと思います。

　行政面でいえば，厚生行政が治療，予防は学校

歯科で文部行政です。その連繋が円滑にいくかど

うかが問題です。

　われわれ学校歯科医は学校で何をなすべきか。

予防処置に従事し保健指導を行なうという項目に

ついて，予防処置が社会保険の中でやれる，保健

指導を主にした健康診断では，歯科では，う蝕発

生に対する個人差は考えられていないし，う蝕に

かかりやすい子どもの活性試験なども行われてい

ません。社会保険が充実してきた今日，学校歯科

医としての専門的な知識が，予防に対して当然き

わめて重要になってまいります。治療するだけで

はどうにもならないので，健康診断，予防に関す

る教育活動，円滑な事後処置などが学校と地域で

連絡しあいながらよく動いていくところに，非常

に大切ないくつかの間題の解決のいとぐちがあろ

うと存じます。

　座長　高橋先生は保健所歯科保健活動が箕面市

の特徴である。基本的な面からの位置づけを予防

措置の面から考えなくてはいけないというお話で

した。

　高橋　箕面市にきて，テーマの「地域歯科保健

と学校歯科保健との連繋について」を，よく実践

しておられるとしみじみ感じました。私たちは保

健所歯科衛生を頭において考えがちでした。ここ

ではそれをのりこえて，学校歯科衛生と名づけら

れ，保健所と学校が協力し合っておられる。それ

が実際の実践活動の中で作られ，特に歯科衛生士

が教育委員会の中に位置づけられ，地域歯科保健

をやる，一面では学校歯科保健と結びつく一これ

は非常に特色のあることで，どこの地域において

もかなり具体化できることであろうと考えます。

　個人の開業医が予防歯科保健ととりくんで，セ

ンターに一一en任せるんじゃなく，どの開業医も一

致した目的と体制でやっておられるのでしょうか

給食後の洗ロは日本中でできる

　桜井　永久歯は一生使う歯で，う歯になると自

然治癒は望めないことは先生も親も子も知ってい

なくてはならない。私のように60歳をすぎてもよ

い歯をしておりますと，何を食べてもおいしいし

体も健康です。早期診断，早期治療はぜひ徹底さ

せたいものです。

　いま全国の学校で給食をしているのですから，

食後必ず洗口させる義務があるとさえ感じます。

実践とは習慣化するところまで指導することで，

日課表に給食後に洗口の時間をとる。私の学校で

は13．00～13．05までいっせいにレコードに合わせ

て16ヵ所を16回ずつみがきます。シュツシュツと
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いう音がきこえるほどです。

　子どもの歯みがき習慣化の徹底はお母さんによ

ると思います。母親たる者は1週間に1回は子ど

もの口の中を見なさい。担任の教師は1ヵ月に1

回子どもたちの口の中を見なさいと言っておりま

す。給食後の歯みがきの習慣をつけることは担任

としての責任であり子どもへの愛情の表れだと思

います。

　学校教育にその人を得ること，計画もろくに立

てない，しっかりやろうという体制もとっていな

かったら，学校医が来てもとりつく島もないわけ

ですQ年度はじめに保健に関する計画を立て，校

医のつこうや考え方をとり入れなくてはならな

い○

　学校と家庭の協力強化については，保健委員会

に出ない，参観日にも来ない，保健だよりも読ま

ない方が多いのではないかと思います。子どもを

通して親にも分からせるだけの学校側の熱意を期

待したいのです。

　最後は，児童生徒保健委員会の活動です。上級

生は上級生らしく，う歯予防週間だけでなく，た

えず下級生のところへ行って指導してあげる。私

の学校では1ヵ月間保健委員が各クラスの健康状

況を見ていて，集約して，一番よいクラス，2番

3番と選びます。なるほど子どもはよく見ている

なと感心します。しかし責任は子どもではなく，

やはり管理にあると思います。

　やってみせ，言ってきかせて，させてみて賞め

なければ人は動きません。まず教師たる者いっし

ょにやらなくてはなりません。私の学校では全員

やります。

　座長　いま先生は，正しい歯科的な常識を見失

ってはいけない。日々実践にむすびつける姿勢が

大切で，させて賞めなくてはならないと言われま

した。

行政の立場からみて

　林田　学校の現場にいた時と行政に入った時と

考え方がずい分かわりました。教育委員会はいろ

いろな圧力のかかる所で，なかなか率直にものが
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言えない。けれども今日は率直に言います。何か

の足しになればと思います。

　先生方ご承知のとおり，学校での検診は実施に

意義があるのではなく，その結果いかにして子ど

もの健康意識を高めるか，が大切です。健康に異

常がない子どもにはそれなりの予防を中心とする

指導がある。治療の必要がある子にはそれを指導

する方法がある。健康な子も疾病をもつ子も互い

に理解しあって生命の大切さを知る。これが健康

教育，保健指導の最終目標ではないかと思います。

　学校保健を推進する場合，いつも悩む，壁にな

るのは治療の問題です。今回発表された箕面市と

：豊中市の小学校では，そういうことをみごとに解

決しながら，実践されていることに，私は大きな

評価をいたします。

　西南小はう歯に関して地域医療と行政がタイア

ップして実践されている。克明小学校は同和教育

という課題を具体的な方策のひとつとして健康問

題をとりあげて，生命の大切さを主張されており

ます。

　原則的には治療は親の責任でするのですが，学

校保健委員会，学校歯科医，学校医，学校薬剤師

の先生方が協力して，地域医療にも携わっておら

れるわけです。そして衛生行政にドッキングして，

教育委員もそこに入る，というようなことから事

はすすめられなければならないと思います。学校

が地域と結びつかなけれぽ学校保健の推進はでき

ないということが，本日の発表でよく分かりまし

た。

　学校のやり方は手ぬるい，教育委員会も生ぬる

いという評価をいただくかもしれませんが，この

箕面市，豊中市を参考に，私たちも大いにがんぼ

っていきたい。今日の領域の輪が全国に広がるこ

とを期待します。

　座長　行政と現場の矛盾とたたかいながら，非

常に苦慮され，親身になってお考えになっておら

れ，今後，私ども大いに希望が持てます。

箕面市の歯科医の立場から

松田　かけ足でまとめと補足という形で申しあ



げます。学校保健を完成させるには，行政が2つ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●
に分かれているところに問題の本質があろうかと

思います。たまたま箕面市は人口10万，歯科医30

数名で非常にうまくいった。学校歯科保健にはい

ろいろな隣路がある。地域医療の中から学校保健

もはみだすわけにはいかない。地域医療の考え方

から学校保健も考えていくべきだと思います。そ

のためには，われわれ歯科医の考え方，学校保健

のあり方を行政の方によく分かってもらいたい。

友だちづきあいのような形で当市では接しており

ます。

　住民に対する質問，PRは市の広報を使い，歯

の衛生週間の記事，センターのPRを繰り返しの

せます。

　もうひとつ，箕面市の歯科医全員が学校歯科医

で，全員に分担してもらうことが，今日の成果に

なったのではないかと考えます。

　センターでは，徹底したブラシングの生活習慣

づけ，定期検診，親を通じての，子どもをとりま

く生活環境の整備の3つを基盤に運営しておりま

す。

　現在，管理登録制度ができて5年ですQ来年ぐ

らいから就学児童がでます。出生から6年間教育

を受けたこの子どもたちが学校検診でどのような

成果をみせるか楽しみです。

　学校の方では，この制度が始まってから，箕面

市の学校設置基準に「洗口場を必ず作る」を入れ

てもらいました。

　プラシング指導は学校でやることでなく，家庭

で母親がやることだと強調しています。

　豊中市の同和地区での赤沢先生のご努力には頭

の下がる思いがします。箕面市でもいろいろやり

ました。それから心身障害児の全入問題ですが，

西南小学校でも養護学級があり，むつかしいもの

です。どのような形でやっていくか。やはり多額

の金を使い人手を使って治療するよりも，事前に

むし歯を作らないということが心身障害児に対す

る最善の歯科保健ではないか。これはわれわれ歯

科医に与えられたこれからの大きな課題であると

思います。

　座長　これで予定の発表は全部おわりました。

これからディスカッションに入りたいのですが，

当初予定の時間も延長されておりますので，これ

で第3領域の研究協議会を終わります。
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昭和53年度　　・

第19回全日本よい歯の学校表彰

報告する川村副会長

　全日本よい歯の学校表彰は学童むし歯半減運動

の一環として，昭和35年に第1回表彰を始めてか

ら，皆さんの努力によって，むし歯半減運動が推

進され，昭和52年第18回表彰校は4，897校に及び

ました。

　われわれば，むし歯半減の原点にかえり，新た

なる決意をもち，学校保健における管理と指導と

の十分なる調和によりまして，広く関係者が一致

協力，むし歯予防のため児童う蝕抑制対策推進要

綱を発表して，強力なる第4次むし歯半減運動を

展開推進しつつあります。すなわち予防教育面の

施策を重視して，表彰基準を改正しました。

　第1は歯科保健状況・むしー歯処置完了歯率50％

以上であること。

　第2はむし歯予防状態を小学校では第一大臼

歯について，中学校では第二大臼歯について記

入すること。

　第3は学校保健の組織活動につきまして記入を

願う。

　しかし，応募され，地区審査を通して来ている

中に，かなりの程度明らかな誤りが多く見受けら

れるので，訂正を求めました。

　来年度は正しく記入していただきたいと思いま

す。

　よい歯の学校

　（1）小学校　　　　4，113校

　　　中学校　　　　1，215校

　　　　計　　　　　5，328校

　表彰を受けられました学校に対し，その努力に

敬意を表して深甚なるお祝を申上げまして，経過

の報告といたします。　　　　　（川村　敏行）
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第20回から奥村賞は

本会主催の事業に

難
到

醜

験λ
挨拶する湯浅会長

“

1
1

詫
臨
剛
記念パーティ

翌
　
炉
3

凄
蓄
「
鴛
」

・

・

｝

　
　
鴫
騨

プ

り

壁

褐
，
．
灘

瑠
芦

伽

今まで奥村賞は，奥村賞基金管理委員会が主催したもので，本会はそれを

委託されていたのであったが，53年6月21日付で，代表向井喜男氏から湯

浅会長へ正式に移譲されて，社団法人日本学校歯科医会の主要事業のひと

つになった。

7月19日に，向井日学歯名誉会長主催の移譲記念パt－・一ティが国際観光ホテ

ルで本会役員，日歯総務関部長が出席して写真のように行われた。

審査委員会も陣容を一新して強化されたので，今後さらに多くの応募を期

待する。

奥村賞審査報告

奥村賞審査委員山田茂

　本年度の奥村賞応募件数は3件であります。そ

れらの応募書類につきまして審査員一同慎重に審

議いたしました結果，次のような結論に達しまし

た○

　（1）長野県岡谷市立長地小学校　学校歯科保健

に対し永年にわたってこの教育を築き，よい成績

を挙げている。しかしながら歯科保健に関する諸

計画，実践およびその効果が明瞭でない点があり

ました。よって思いを新たにし，さらに何年かの

実践の後，再申請せられんことを期待します。よ

って努力賞に該当するものと認めました。

　（2）神奈川県小田原市立片浦小学校　学校保健

に関する管理と教育の両面にわたって綿密な計画

が立てられ，この計画に従って全校一致の努力の

下に学校歯科活動が実践され，りっぽな成績を挙

げている。また無歯科医地区にもかかわらず永年

にわたって処置率90パーセント以上であること，

およびPTAの自主的，積極的な活動に特色があ

りました。よって奥村賞に該当するものと認めま

した。
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奥村賞を受賞して

一片浦小における

学校歯科保健活動の概要一

小田原市立片浦小学校長

　　　　　久保　敏雄

保健委員会

　はじめに

　このたび，大阪市で開催されました全国学校歯

科保健大会の席上，「奥村賞」を受賞しましたが，

私たちはひたすら生命の尊重を基盤とし，創造性

と実践力に富む自主的な人間の育成をめざした健

康教育を，学校と家庭と地域が一体となって実践

してきたにすぎない。

　片浦小と地域のあらまし

　本校は，小田原市の西南部に位置し，児童数

226名（6学級），職員数20名の小規模校で，学区

は年平均気温16°Cという温暖な気候に恵まれ，

質量ともに県一を誇るミカン栽培が中心で，石

橋・米神・根府川・江の浦の4地区からなり，根

府川地区を除いた3地区の児童はバス通学をして

いる。

　学区内には歯科医院がなく，治療は小田原市街

まで通院しなければならない状況にある。

学校保健を根底とした片浦小の教育

巡回自動車がきた

　1．学校の教育目標

　調和のとれた自主的・実践的な人間形成をめざ

し，健康を教育の目的概念として「たくましく豊

かで生き生きした子どもの育成」を目標に掲げ，

この目標具現化のために体・徳・知の全領域にわ

たって調和のとれた教育活動を積極的に推進して

きた。

　2．校内研究体制

　前述の学校教育目標達成のための努力点をぎ

め，実際的かつ具体的で効率的な学校運営組織を

考え，全職員が共通理解をもって，計画的にしか

も協力体制の確立を図り，計画一実践一評価の循

環で継続してきた。

　片浦小における学校保健活動状況

　1．たくましく豊かで生き生きとした子どもを

　　育てる保健活動

　強健な身体をもち，気力にあふれ，なごやかな考

えをもち，思いやりがあって積極的な子どもを育

成することをねらいとし，このためには学校だけ

カリオスタットで調べる
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でその目的をじゅうぶんに達成することは困難で

あるので，家庭および地域の理解と協力を求め，

地域ぐるみの保健活動を推進し実践してきた。

　2．みんなですすめる保健組織活動

　学校保健は，組織活動なくしてはその成果をあ

げることはできない。毎学期1～2回開催する学

校保健委員会を計画によって研究協議し実践活動

をすすめてきた。

　実践例……むし歯予防，間食について，TVの

見方，「健康の日」について。また，自ら問題を

見出し，問題を解決する児童保健委員会，強くた

くましい子どもを育てるPTA保健委員会，児童

の生活を豊かにする教職員保健委員会など相互に

有機的関連をもちながらすすめてきた。

　片浦小の歯科保健活動状況

　1．歯科保健活動の推移

　本校の歯科保健活動は次の3期にわけることが

できる。

　（1）公衆衛生と学校保健の推進をはかった時期

　　（昭和22～36年頃）

　（2）保健体育の研究にとり組んだ時期（昭和37

　　年～47年）

　〈3）伝統をふまえた学校保健推進の時期（昭和

　　48年～現在）

　2．10年間のう歯罹患状況と治療状況

　　　（下図のとおり）
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　3．たしかな知識と実践化をめざす歯科保健教

　　育

　（1）実践に結びつける歯科保健学習

　歯科保健指導は，学級指導における保健指導や

体育科における保健学習を中心に，理科や家庭

科，図工科などそれぞれ有機的関連をもたせて指
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導し，特別活動の分野で生活実践化を図った。

　また一方，学級懇談やPTA集会の機会をとら

えて指導してきた。

　（2）健康な歯づくりをめざす保健指導

　歯科保健指導計画を作成し，学級指導の保健指

導により充実をはかる。

　（3）個別の歯科保健指導

　県歯科医師会の努力により，間食指導を中心と

するう歯予防の調査と指導を行い，カリオスタッ

ト（むし歯予防試験法）による歯科追跡調査およ

び親子歯科保健相談を毎学期1回実施した。

　4．むしー歯予防と100％治療をめざす歯科保健

　　活動

　　雛熱踏ξ；楓　　驕
　　翠ゼ・・竃一勧・藍「繭1

　　・1、1　　　　　　　°
　　’J　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　t

　　　で2殉鶉嗣蝋壱かいマ・髄ずみ纏q紬鎌昏鼠で《s．

　　　　　　　い　鰍轟壽～㍉　　1　　　　　　　　　　、t．

　　治療証明書兼用の結果通知書

　（1）歯科検診および治療勧告

　定期健康診断および臨時歯科検診を年2～3回

実施し，その結果にもとつく治療勧告を数回行

い，勧告用紙も白・黄・赤の3種に区別し「健康

手帳」と併用するなどして早期治療の徹底化を図

ってきた。

　（2）健康観察板の活用

　朝，登校して来た児童は，健康観察板にその日

のからだの調子を自己評価させ，健康に対する関

心を高めるとともに，友人への思いやりの気持を

育成することにも役立っている。

　（3）歯の衛生週間



　6月のむし歯予防デーを中心に「歯の衛生週

間」を設け，9月と1月には「歯みがき強調週間」

を計画し実施した。

　内容　・給食後のブクブクうがい

　　　　・歯みがき体操　　・カラーテスト

　　　　・歯ブラシ点検　　・歯科保健講話

　　　　・学級表彰

　　　　・むし歯予防ポスター作成

　（4）歯科巡回指導による治療と指導

　本校の学区は無歯科医地区であるため県の「歯

科保健指導車」の派遣を依頼し，巡回治療および

刷掃指導を受け充実化を図る。

　5．学校とともに歩むPTA，家庭と地域社会

　（1）父母と祖父母が一体となって

　家庭の大部分がミカン栽培農家であるので，秋

の収穫期には，祖父母が児童の養育に関与するた

め，「としより学級」を開設し歯みがきや間食指

導等，生活全般にわたって理解を深め，指導の一一

本化を図る。

　（2）学級懇談や地区懇談会を通して

　長期の休業の前後に休業中の健康生活の充実化

を期するために，正しい歯みがきの仕方や目の体

操などの実技を行う。

　（3）　「健康の日」を設定

　いつも家族全員が健康で明るい生活ができるよ

うに，健康・体力づくり，保健衛生習慣の育成，

食生活の向上改善，環境衛生と美化など，月別健

康生活目標を策定し実践している。

　おわりに

　以上，本校における学校保健，とくに歯科保健

活動の概要について述べてきたが，研究や実践が

ようやく緒についたというのが実際で，日暮れて

道遠しの感がある。

　「奥村賞」の受賞を契機に心を新たにして，学

校歯科医師会の先生方をはじめ，関係諸機関の方

がたのご指導をいただき，教育と医学の両面から

むし歯予防対策について謙虚な反省と前進を決意

するとともに，「地域ぐるみ」の活動をとおして

一歩一歩たしかな歩みをつづけ，歯科保健活動の

充実をいっそう図りたいと思います。

奥村賞受賞の業績

（＊は推せん賞，＊＊は努力賞）

昭和33年度（第1回）青森県八戸市学校歯科医会

　・昭和12年以来の組織活動

昭和35年度（第2回）山梨県富士川小学校・全校

　をあげての学校歯科衛生活動

昭和36年度（第3回）富山県学校歯科医会・富山

　県よい歯の学校表彰を通じ，むし歯半減運動の

　推進

昭和37年度（第4回）香川県琴平小学校・学校歯

　科衛生活動

　＊東京都　高橋一夫・東京都文京区立小中学校

　　児童生徒の学校歯科保健とう歯半減運動5力

　　年のあゆみ

　＊京都市学校歯科医会・う歯半減運動の一環と

　　して実施したへき地の巡回診療および学童に

　　対する国保診療について

　＊福岡市学校歯科医会・う歯半減運動の実際的

　　研究

昭和38年度（第5回）埼玉県学校歯科医会・埼玉

　県学校歯科の組織活動（全日本よい歯の学校を

　目ざして）

　＊岐阜県神土小学校・学校歯科衛生に関する教

　　育活動

　＊熊本県八代学校歯科医会・21年にわたる児童

　　生徒の集団歯科診療保健活動

昭和39年度（第6回）新潟市立礎小学校・学校歯

　科30年の歩み

　＊長崎県神代小学校・学校歯科衛生に関する教

　　育活動

昭和42年度（第9回）香川県多度津小学校・学校

　歯科の教育活動

　昭和43年度（第10回）該当者なし

　＊富山市八人町小学校・よい歯の学校運動

昭和44年度（第11回）該当者なし

　菅熊本県学校歯科医会長栃原義人・昭和38年以

　　来のへき地学校巡回診療熊本方式の開発と推

　　進

昭和45年度（第12回）該当者なし
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　＊京都市学校歯科医会，京都府歯科医師会・京

　　都市におけるへき地学校の巡回診療と学童の

　　う歯治療，10割給付について

　ee大阪市立東三国小学校・歯科保健のあゆみ

　＊熊本県立佐伊津小学校・歯科保健活動

　＊佐世保市学校歯科医会・佐世保における10年

　　間のう歯半減運動

昭和46年度（第13回）京都府相楽小学校・歯科保

　健計画と管理への努力

　ee富山県薮波小学校・学校歯科保健への10年間

　　の推進

昭和47年度（第14回）香川県豊浜束小学校・保健

　教育の伝統にもとついての教育活動

　＊茨城県栄小学校・学校歯科保健活動

　＊岐阜県方県小学校・一人一人の子どもの自覚

　　にもとついた歯科衛生の推進

昭和48年度（第15回）熊本県佐伊津小学校・全校

　あげての学校歯科保健活動

　＊富山県上市中央小学校・歯科衛生10年の歩み

　＊＊大津市学校歯科医会・活発な学校歯科保健活

　　動

昭和49年度（第16回）香川県香南小学校・全校一

　丸となり，地域ぐるみの歯科保健活動

　＊岐阜県宮地小学校・歯科保健に多年にわたり

　　努力

　＊福岡県八幡区学校歯科医会・歯科モデル校を

　　指定しての歯科保健の向上

昭和50年度（第17回）該当者なし

　＊大阪市立塚本小学校・永年の継続実践による

　　歯科保健指導

　菅茨城県津和小学校・学習指導と特別活動を関

　　連させた歯科保健指導

昭和51年度（第18回）京都市学校歯科医会・小学

　校児童への歯科治療，10年間の努力

　＊＊栃木県薬利小学校・歯科保健活動

昭和52年度（第19回）大阪市塚本小学校・長年に

　わたる学校歯科保健活動

　＊愛知県稲沢中学校
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奥村賞授賞規定

趣旨

授賞対象

推薦方法

推薦書類

審査方法

受賞者

備考

学校歯科衛生の振興に資するため奥村

賞を設ける。

奥村賞は学校歯科衛生に関する研究ま

たは学校における業績が優秀と認めら

れ，かつ直ちに学校歯科の進展に寄与

するものに授賞する。ただし授賞され

るものは個人たると団体とを問わない

が最終発表が3年以内のものに限る。

1．　日本学校歯科医会の加盟団体長

は，個人又は団体の受賞候補者をいず

れか1件又はそれぞれ1件ずつ選定

し，日本学校歯科医会長（事務所は日

本歯科医師会内）あて所定の期日まで

に推薦すること。

2．　奥村賞審査委員は日本学校歯科医

会長あて受賞候補者を推薦することが

できる。

推薦に当たっては日本学校歯科医会加

盟団体長又は奥村賞審査委員の推薦状

と共に次の書類を添付すること。

A．学校歯科衛生に関する論文につい

ては：1．論文要旨（400字程度）2．学

校歯科衛生の振興に寄与する意義（400

字程度）3．原著論文

B．学校歯科衛生に関する現場活動に

ついては：1．学校歯科衛生の実績を向

上せしめた趣旨とその意義（400字程

度）2．業績の経過と資料（統計，写真

等を含む）

日本学校歯科医会の奥村賞審査委員会

が選考し，全国学校歯科保健大会席上

で授賞する。

奥村賞は原則として毎年1回1件に対

し授賞する。ただし優秀なるものに推

薦賞および努力賞を贈呈する。

日本学校歯科医会は奥村賞基金管理委

員会の委嘱を受け受賞候補者詮衡に関



大会要項／誌上発表

保健指導と保健管理の調和

一
高校生の歯科保健指導と管理について一

大阪府立泉北高等学校歯科医

大阪府立高等学校歯科医会　　　瑞 森　　茂　　雄

　本校では就学時の新1年生に対し昭和48年度か

ら歯科健康診断を実施し，その結果にもとついて

引きつづき集中的に少人数6～7人くらいのグル

ー プ単位で歯科保健指導を歯科衛生士にあたらせ

て実施している○

　高校生は小中学校を通じ，学校歯科保健教育を

受けてきているが，さらに歯科的健康の重要性に

ついて，充分な理解をもたせることは現時点，歯

科疾患の多い状況の中では，特に必要なことと思

う。

　歯や口腔の健康保持に必要な事柄を自主的に実

践させるように，歯科保健知識を提示して歯科保

健に関する注意を喚起し，学校歯科保健の完成を

めざし将来の父親，母親として必要な人間形成に

力を注いでいる。

　実施方法図

歯科衛生士による小グループごとの保健指導な

どの取組み方

麟観1扉難蜷鯉
1学級46～47人，約17分～20分

歯科衛生士による歯科保健指導の実施

男女べつべつに6～7人グループ約10分間・含質疑応

答，歯科衛生士4名があたる

　歯科健康診断票の記入は，生徒保健委員が2人

で行い，他の1人は調査票の評定欄判定を行う。

　歯科保健指導内容

1．　歯科保健質問調査票の下欄の判定欄にある評

　価により，各自の歯・口腔の健康状態を確認さ

　せる。これは歯科検診後のため印象が強く効果

　的である，歯の健康に関し自己評価させる。

2．　高校生の15～18歳時代の歯科的背景の説明，

　特にう歯り患率年齢別推移ならびに歯周疾患の

　り患率年齢別の推移を示し，歯科疾患で特に歯

　肉炎（思春期歯肉炎）の急増年齢期であること

　を注意する。

3．歯科疾患（う歯，歯肉炎，歯槽膿漏症）は，

　各自の注意により予防できること，自分の健康

　は，自分で自主的に管理することを再認識させ

　るo

　a．食事指導

　　　栄養学的，歯科医学的な食事方法および食

　　物を具体的に示す。

　b．ブラシング指導

　　　歯みがき回数，歯みがき方法，歯ブラシの

　　えらび方について指導する。

　c．家庭における受験勉強一夜ふかし→寝不足

　　→夜食時の食事のとり方の問題に助言。

　d．その他

　　　通学途中，車内等学外や学内におけるわる

　　い癖，クラブ活動後や空腹のためのジュース

　　類やキャンデー類，自動販売機に目が移り過

　　ぎること，ラジオやテレビのコマーシャルを

　　うのみにしないことなどについて考えさせ

　　るo

　調査結果報告

1．歯ブラシの使用回数では，α＝0．05で両年度

　に有意差がない。ただ1日1回のものが減り，

　1日2回以上の使用者が増加した。

2，いつ歯ブラシを使用するかについては，α＝

　0．05で「夕食後」にのみ有意差があった。
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3．　ローリング法実施者は，昭和51年度より昭和

　52年度の方が，α＝0．05で多いといえる。

4．炭酸飲料，乳酸飲料を飲むことが多いか少な

　いかという調査では「C経験なし群」におい

　て，α＝0．05で「少ない」と答えた者が多い。

5．　う蝕経験歯ゼロの人数は，α＝0．05で性差が

　認められた。

　　また「C経験なし群」では，歯みがきの習慣

　について，特に他の群より優れているとはいえ

　ないが4．のように，嗜好飲料の摂取傾向に差が

　ある。

6．処置完了者率は昭和52年度，2年生は昨年度

　の同集団の率に比べα＝0．05で有意に高くなっ

　ている。

　　一方昭和52年度3年生は，昨年度の同一集団

　の処置完了者率との比較でα＝0．05で有意の差

　がみられなかった。

　　また，昭和52年度の本校全学年の処置完了者

　率は昭和51年度の府の33％と比べα＝0．05で有

　意に高いということがわかった。

　　　処置完　処置完
　　　了歯垂一了者率　51年度1年生の
51年179．4％　　41．9％　1昨年度の集計結果と

52年89・・％62・・％繧議繕者へ

7．視力低下とう蝕歯との関係を調べてみた。こ

　れは甘いものの摂取により視力低下がおこると

言った眼科医がいること，本校の保健統計集計

員が治療勧告書を発行する際，「歯科治療勧告

と眼科精検勧告を同時に発行することが多いよ

うに思う」と言ったので一度調べてみたいと思

ったからです。

　その結果は無関係。

　まとめ

　保健指導については，一度習慣化した行動を

変えることは困難ではあるが，ローリング法実

施者が増えるなど，一定の改善点がみられると

ころから一応目的を果たしている。

　就学前検診・臨時検診の実施と治療勧告は，

治療率の向上という目的を達するために効果が

あったといえる。

　食生活において，身体が生理的に要求するも

のではなく，好きな時，好きなだけ，好きなも

のを食べるという放縦な生活が健康のレベルを

低下させているという結果を招いているが，こ

のことは生活全体の放縦ともつながっており，

物質があり余って，便利さになれた現代におい

て自己の健康管理能力を高めていくにはどうす

ればよいかを，家庭と学校とが一体となって考

えていく必要があるように思う。

　生徒の今後の自己管理能力となって定着して

いくように努力しなければならないと考えま

す。
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座談会／学校歯科における斑状歯

フッ化物の応用をめぐるエキサイトした論議はいくらか鎮静したようにみえるが，その論議の過程を通じて

明らかになったことは，学校歯科の第一線にいる人たちにとって，う蝕抑制とか，フッ化物とかについて，

もっとも基本的だと思われる情報にきわめて不十分なところがあるということであった。

ほんとうのことをいうと，あれほどに混乱なくてもすんだと思われるいろいろの争点も，やはり，それを実

際に取り扱っているものの，情報不足から由来したことも少なくなかった。

日本歯科医師会は，とりあえず，そういうことに対応しようとして，「年少者のう蝕抑制のためのフッ化物

応用の考え方」を出して，未整理と思われた情報についてのまとめをはかったが，学校歯科の現場において

も，やはりそのようなことは必要であるかもしれない。

ことに，学校歯科の場での「斑状歯」をめぐる正確な情報の不足が無用の議論をひきおこしたようなことが

かなり古くからもあったようなので，そんなことについて，ちょうど1年ぐらい前に，日本学校歯科医会の

学術委員会のメンバーで話し合ったことがあった。

そのときの速記録をもとにして，若干の引用などをして，再構成したものがこれである。

このとき，話し合ったのは山田茂，森本基，高橋一夫，貴志淳，および榊原悠紀田郎であったが，ここでは

再構成をしたのですべて無名詞としてまとめた。　（榊原）

フッ素を歯に塗ると歯がボロボロに

なるという話

　★たしか昭和30年ごろだったと思いますが東京

のどこかの学校歯科医だった人が，フッ化物を塗

ると歯がボロボロになる，という話を何かのとき

新聞記者に話をして，それがちょっとした記事に

なったことがありましたが……。

　★あれは1回出ただけで，あまり実際の反響は

なかったようにおぼえていますが，昨年にもこれ

と大体同じようなことが，栃木県や山形県などの

各地で，話題になったことがあるとかききました。

　★また，テレビでフッ化物による洗口の話かな

んかのとき，高度の斑状歯の写真が出ているのを

バックにして，話が流れている，というのをみか

けたことがありました。あれも大体同工異曲の話

になりますね。

　★いや話をしている専門家はもちろん知ってい

て，話を強調するのにそんな表現をしたんじゃな

いですか，いくらなんでも……。

　★小学校の子どもにフッ化物の局所的な応用を

して，いわゆる斑状歯ができるという発想はまと

もには考えられないですからね。

　★でも，やはり学校歯科医の会合などに行った

とき，フッ化物塗布や洗口によって，エナメル質

に白斑の生ずることはないか，というような質問

をまじめにうけることがあるんですから，あなが

ちそれはムリとも思えませんね。

　★しかしまさか，それで歯がボロボロになると

いうのは，どう考えてもまともではないでしょう

ね。

　★たぶん斑状歯というのは，フッ素によって起

きる。そして斑状歯というのは，みたことはない

けれど写真なんかでみると，実質欠損を伴ったも

のである。ところで歯の表面にフッ化物を作用さ

せるんだから当然そんなことが起きるんじゃない

だろうか，という思考形式で，そういう発言にな

るんでしようね。

　★つまりイメージとしての斑状歯というわけで

すね。たぶん斑状歯というものも，ほんとうには

みたこともないんじゃないですか。

斑状歯と新産線のはなし

★実際には，子どもの歯のエナメル質表面に．
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白斑や白線というようなものをみることはわりに

多いですね。抜去歯牙で隣接面のコンタクトポイ

ントの近くにそういうものをみれば，明らかに脱

灰とわかりますが，それ以外の場所では，その区

別は，はっきりつかないときもあるでしょうが，

とにかく，実際の歯は，教科書にあるようにはき

れいではなく，そのようなしみのあるものがわり

に多いですね。

　★しかし永久歯では隣接面以外に，脱灰はあま

りみられないんじゃないですか。

　★そこで，こうした白斑や白線は，いずれも歯

が形成されるとき，できたものだ，ということに

なりますが，そういうものがすべてフッ素による

斑状歯だときめつける，というやり方はよくあり

ますね。

　★エナメル質の形成途上での何らかの障害でそ

うした白線のあらわれる例として，あの新産線一

neonatal　line一の話なんかは，しろうとの人に

よくわかるんじゃないでしょうか。

　★あれと斑状歯のとりあわせは少し意外にもみ

えますが，ああいうエナメル質の上の“白いしみ”

が，エナメル質の形成不全の結果出てくるものだ

ということをよくわかるにはいい例でしょう。

　★秋吉，石川両教授の“口腔病理学”をみます

と，エナメル質の形成不全は，次のように分類さ

れています。

　○局所的原因によるもの

　　①外傷によるもの

　　②炎症によるもの（ターナーの歯など）

　　③放射線によるもの

　○全身的原因によるもの

　　①一般的な栄養障害によるもの

　　②ビタミン欠乏によるもの（A，B，Cなど）

　　③内分泌腺障害によるもの（甲状腺，副甲状

　　　　　　腺，下垂体，副腎，性線など）

　　④先天性梅毒によるもの

　　⑤無機質によるもの（斑状歯）

　　⑥遺伝，その他

　つまりエナメル質の形成不全を来たす原因には

こんなものが考えられる，ということですが，も

ちろん，これがすべて同じような割合で発症して
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くるというわけではなく，あるものは比較頻度が

高く，あるものはほとんどみられない，というこ

とはあるはずです。

　たとえば，梅毒によるものなどは，今日では少

なくとも小学生ではみることなんかは，ほとんど

ないでしょう。

　組織学的には，そういう部位は，石灰化不全像

で，有機質成分が正常のものより多くなっている，

と書かれています。

「斑状歯」という言葉のあいまいさ

　★「斑状歯」という呼名がまぎらわしい点があ

りますね。

　★“mottled　enamel”を訳したものでしょう

が，これを症候をあらわすものとして受けとめれ

ぽ，脱灰以外のすべてのエナメル質の白濁部をも

っている歯はそういうことになります。

　★「斑状歯」というのは，昭和28年に，全国的

にいわゆる斑状歯調査をやったとき，「斑状歯と

は，特定の地域に集団的に発現し，歯冠の表面に

現われる白濁した模様を主体とした歯牙の異常を

いう」と一応指定していますが，この定義は，実

はいわゆる斑状歯の正式な報告がなされたときの

ものに近いわけです。

　有名なG．V．　BlackとF．　S．　McKayとが

1915年に共同で発表した論文“Mottled　ename1

－an　endemic　developmental　imperfection

of　teeth，　heretofore　unknown　in　literature

of　dentiq．　try”という表題そのままといってもい

いようです。

　これでみると，斑状歯というのは「歯科の文献

に今日まで知られていない」「地方病性の」「歯

の発育不全」ということになるわけで，それをそ

のままとったといってもいいわけですね。

　★すると，1本の歯をとり出してきて，これが

斑状歯だとか，そうでないとかいうのは，それだ

けではいえない，というわけですか。

　★少なくとも1本の歯だけでは「地方病性」と

いうことはわかりませんからね。

　★その辺のことが「斑状歯」ということのまぎ



らわしさになるんですね。

　★わが国で初期のころ報告された斑状歯のもの

では「地方病性歯牙硬組織異常」というような表

現になっています。

　★「斑状歯」という呼名が文献上でてくるのは

昭和5～6年ごろになってからで，鈴木富雄が「モ

ットルドエナメルMottled　Enamelに関する総

合的観察」という総説を書いたものと，正木正，

三村勝隆の「日本における所謂斑状歯mottled

enamelの地理的分布」という報告あたりではな

いでしょうか。

　★その後にいわゆる「斑状歯」の成因として常

用飲用水中のフッ素があげられるようになってか

ら，その意味の斑状歯とそうでないみかけ上の

「斑状歯」とを区別する必要にせまられたとみえ

て，「類斑状歯」などという言葉があらわれてき

ますね。

　★「非フッ素性斑状歯」などというのもありま

すよ。

　★昭和41年に厚生省歯科衛生課で出した「う蝕

予防とフッ素」という小冊子では「フッ素中毒

歯」という言葉で「斑状歯」を呼んでいますが，

これはDeanのいった“dental　fluorosis”とい

うのをそのまま使ったものだと思いますが，今日

では「歯牙フッ素症」というのがそのまま用いら

煎ているわけです。

　★話は少しもどりますが，「斑状歯」というも

のの原因が今日のようにはっきりしていなかった

ころ，わが国でも興味ぶかい討論が行われたこと

があります。

　それは，昭和15～17年ごろですが，九州帝大の

加来教授と熊本医大の波多野教授一門の人との間

、に行われたものです。

　阿蘇山地帯に古くから放牧されていた牛馬の歯

・にみられていた火山灰（ヨナ）によるいろいろな

障害に興味をもち，そこからいわゆる斑状歯の研

究に入って行った熊本医大の波多野教授の下で，

東京歯科を出て，そこで研究生活をしていた佐田

勝清らは，ほとんど今日一般的になっていると同

じような考えを主張したのに対して，加来教授

は，斑点歯という名で呼んで，これは必ずしも

「地方病性」のものではなく，常用飲用水中のい

ろいろな成分とは特殊な関係はないのであって，

乳歯根周囲の炎症の結果として永久歯歯冠に影響

としてみられる石灰化不全像であるとして当時さ

かんにやり合ったことが記録されています。

　しかしおもしろいのは，その中にこんなことが

あります。昭和18年の臨床歯科に，九州帝大の口

腔外科から撫順の満鉄病院に移っていた副島侃二

が，「われわれが砿螂質に斑点をもつ歯をみたと

き，それが飲料水に原因する特定の地域のみに多

発する歯牙異常であるかどうかをどうやって区別

するのか」という意味のことをのべて，いわゆる

「地方病性」ということについての問をなげかけ

ているわけですが，これは今日でもそのとおり

で，1本の歯だけでは，それを斑状歯あるいは歯

牙フッ素症というわけにはいかない，ということ

になるわけです。

　★逆にいいますと，「斑状歯」を病名というよ

うに取り扱うのはいいが，現象としての呼称とし

てはぐあいがわるいということですね。

　しかし，それと同じようなことは，今日の議論

の中にもありますね。

　★そこでその歯が「斑状歯」であるかどうかを

きめるには，次のような条件がそろっていること

が必要である，ということになっています。

　①そういう歯表面の白濁などの変化がかなり多

　　くの人にみとめられること（多発性，集団発

　　生性）

　②その人たちの飲用の水系が同じであること

　　（水系あるいは生活環境の共通性）

　③飲用水における過量と思われるフッ素の含有

　　がみとめられること（過量フッ素の確認）

　これをず一つとみると，「斑状歯」というよう

な表現ではなく，dental　fluorosisの訳語であ

る「歯牙フッ素症」という表現の方がいろいろな

誤認をさける意味ではいいんじゃないでしょう

か。

　★しかし言葉というのは，それなりに生きてい

ますから，それが正確だといっても，なかなか改

められませんね。現にここでも「斑状歯」という

ことで話をすすめているしまつですから。

63



　★そういうことからいうと，「斑状歯」という

のはDental　fluorosisつまり「歯牙フッ素症」

のことを指すのである，ときめて用いればいいわ

けです。

　岩手医大の高江洲教授は「非フッ素性斑状歯」

というような表現はやめた方がいい，といってい

ますが，そのとおりです。　「斑状歯」というの

は，歯に斑点状の状態をもった「歯」のことをい

うのではないんだ，ということ，をこの際しっか

りつかんでおくことが大切ですね。

　★「斑状歯」についてそういう共通理解は，こ

れをとりあっかっていく上でのまず第一歩だとい

うことですね。

エナメル質白斑ということ

　★そうなってくると，こんどは反対に，現症と

して，歯に白斑をもっているものをみたとき，そ

れをどう考えたらいいか，ということが問題にな

りますが……。

　★高江洲教授は，それを「エナメル質白斑」

enamel　mottling　という表現でいっておられ

ますね。

　★すると，まず肉眼検査では，エナメル質に何

か白斑，あるいは白線などをみつけ出し，それは

enamel　mottlingというようにしておく，とい

うことになりますか，あるいはすでにその段階で

「斑状歯」とそういうenamel　mottlingとは区

別できる，という立場をとるんですか。

　★高江洲教授も，肉眼検査で一応区別できるよ

うにいっておられますが，まだ完全に客観的には

整理できないのではないでしょうか。非常に興味

ぶかいのは，さきほどあげた佐田勝清が，やはり

昭和17年に，斑状歯と外観的に類似し，しかも発

現の時期ではそれとちがう，帯状白色の状態を上

顎切歯にみとめて，それを「歯牙唇面帯」という

ように名付けていますが，これは鑑別できる，とい

っています。

　また同じころ，いわゆる「斑状歯」といろいろ

な原因によって起きるエナメル質の斑点との鑑別

は既往症の問診でも明らかになるが，　「経験によ
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り症状から大体鑑別できる」といっています。

　このことから，肉眼的な検査の方法だけで，「斑

状歯」と「エナメル質白斑」とを区別できる客観

的な基準は，少なくとも学校保健の現場という角

度でみたときにに，ないか，不十分だと考えてお

いた方がいいと思いますね。

　「経験上」というのは、学校歯科医一般にはあ

てはめられませんでしょうからね。

　★エナメル質にみられる白斑と一口にいって

も，どの程度のものまでひろい出すかは実際には

いちがいにきめられないでしょう。

　ちょうどエナメル質う蝕のごく初期の程度のも

のを検出する場合と同じですが，どんな些細な白

い斑点でもそれをしらべあげる，という立場が必

要なときもありますが，一般の学校歯科の現場で

は，どんなものでもかぞえあげる，という立場よ

り，何かの対応を必要とするか，しないかという

立場から検出すべきでしょう。

　しかしこれは決して，白斑，白濁の程度のひど

いものだけを検出する，ということではありませ

ん。たとえ程度はかるくても，めだつ程度の数の

人ちにみられるようでしたら，やはり注目すべき

でしょう。

　とくに上顎前歯などで左右対称的に同じような

程度のものがみられるようなときは，たとえわず

かな白斑でもひろい出すという姿勢が大切なので

はないでしょうか。

　★そうすると，学校歯科での肉眼的検査のとき

に，すぐ「斑状歯」というようなことをきめつけ

るのは，だれにでもできることではないというこ

とになりますが……

　★そういうことでしょうね。

　★すると「斑状歯」である，とするためにはそ

ういう白斑をもった歯の子どもたちが，めだつ程

度にでてくる，という現象をまずつかまえて，そ

れを土台にして，いろいろな調査を行ってみる必

要があるということですね。

　そういう考え方は一般にはやや不足しているよ

うに思われますが……

　★その白斑ですが，これは一体どんなものがあ

るんでしょうか。

つ



　★大体エナメル質にみられる白斑，白濁は5つ

のものが考えられるようです。

　1つは今までずっと話の中心になっている「斑

状歯」つまり「歯牙フッ素症」です。

　第2は，特発性のエナメル質白斑とでもいうべ

きもので，いろいろの全身疾患のために形成期の

エナメル質形成が阻害されてできたと思われるも

ので，乳歯の新産線などはこのカテゴリです。

　第3は，いわゆるターナの歯のような，局所の

影響によると思われるものです。

　第4は，初期の脱灰のために生じたと思われる

ものです。これは話だけですと，この白斑の中に

入れられるものではなさそうにみえますが，学校

歯科の現場としてはほどとん同じようにみえます

ので入れておきます。

　第5は，全く何の原因か分からないが，エナメ

ル質に白斑のみられるものです。よく調べればど

れかに入るものかもしれませんが，こういう分類

を与えておくことも実際上必要だと思われます。

　第1のものと，第2のものは左右対称的にあら

われることが多いようですが，他のものは必ずし

もそうではない，というより，そうでない方が多

いといった方がいいかも知れません。

検査から「斑状歯」にたどりつくには

　★今までのお話ですと，学校保健でやっている

肉眼的検査の方法だけで，ある歯を「斑状歯」と

きめつけることはむずかしい，ということになり

そうですが，それではどんな点に注意したらいい

でしょうか。

　★さきにもちょっとふれましたが，もちろん白

斑の程度のひどいものや，実質欠損を伴っている

ようなものは見付けだしたら，それだけで，やは

りそのケースについて一応の追及をしておくこと

が大切でしょう。

　とくにそういうものが，5～6％以上の子ども

にみられるようなことでもあったら，当然注意し

なければなりません。

　また，程度としては大したことではないと思わ

れるときでも，左右対称的に同じようなものがみ

られ，しかもその頻度が5～6％もあるようでし

たら，当然，飲料水の検査と，生活調査などを行

って，背景をさぐる必要がありますね。

　★水質，ことにその中のフッ素量を測定するの

は大変でしょうね。

　★そうですね，微量ですから少々めんどうです

が，最近は大変便利なものがでていますから，そ

ういうものを利用すれば，わりにたやすく見当を

つけることはできます。

　とくに井戸水や，簡易水道が多く用いられてい

るような地区では，常用飲用水のフッ素量のチェ

ックは大切です。

　★ボナールキッドというものがありますね。

　★やはり，常用飲用水のフッ素量の測定は欠い

てはいけないと思います。

　そしてその上で，もしある程度以上のフッ素が

含まれているようでしたら，歯の検査をもう一度

やりなおしてみる必要があるでしょう。

　★そんなとき，飲料水のフッ素濃度だけでなく，

食物中のフッ素量も，当たってみる必要がありま

すか。

　★もちろん理論的にはそうです。

　しかし，ごく一般的な意味というのは，学校歯

科の現場の立場では，このあたりから，しかるべ

きところに調査を依頼するという方向にいった方

がいいのではないでしょうか。

斑状歯の分類について

　★斑状歯の分類について，いろいろ話題があり

ましたが，それについて，少し話し合ってみたい

と思います。

　まず，よくいわれている厚生省分類というのか

ら説明してみて下さい。

　★それは，昭和28年に，国で行った全国的な斑

状歯調査のとき，その「斑状歯調査要領」に示さ

れたものをいうのですが，1歯ずつについて，白

濁と欠損の度合と着色の有無とから分類したもの

です。

　原文のまま引用すると，次のようになります。

　M1　白色の模様のあるもの
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歯牙の表面，とくに前歯のエナメル質表面に

乳白色，白色の線状，縞状ないし帯状あるい

は不透明の白色斑点が散在し，あるいはしば

しば臼歯咬頭頂1～2mm内外に白色不透明

帯を示すものもある。

M2一歯面全体が白濁しているもの

　歯面全体が歯牙固有の色沢を失い，白墨状変

　化を来たしたものである。

　　全歯牙にあらわれる場合もあり前歯のみの

　もの，臼歯のみのものもある。

M3－M1，　M2の変化にさらに歯牙の実質欠損

　の加わったもの。

B一歯牙に着色変化の加わったもの。

付M±斑状歯の疑いのあるもの。

　斑状歯か正常歯牙か判然としないもの。

しているように思われることぐらいのものであろ

うと思います。

　★しかし，厚生省分類とDeanの分類が全く対

立しているようないい方の場合もあったようです

ね。

　★こういう分類はどんなふうにやっても，境界

のところはどうしてもありますし，むしろう蝕の

検出基準のときC1という範囲をどうするか，と

いうのと同じようなことになるでしょう。

　主観の入りこんでくるのを全くふせぐわけには

いかないと思います。

　★結局，どんな症状のものをエナメル質白斑と

してとりあげるか，という問題がまずあるわけで

そこは「斑状歯」であるかどうかということより

前の段階のことになるわけです。

飲料水中ではどのくらいのフッ素濃度で

「斑状歯」がみられるか

　これに対して国際的にはDeanが1934年に行っ

た調査のときに採用した分類が用いられており，

今日ではこれによって分類していることが多いよ

うです。これは次のようなものです．

　questionable（Q）非常に少量の白斑があり，

　　　normalかvery　mildとの区別のつきか

　　　ねるもの。

　very　mild（VM）白濁部が歯面の25％以下の

　　　もの，臼歯では咬頭頂部から隆線にかけて

　　　みられるもの。

　mild（M）　さらにひろがって歯面の50％に及

　　　ぶもの。

　moderate（Mo）　ほとんど全部が白濁してい

　　　るもの，この場合に：ま微小なpittingがみ

　　　られる。

　severe（S）全エナメル質がおかされ，形成不

　　　全がみとめられ，連続したpittingがある。

　　　多くは着色している。

　これらの両者には大きなちがいは本質的にはな

いようでDeanの分類をもっと大区分にしたとい

うことと，厚生省の分類のM1がDeanの場合の

very　mildとmildの両方の中間ぐらいに位置

　★いままでの話合いで，まず小学校児童では，

エナメル質に白濁部分をもっている子どもはかな

りあること，しかし，それだけではそれが「斑状

歯」，つまり歯牙フッ素症ときめつけることはで

きないことまでははっきりしたと思いますが，で

は，それらのうち，「斑状歯」を簡単にみわける

方法は全くないといってもいいくらいにむずかし

く，むしろ，常用飲料水中のフッ素濃度の測定に

よってきめるより方法がない，というようなこと

が明らかになったと思います。

　★すると，常用飲料水では，どの程度のフッ素

が含まれていたら，「斑状歯」がみられるように

なるか，ということが当然問題になるわけですが，

それはどう考えられるでしょう。

　★アメリカの場合には，1．Oppm程度のところ

が境であるといっているわけですね。

　わが国では，斑状歯の発症を目安として，上水

道法においてフッ素の添加量の限界を示していま

すが，南の方と北の方では少しちがうが0．6～

0．8ppmぐらいであるとなっているわけです。

　しかし，宝塚市における調査結果では，上水道

に0．4～0．5ppmぐらい含まれていたと推定され
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ている地区でも，「斑状歯」がみられている，と

いうことから，その辺だということも考えられて

1います。

　このような場合にみられる「斑状歯」はその水

1にカパーされたすべての人びとにみられるわけで

はなく，なんでもない人もいるし，白斑を伴った

人もいる，という状態であったということのよう

です。

　またこのようなときには，白斑の程度のいちじ

るしいものはみられていなかったようでした。

　しかし，犬山市で起った7．Oppm程度のものの

長期の飲用のケースでは，飲用したものでは例外

なくmoderate以上のものであり，しかも，飲用

をはじめた時を境にしてはっきりと白濁部と正常

な部分とがわかれている，というような状態がみ

ちれたようです。

　つまり，長期飲用の場合でも，フッ素の濃度の

「斑状歯」発症との関係は，ストレートなもので

はなく，一定の濃度以下では，他の何かの条件に

よって左右されるところもあるのではないか，と

想豫されるようです。

　★学校歯科の問題としてもう一度考えると，や

はり前にもふれましたが，歯の検査のとき，上顎

切歯をみていて，エナメル質白斑をもつものが10

％程度もみられ，しかもそれが左右対称的にみら

れるようなことがあったら，たとえその程度はか

るいと思われる場合でも，全体について，白斑の

状態のみについてもう一度検査をやりなおしてみ

る必要があるわけになりますね。

　そうしておいて，やはり既往歴についての調査

と，常用飲用水中のフッ素濃度の測定をはかるこ

とが大切でしょう。

　だれがみてもわかるような「斑状歯」の状態の

ものが，現在新しく見出される，というようなこ

とは，これだけ「斑状歯」についてのことが知れ

わたった時点では，あまりないでしょうが，むし

ろ，mildとかvery　mildに属すると思われる

ものが「多発」しているという現象は有力な手が

かりになると思います。

　★つまり「斑状歯」を考えるときには，「地方

病性」というか集団的というか，そういう性質を

忘れてはいけない，ということですね。

　★学校保健の立場で，　「斑状歯」を考える立場

は，決して宝さがしや，珍しいものさがしではな

く，あくまで児童生徒の保健向上という視点であ

ることになりますね，
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重症心身障害者全員就学にあたって

地域歯科保健と学校歯科保健委員会

　　　　委員長　谷　　　幸　信

　はじめに

　昭和54年度から障害児全員就学といわれている

が，この義務制施行の意義はまことに大きいもの

がある。新憲法の「すべての国民は法律の定める

ところにより，その能力に応じて，ひとしく教育

を受ける権利を有する」との規定に沿うことにな

り喜ばしいことである。

　従来重症心身障害児は，教育の方法はないとし

て教育の場から除外され，社会的存在価値は無視

されてきたのである。社会的有用性のある老のみ

に教育を優先させてきた。それが今年から，すべ

ての国民が人間として尊重され，教育の機会が与

えられることになったのである。

　したがって今までは，就学猶予，免除になって

いた重度の，あるいは，他の障害と重複した精神

薄弱児に対して適切な機会を保障することになる

わけで，結構なことに相違はないのであるが，ま

た同時に重い障害を持つ児童の保護者に対して，

否応なしにその児童が満6歳となったら，その子

どもを養護学校に就学させる義務を負わせること

になる。

　1．重度の意味

　重度とは，文字通り「障害が重い」ことを意味

するが，心身障害のいくつかの種別の中でも，主

として精神薄弱と肢体不自由の領域で使われてき

た名称ならびに考え方である。すなわち精神薄弱

ではIQ20～25以下を，肢体不自由では，身体障

害者福祉法別表の障害等級1，2級が，おおむね

それに当たるものとされてきた。

　また視覚，聴覚，言語などの障害は，どちらか

といえば，いわゆる重度の概念から除外されてき

た。さらに病弱児の場合は，病状がいかに重篤で

あっても，それが症状固定もしくは長期間の持続

を前提としないかぎり，重度という概念から除外

されてきた。

　1次能力障害評価基本表（厚生省，障害問題研

究報告による）

　（1）特別重度障害と評価されるもの

　　特種

　　　日常生活活動が全くできないか，または許

　　されず，常時介護が必要であるもの。

　（2）重度障害と評価されるもの

　　1種

　　　自己身辺の日常生活活動がいちじるしく障

　　害され一部介護が必要であるもの

　　2種

　　　自己身辺の日常生活活動がいちじるしく障

　　害されているもの

　2．重複の意味

　2つ以上の障害を併せもつものをいう。重複障

害をその起因から分けると

　（1）　1つの原因から同時に2つ以上の障害を伴

　　う場合：脳性まひによる肢体と知能の障害等

　（2）全く別な原因から2つもしくはそれ以上の

　　障害をもつ場合：盲児が交通事故で肢体の障

　　害を受けた場合等

　（3）　1つの障害が必然的に他の障害を随伴する

　　場合：聾児が言語障害を伴う場合（実際上は

　　重複障害として扱わない。）

　特殊教育諸学校学習指導要領の上での重複障害

者は，「盲，聾，精神薄弱，肢体不自由，病弱等

以外に心身の障害を併せ有する児童または生徒」

と規定している。ただし実際上の重複障害は，精

神薄弱の比重が大きい。

　3．　重度，重複障害の意味

（1）学校教育法施行令第22条のに規定する障害，

　盲，聾，精神薄弱，肢体不自由，病弱を2つ以
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　上併せ有する者。

（2）精神発達の遅れがいちじるしく，ほとんど言

　語を持たず，自他の意志交換および環境への適

　応がいちじるしく困難であって，日常生活にお

　いて常時介護を必要とする程度の者。

〈3）破壊的行動，多動傾向，異常な習慣，自傷行

　為，自閉性，その他の問題行動がいちじるしく，

　常時介護を必要とする程度の老。

　以上の3条件を考慮して，総合的かつ慎重に判

定することが付記されている。

　4．　重症心身障害児（在宅者）の現状

く1）重症心身障害児のほとんど大部分92．6％が脳

　性まひによる。

〈2）出産時において，未熟児，黄疸，仮死等なん

　らかの異常のあったもの　53．7％

〈3）異食，拒食，自傷等の異常行動やてんかん発

　作を伴うもの　44．4％

〈4）重症心身障害児施設に入所を要するものは全

　体の　92．6％

　5．　重症心身障害児の発生原因

く1）先天的な原因　64．2％

　　遺伝因子の欠陥に基づくもの。遺伝因子は正

　常であるが，胎児の発育途上に障害が加わって

　起きるもの等がある。

　ア．遺伝によるもの

　　　小頭症，先天性代謝異常（フェニールケト

　　ン尿症等）

　　　遺伝の中でも突然変異によるもの（ダウン

　　症候群等）

　イ．妊娠中に加わった障害

　　つ各種病害体の感染（インフルエンザ，風疹，

　　　梅毒等）

　　○薬物その他の中毒（サリドマイド等）

　　Oビタミン欠乏症その他の栄養障害，ホルモ

　　　ンの異常，放射線，外傷等

く2）後天的な原因　35．8％

　　脳に関係するあらゆる病気および外傷，分娩

　周辺期障害によるもの

　　難産，仮死分娩，早産，未熟児，核黄疸，

（血液型不適合RH因子）

　6．　養護学校および特殊学級の現況（表1～6照参）

　表からわかるとおり，重度精神薄弱を主障害と

して，これと他の障害が重複するものが最も多

い。次が重度肢体不自由（特に脳性まひ）を主体

とし，知能，情緒，言語等の障害を併有するもの

が多い。その他は，盲，聾，重篤な内臓障害，情

緒障害，てんかん等，2種類以上の障害を合併す

るものが見られる。

表1　学校数

養護学校
　　　　　（文iiil統言十要覧53イF片反）

区　分

昭30年

　35

　40

　45

　50

　51

　52

学級数

計

　5

46

151

234

393

419

452

国　立　　公　立　　私　立

3
6
3
0
3
6

　
　
1
Q
e
3
0
Q

　1

37

136

211

353

375

405

4
6
9
0
0
1
1

　
　
　
1
1
1
1
⊥

区　分 トニー
口

昭30年　　　22

　35　　　　　369

　40　　　　1477

　45　　　　3173

　50　　　　6452

　51　　　　7025

　52　　　　7747

幼稚部　　　52

小学部　　　4203

中学部　　2387

高等部　　1105

国　立

21

54

130

284

318

317

10

137

110

90

公　立

　5
　320

1373

2990

6099

6634

7332

　41

4031

2263

997

私　立

　17

　28

　50

　53

　69

　73

　68

　1
　35

　14

　18

　表2に見られるように，昭和45年から51，52年

の方が多少増加しており，同一年度内でも，小学

校と中学校では，小学校の方が重複障害者数が多

い。この推移は少なくとも重複障害者が特殊学級

から減少しているとはいえない。

　重複障害を有する者だけについて，知能以外の

障害も種類別にしたのが表5であり，どの年度も

言語障害，次に情緒障害が多い。
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表2　児童生徒数設置者別児童生徒数 表3　特殊学級（小，中学校）学級数（52ffJl）

区分　　　計　　　国　立

昭30年　　　　358　　　　－

　35　　　　　　4，794　　　　　4，201

　40　　　　　　14，699　　　　　　　603

　45　　　　　　24，700　　　　　1，336

　50　　　　　　40，636　　　　　2，365

　51　　　　　43，522　　　　2，521

　52　　　　　　46，391　　　　　2，662

｛婁　　　　　27，825　　　　　　　　　　1，572

　　　　　1S，566　　　　　　　　　　1，090

幼稚部　　　320　　　22
小学部　　23，167　　　972

中学部　　13，510　　　76S

高等部　　9，484　　　900

幼小中高号部児童生徒数

公　立　　私　立

　　85　　　273

4，201　　　　　328

13，568　　　　　52S

22，802　　　　　562

37，681　　　　　590

40，400　　601

43，174　　　　　555

25，935　　　　　318

17，239　　　　　237

　187　　　21
21，930　　　　　265

12，607　　　　　135

8，450　　　　　134

区分

精神薄弱
肢体不自由
病弱，身体虚弱

弱　　　　視

言語障害
情緒障害
そ　　の　　他

難　　　　聴

　　計

小学校
　10，964

　　412
　　596
　　　61

　　950
　　710
　　　79

　　357

　14，129

特殊学級在籍児童生徒数

区分
昭3Q年

　35

　40

　45

　50

　51

　52

　女

　男

表4

　計

　358
4，794

14，699

24，700

40，636

43，922

46，391

27，825

18，566

中学　校

　6，559

　　173
　　113
　　　16

　　　71

　　171
　　　30

　　　63

　7，196

幼稚部　小学部　中学部　　高

　23　　　　　222　　　　　108　　　　　　5

　　11　　　2，920　　　1，684　　　1，684

　29　　　7，S48　　　6，073　　　　749

　38　　13，237　　　8，741　　　2，684

　191　　21，233　　11，978　　　7，234

　230　　22，182　　12，671　　　8，439

　230　　23，167　　13，510　　　9，484

　150　　14，271　　　7，966　　　5，438

　80　　　8、896　　　5，544　　　4，046

不就学学齢児童生徒

区分

精神薄弱
肢体不自由
病弱，身体虚弱

弱　　　　視

言　醗障害
難　　　　聴

情緒障害
そ　　の　　他

　　計

小学校
　64，466

　2，152

　4，875

　　282
　6，074

　1，800
　3，　597

　　483

　83，729

中学校
　42，152

　　840
　　607
　　　56

　　303
　　320
　　857
　　　87

　45，222

区

52　年

・　弱

・　難

体

男

女

盲
聾
肢
虚
精

分

　　　　　不　　自

　　　弱　（病

　　　神　　薄
教護院，少年院にいるため

そ　　　　の　　　　他

　視

　聴

　由

弱）

　弱

十】ニ
ロ

10，750

6，271

4，479

　64
　109
2，876

　828
5，604

　299

　969

　就

計

4，163

2，314

1，849

1，524

　185

2，197

　53
　204

学免除
学齢児童
　6～11歳

　2，356

　1，329

　1，027

　932

　111

1，168

　19
　126

者

学齢生徒
12～14歳

　1，807

　985
　822

　592

　74
1，029

　34

　78

　就

計

6，587

3，957

2，630

　65
　109

1，352

　643

3，407

　246

　765

学猶　予者
学齢児童　学齢生徒
　6～11歳　　12～14霧交

50，16

2，994

2，022

　58

　87
1，052

　558

2，595

　46
　620

1，576

　963

　608

　7
　22
　300

　85
　812

　200

　145
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表5　特殊学級の知能構成比の年度比較

学・知能測定

校年度、
　一一47

小
学　　51
校
　　52

　　47中

学　　51
校
　　52

不能

　　　20　　　　40　　　50　　　　76　　　86

～
19　　　～　　　　～　　　　～　　　　　～　　　　～

　　　39　　　49　　　75　　　　85

　4．2

10．8　4．2

17．4　0．6

　1．6

1．0

3．9

5．2　8．7

4．2　9．3

5．3　　11．51

　　　　L

　　4．1　9．9

5．3　　　14．6

0　　6．4　　12．8

48．4　22．2

55．5　14．0

43．4　15．4

54．8　21．2

55．1　18．2

53．5118．0

11．2

6．2

6．4

8．3

5．8

5．4

（1978精神薄弱者問題白書）

特殊学級における重複障害者数の年度別割合比較（00）

年
度

、
学
級

　

特
殊

小
学
校

中
学
校

権害藪轄

47

51

52

一

47

51

52

な　　し

　73．7

　70．1

　66．0

あわせもつ　あわせも
障害が　　　つ障害が
　　IC　　　2つ以上

21．7

22．7

27．2

82．3

80．3

80．4

15．4

17．1

17．3

4．6

7．2

6．7

2．3

2，6

2．2

特殊学級における重複障害別該当人数の年度別割合（％）

聴難
　
視
　
弱

複
害
重
障
　
　
年
度

　
　
学
級

　
　
特
殊

小
学
校

中
学
校

47　　　4，7

51　　　4．9

52　　　2．2

47　　　6．9

51　　　8．8

52　　　5．7

、s語肢体
　　　　　　病弱
障害不自由

2．3　50．9　11．3　　7．0

1．1　38．4　 12．4　　6．5

0　　　　44．9　　11．6　　　8．7

情緒

障害

23．8

36．8

32．6

4．7　　45．2　　19．2　　10．5　　19．8

4．4　33．0　 14．3　14．3　25．3

7．1　　34．3　　11．4　　11．4　　30．0

表6　養護学校在学児の知能分布

　　　　　　　　　　（19校の集計，52．5．1現在）

測定　重　度
不能　（～39）
　　　中　度　軽　度
　　　（40～59）　　（60～）

670　　　　　623　　　　　233

36．9　　　34．3　　　12．6

未測定

児童，生徒　269

構成比14．8

20

1．1

　7．重症心身障害児のロ腔所見の特徴

（1）歯の構造異常：エナメル質減形成，変色歯，

　歯の動揺

（2）歯の数，形の異常， 奇形歯，過剰歯，欠如

都立青鳥養護学校における単純障害と重複障害の状況

　　　　　　　　　　　　　　　　（52．5．1現在）

中学部響ヒ高等部響ヒ計

単純障害　　0

聖複陣誘・・5・

重複障害：20150
（三重以上）

構成比
（％）

42　23．7　　42　19．4

72　40．7　　92　42．4

63　　35．6　　　　83　　38．2

養護学校における身辺自立の状況（都立町田養護学校）

十一三
口

　　L普通に近い食

　　2．こぼしながらも一人で

　　3．介助要事
　　4．全介助

　拶

世

6
1
⊥
Q
ゾ
F
b

【

0
ワ
臼
凸
0
9
」

構成比

　37

　14

　26

　23

1．普通トイレ自立

2．特別のトイレ要

3．前後始末介助要

4．全介助・時間排尿

5．おむつ使用

7
3
4
4
3

P

b
　

3
Q
J
9
臼　　1．一人歩き可

移2．杖歩行，車いす操可

　　3．伝え歩き

　　4．ひざだち，よつんばい

動5．はいずり，寝返り

　　6．全く移動不可

衣

服

着
脱

口

語

1．普通に近い

2．時間かければなんとか

3．介助要

4．全介助

1．普通に近い

2．なんとか聞きとれる

3．聞きとりにくい

4．発声あるが言葉にならない

5．全く話せない

　車いす使用（バギー一一一一含む）

9
4
8
7
8
5
5
5
9
2

9
　
　
　

1
1
　
3
1
4
5

3
2
4
6
ρ
0

2
2
2
4
Q
J

47

7
2
3
3
5
5
3
5
5
2
0

3
　
2
2
1
6
　
　
　
1
1

3
0
3
4
▲

つ
阿
1
3
3
5
5
6
0
4
一
1

1
1
1
Q
J
2
　
3

　’歯，巨大歯，綾少歯，円錐歯等

（3）歯肉の炎症，口腔内の清掃状態はきわめてわ

　るく，歯肉炎が多い。薬物による歯肉炎（抗痙

　攣剤による），代謝異常による歯肉炎

（4）歯列不正，不正咬合が多い。上下顎接触関係

　の異常，顎骨の形態異常

（5）　口蓋形態の異常が多い
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疾病異常被患率（年齢別）

疾
病
異
常

そ

の
他
の

精
神
薄
弱

言
語
障
害

身
体
虚
弱

障
　
　
害

運
動
機
能

麻
　
　
痺

脳
性
小
児

幼稚園5歳

小

学

校

計

6

7

8

9　－

10

11

計
1
2
1
3
1
4
計
1
5
1
6
1
7

中
学
校
　

高
等
学
校

゜・03；O・°5°・°210・iOI・・O“・・5・

0．02　　0。07　　0．04　　0．09　　0．12　　0．53

0．01　　0．06　　0．05　　0．11　　0．08　　0．59

0．02　，0．08　　0．06　　0．10　　0．10　　0．49

0．01　　0．05　　0．03　　0．08　　0．08　　0．58

0．02　　0．05　　0．03　　0．OS　　O．10　　0．49

0．00　　0．10　　0．03　　0．10　　0．16　　0．54

0．03　　0．08　　0．04　　0．08　　0．22　　0．47

（6）　う歯・罹患度が高く

　多い。中には咬耗症が見られることがある。

（7）歯垢，歯石沈着が多い。

0．01　　0．08　　0．03　　0．05　　0．14　　0．54

0．01　FO．08　　0．04　　0．03　　0．12　10．48
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

0．01　　0．09　　0．02　　0．06　　0．13　　0．56

　　　1　　　1　　　　　　　　1
LO・Ol［O・0610・020・　04　1　O・180・58

0．01　　0．09　　0．01　　0．02　　0．00　　0．91

0．01　　0．10　　0．02　　0．02　　0．00　11．05
。．。1［。．。6。．。・1。．。3＿！。．85

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

0．02　　0．12　、0．02　　0．02　」　　－　　0．81
　　　i　　　I　　　　　　　　［　　　1

　　　文部省学校呆健統計調査報告（52年）

　　　　　　，放置されているものが

　8．歯科検診の際の留意事項

く1）検査者と児童は十分ななれと親しみを作って

　おく。それがむりな場合，日頃親しい訪問指導

　の先生なり，担任の先生等に付き添ってもらう。

〈2）検診時の体位についても留意する。車いすの

　ままベッドに寝かせる等o

〈3）高圧的態度は絶対慎しむ。

〈4）周囲の飾りつけ等に注意する。

〈5）服装にも注意し，白衣も避けるように工夫す

　る。

〈6）特殊な器具の用意も必要である。指甲，パイ

　トブロック，MI式開口器，ハイステル開口

　器，スチール製歯鏡等

（7）事前の保健調査を十分に行い検診の際の参考

　にする。

9．事後措置

72

（1）歯口清掃の励行，母親ないし周囲の者による

　ブラシングの徹底

　　水流圧洗口器，電動歯ブラシの使用法指導，

　紹介

（2）軽度のう蝕の場合，家庭医的な日頃から親し

　みのある歯科医に治療してもらう。

（3）全身麻酔で処置を要する場合は，各種の施設

　人員が揃っていて，緊急事態に対処しうる医療

　機関で行うことが望ましい。

（4）巡回自動車による診療の場合は，特殊な設

　備，人員が必要である。

　10．予防対策

（1）　日頃からかかりつけの医師を決めておき，な

　れと親しみを作っておき，その医師の指導のも

　とで予防的手段を講ずる必要がある。歯口清掃

　等，定期的に検診を受ける。

（2）総合検診が必要である。精神科，整形外科，

　内科，眼科，耳鼻咽喉科，歯科と連繋した総合

　検診を行うことが望ましい。

（3）保健婦，歯科衛生士らを活用し，巡回し，歯

　口清掃の徹底，母親または周囲の者に正しい刷

　掃法を教え，口腔内を清潔に保つように指導す

　る必要がある。
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「全日本よい歯の学校表彰」に応募して下さい

　日本学校歯科医会が，日本学校保健会との共催で，文部省と日本歯科医師会の後援を得て，　“全日本

よい歯の学校表彰”をはじめたのは昭和35年のことですが，それ以後毎年つづけられて今日にいたって

います。

　これは，おびただしい児童生徒のむし歯の氾濫をくいとめるには，まず未処置のまま放っているむし

歯を半分にへらすことからはじめよう，という“むし歯半減運動”を推進するテコとして，実際にそれ

をいろいろな努力でなしとげた学校を表彰しようというところから始まったものです。

　はじめのころはなかなか数も多くなかったのですが，関係者の努力が実って，昭和51年度にはそれが

7，000校にも達しました。

　一応の目標は達せられたわけです。

　そこでさらにこの“むし歯半減運動”の内容を再検討して，現に“むし歯”になってしまったものの

処理をおしすすめる前に，新しく生えてきた歯をむし歯にしないようにする，という方向に切りかえる

こととなったわけです。

　これが「第4次むし歯半減運動」です。

　ほんとうのことをいえば，学校歯科保健でねらわなければならないのは，すでにむし歯になってしま

ったものの手当ではなく，むし歯をつくらない努力でなけれぽならないわけです。ところが，それはな

かなか容易ではありません。

　しかし，今日では，保健指導や保健教育を適切にすすめることにより，さらにそれに適切ないわゆる

“予防処置”を取り入れることにより“やれぽできる”　ようになってきています。

　実際にごく限られた子どもたちではあっても，十分な指導によって，それがかなりよく果たされてい

ることをみるようになりました。

　幸いにして文部省でも，子どもたちのむし歯予防のための具体的な指導として，歯口清掃の徹底化，

習慣化を図ることに力を入れることになりました。

　また，専門的な手段としても，いろいろな方法が開発されてきています。

　これらの保健指導的なやり方や，保健管理的なやり方をうまく組み合わせて，その調和を図りなが

ら，このねらいをおしすすめることはできそうになってきました。

　学童や生徒のむし歯予防は単なる“話”ではなく，実現可能なことになってきたわけです。

　それを1日も早く実行していきたいのです。

　こんな願いをこめて，「よい歯の学校」づくりをどんどんひろげていくには，この「全日本よい歯の

学校表彰」にぜひ応募していただきたいと思います。

　よくこの「応募のしおり」をみて，調査票にかきこんで送って下さい。

　それが私たちの願いです。
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昭和54年度「全日本よい歯の学校表彰」応募のしおり

　趣旨

　児童生徒がまだ多数のむし歯をもち，その処置

の重要性にかんがみて，処置完了歯を50％以上に

することを第一の条件とし，さらにこれに加えて

とくにむし歯罹患のいちじるしい第一大臼歯およ

び第二大臼歯のむし歯発生を管理と指導の努力に

より抑制し得た学校を，できるだけ多くするよう

に表彰を行う。

　応募の方法

　1．定期健康診断の結果にもとついて，次の各

号に該当する中学校または小学校の学校長は，所

定の調査票に記入の上，昭和54年7月10日まで

に，それぞれの地区の日本学校歯科医会加盟団体

あて送付して応募する。

　2．応募をうけた日本学校歯科医会加盟団体は

それぞれの地方の実情に即して審査会を構成設置

し，調査票を審査し，各項口ごとに基準に照らし

て評価し，本表彰の趣旨に該当するものは，調査

票の中央審査会提出分を昭和54年8月15日まで

に，日本学校歯科医会に設置される中央審査会に

あてて送付する。　（応募校からの直接の送付は一

切受け付けない）

　3．　中央審査会は，調査票により加盟団体審査

会の評価を審査の上，表彰校を決定する。

　昭和54年度の「全日本よい歯の学校表彰」の応

募について，2，3の注意をのべます。

　これをみて，それに該当する学校はできるだけ

たくさん応募して下さい。

　応募のための注意

　くわしいことは，調査票の“記入上の注意”を

よくみていただきたいと思いますが，主なものを

あげておきます。

1）　歯科保健状態の欄

①まず全校の受検人員数をかぞえて，この児

童生徒の永久歯う歯総数をかぞえあげます。

　このときのう歯数というのは，未処置う歯

（C1～C4）のものと，処置歯数を加えた歯数

のことです。これは（A）の欄です。

　従来の調査票でときどき，ここに未処置う歯

数のみを記入していたところがありましたが，

そのような誤りのないようにして下さい。

②次にそのうちの処置完了歯数を記入しま

す。これが（B）と書いてある項目です。

　この処置完了歯というのには，処置したけれ

ども現在むし歯になっている（二次う蝕）とか，

つめたものがとれたというようなものは含まれ

ません。フッ化ジアンミン銀塗布歯も含まれま

せん。

この点も注意して下さい。

③したがって艮・1・・は1・・％より大きくな

ることぱないはずですが，従来の報告にはとき

どきそんなものをみかけました。

とになっています。

2）　う歯予防状態の欄

①このときの検査人員は“歯科保健状態”の

3年のところの数と同じであるはずですが，そ

れをたしかめて下さい。

②小・中校ともに，現在の3年生の全部の検

査票から，小学校では下顎左右の第一大臼歯

C6－6），中学校では下顎左右の第二大臼歯

（7－7）のうち，健全な歯数を合計します。

　その数を（ロ）に記入します。

　　（ロ）

③　　　×100　の数値をのに記入して下さい。
　　（イ）

（このとき，全体の歯数は人数の2倍になって

いますから，％と思うと勘ちがいをします。全

部の人に萌出していて全部健全のときは200に

なります。注意して下さい。）

3）　学校保健の組織活動の欄

　4つの項目を記入していただくことになって
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　います。

①学校保健委員会の開催についてのことです

　が，これは開催の月日だけ記入して下さい。打

　合せ会のようなものも含めて差しつかえありま

　せん。

②　歯の健康診断を行った月日を入れるわけです

　が，この月日は，もし1回の健康診断が3日間

　にわたるようなときには，そのはじめの日だけ

　を入れて下さい。1週おきに3回の場合も同様

　です。

　　たとえぽ定期のほかに秋にもう1度行ったと

　きなどはそのはじめの日を入れて下さい。

③もし“染め出し液“などを用いて歯の清掃度

　検査をしたとき，そのことを記入していただく

　わけです。

　　回数は，児童生徒の方からみての回数を記入

　して下さい。時期は別でも全校児童生徒がその

　1年の間に1回だけうけたら，全校1回としま

　す。もし全校は1回で，ある学年の児童生徒だ

　けについてこのほかに1回行ったときは，全校

　1回，一部だけ1回というようになるわけで

　す。

④学級指導について前年度に行った状態を記入

　して下さい。項目と所見はごく簡単で結構です

　が，わかるように書いて下さい。

　　とくに「小学校　歯の保健指導の手引」によ

　って行ったようなときはくわしく記入して下さ

　いo

注　特別表彰・むし歯半減連続10年表彰は54年度

　　からはやめます。

　審査の基準

　（このページは地方審査会用のものです。評点

　　は学校では記入しないで下さい。）

　審査は，①歯科保健状態，②う歯予防状態，お

よび③組織活動の状態の3項目について当分の間

次の基準により評価して下さい。

①歯科保健状態について

・当該鞭の員・…が8・％以上のものA

・当該鞭の員・ユ・・が5・％以上のものB

・当該年度の昊・1・・が5・％未満のものC

（この評価を調査票の評点の①のところに記入

して下さい）

②う歯予防状態にっいて

留・…が…以上のものA

留・…が8・以上のものA’

［￥］・1・・が・2・以上のものB

留・…が2・未満のものC

（この評価を調査票の評点②に記入して下さい）

③組織活動の状態について

・（懇鰍難い→B

　。学級指導について何もしていないものC

（この評価を調査票の評点③のところに記入して

下さい）

　以上の①，②および③の評点で，どの項目かに

Aがあれば表彰に該当します。

　どの項目かにCがあれぽ表彰されません。
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社団法人日本学校歯科医師会加盟団体名簿

加盟団体名

北海道歯科医師会学校歯科医会

　　札幌市学校歯科医会

青森県学校歯科医会

岩手県歯科医師会学校歯科医会

秋田県学校歯科医会

宮城県学校歯科医会

山形県歯科医師会

福島県歯科医師会学校歯科部会

茨域県歯科医師会

栃木県歯科医師会

群馬県学校歯科医会

千葉県歯科医師会

埼玉県歯科医師会

東京都学校歯科医会

神奈川県歯科医師会学校歯科部会

　　横浜市学校歯科医会

　　川崎市学校歯科医会

山梨県歯科医師会学校歯科部

長野県歯科医師会

新潟県歯科医師会

静岡県学校歯科医会

愛知県・名古屋市学校歯科医会

　　瀬戸市学校歯科医会

　　稲沢市学校歯科医会

三重県歯科医師会学校歯科部

　　四日市市学校歯科医会

岐阜県学校歯科医会

富山県学校歯科医会

石川県歯科医師会学校保健部会

福井県・敦賀市学校歯科医会

滋賀県歯科医師会学校歯科部

和歌山県学校歯科医会

奈良県歯科医師会歯科衛生部

京都府・京都府学校歯科医会

　　京都市学校歯科医会

大阪府・大阪府公立学校歯科医会

　　大阪市学校歯科医会

　　大阪府立高等学校歯科医会

　　堺市学校歯科医師会

兵庫県・兵庫県学校歯科医会
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札幌市大通西7－2

札幌市中央区南七条西11丁目　市歯科医師会内

青森市本町4－18　国道レジャーセンター内

盛岡市下の橋町2－2

秋田市山王2－7－44　県歯科医師会内

仙台市国分町1－6－7県歯科医師会内

山形市十日町2－4－35

福島市北野5－16

水戸市見和292

宇都宮市一の沢町508

前橋市大友町197　県歯科医師会内

千葉市千葉港5－25医療センター内

浦和市高砂3－13－3　衛生会館内

会員数

　33

　11

　73

　70

110

276

128

　96

156

152

375

250

186

東京都千代田区九段北4－1－20日本歯科医師会館1，715

横浜市中区住吉町6－68

横浜市中区住吉町6－68　市歯科医師会内

川崎市川崎区砂子2－10－10　市歯科医師会内

甲府市大手町1－4－1

長野市岡田町96

新潟市南横堀町294

静岡市曲金3－3－10県歯科医師会内

名古屋市中区三ノ丸3－1－1市教育委員会内

瀬戸市追分町64－1市教育委員会内

稲沢市下津町石田切5－4

津市東丸之内17－1

四日市市川原町18－15　市歯科医師会内

岐阜市司町5　県歯科医師会内

富山市新総曲輪1　県教育委員会体育保健課内

金沢市神宮寺3－20－5

敦賀市相生町15－14　東郷方

大津市京町4－3－8滋賀県厚生会館内

和歌山市小松原通り1－2－2　県歯科医師会内

奈良市二条町2－9－2

京都市北区紫野東御所田町33　府歯科医師会内

京都市北区紫野東御所田町33　府歯科医師会内

大阪市天王寺区堂ケ芝町51府歯科医師会内

大阪市天王寺区堂ケ芝町51府歯医師師会内

大阪市天王寺区堂ケ芝町51府歯医師師会内

堺市大仙町991－6市歯医師師会内

神戸市生田区山本通5－41県歯医師師会内
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　　神戸市学校歯科医会

岡山県歯科医師会学校歯科医部会

鳥取県学校歯科医会

広島県歯科医師会

島根県・島根県学校歯科医会

　　出雲市学校歯科医師会

山口県歯科医師会学校歯科部

　　下関市学校歯科医会

徳島県学校歯科医会

香川県学校歯科医会

愛媛県歯科医師会

高知県学校歯科医会

福岡県・福岡県学校歯科医会

　　福岡市学校歯科医会

佐賀県・佐賀市学校歯科医会

長崎県学校歯科医会

大分県歯科医師会

熊本県学校歯科医会

宮崎県学校歯科医会

鹿児島県学校歯科医会

沖縄県学校歯科医会
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岡山市石関町1－5

鳥取市戒町325　県歯科福祉会館内

広島市富士見町11－9

松江市南田町92県歯科医師会内

出雲市今市町1197倉塚方

山口市大字吉敷字芝添3238

下関市彦島江ノ浦9丁目4－15徳永歯科

徳島市昭和町2－82－1県歯科医師会内

高松市錦町1－9－1県歯科医師会内

愛媛県松山市柳井町2丁目6－2

高知市比島町4－5－20　県歯科医師会内

福岡市中央区大名1－12－43　県歯科医師会内

福岡市中央区大名1－12－43　県歯科医師会内

佐賀市大財5－2－7松尾方

長崎県佐世保市光月町4－24　江崎方

大分市王子新町

熊本市坪井2－3－6　県歯科医師会内

宮崎市清水1－12－2

鹿児島市照国町13－15　県歯科医師会内

沖縄県浦添市字牧港安座名原1414－1
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　　　　本学校歯科医会役員名簿

　　　　　　　　　　　　　　（順不同）

　　住　　　　　　　　所

千葉市中央1－9－3

大阪市住吉区帝塚山西5－34

東京都練馬区貫井2－2－5

山形市本町1－7－28

横浜市鶴見区下末吉4－17－13

長野県小諸市荒町甲2913

名古屋市千種区観月町1－71覚王山荘

東京都千代田区神田錦町1－12

和歌山市中之島723　マスミビル

大阪市鶴見区茨田安田町26－2

滋賀県守山市勝部町380－19

横浜市金沢区寺前2－2－25

京都市南区吉祥院高畑町102

大阪市東庄吉区山坂町3－133

東京都港区西新橋2－2－8

東京都荒川区東日暮里1－25－1

東京都町田市中町1－2－2　森町ビル2階

（任期54．4．1～56．3．31）

　　　　　　　　　電話番号

　　　　　　　　0472－22－3762

　　　　　　　　03－671－6623

　　　　　　　　03－990－0550

　0236－88－2405，　0236－23－7141

　　　　　　　　045－581－7915

　　　　　　　　02672－2－0193

　　　　　　大学052－751－7181

　　　　　　　　03－295－6480

　0734－22－0959，　0734－32－3663

　　　　　　　　03－911－5303

　　　　　　　　07758－2－2214

　　　　　　　　045－701－1811

　　　　　　　　075－681－3861

　　　　　　　　06－692－2515

　　03－455－6177，　03－591－0545

　　03－891－1382，　03－807－2770

　　　　　　　　0427－26－7741

　　　　　　　　　　　　　77
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田
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づ
田
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板
細
斎
大
小
東
岡
中
鹿
中
栃
稲
榎
菅
山
加
満
川
北
地
石
前
坂
浜
三
平
柏
米
竹
田
飯

　　　　雍　　569　高槻市高槻町3－3

　　　　正　　805北九州市八幡東区尾倉1－5－31

　　　　信　　812　福岡市博多区美野島4－3－10

　　　　満270－01　流山市江戸川台東2－39

　　　　裕　　254　平塚市明石町26－6

　　　　　　　605　京都市東山区古門前大和大路東入三吉町351

　　　　清　　764　香川県仲多度郡多度津町甲1005

　　　　弍　　464名古屋市千種区覚王山通6－3

　　　　　　　　　東京都板橋区坂下3－7－10
　　　　　　　174　　　　　　　　　　　蓮根ファミールハイツ2号棟506

　　武　夫379－16　群馬県利根郡水上町鹿野沢171

　　正太郎　　036　弘前市蔵主町3　　　　　　　　　　　　　0172－36－8723，

　　　　廣　　660　尼崎市大物町1－16

　　恭　助　　650　神戸市生田区元町通3－124

　　　　禎320宇都宮市砂田町475

　　徹夫　153東京都目黒区中目黒3－1－6

　　俊　郎　　143　東京都大田区山王1－35－19

　　清　繧　　465　名古屋市千種区猪高町高針字梅森坂52－436

　　　　実180東京都武蔵野市吉祥寺南1－13－6

　　俊雄　272市川市八幡3－28－19

　　英男　695江津市波子イ980

　　義人　860熊本市下通1－10－28栃原ピル

　　　　宏010－16　秋田市新屋扇町6－33

　　智光　280千葉市小中台2－10－13

　　晴山　930富山市常盤町1－6

　　　　繁　　500　岐阜市玉森町16

　　　　栄839－01　隔岡県久留米市大善寺町夜明g95－2

　　文太郎　　760　高松市瓦町1－12

　　武夫　925石川県羽咋市中央町35

　　栄　男289－25　千葉県旭市口645

　　鐘　雄　　108　東京都港区白金台1－3－16

　　正策　104東京都中央区銀座3－5－15

　　　　勝　　606京都市左京区下鴨中川原町88

　　三　　　　606　京都市左京区北白川追分町41

　　　　剛781－36　高知県長岡郡本山町165

木　亨760高松市天神前6番町9ア歯科ビル
　　兼吉　555大阪市西淀川区柏里3－1－32

井　郁三郎　　602　京都市上京区河原町荒神口下ル

　　貞　一　　766　香川県伸多度郡琴平富士見町

　　光春　272千葉県市川市市川2－26－19

　　　　栄　　176　東京都練馬区栄町19

田嘉一　413熱海市伊・ユ山前鳴沢785－1

　0726－85－0861

　093－671－2123

　092－431－4519

　0471－52－0124

　0463－21－1314

　075－561－1313

　08773－2－2772

　052－751－0613

　　03－965－7857
大学03－262－3421

　02787－2－4311

　0172－32－0071

　　06－488－8160

　078－331－3722

　0286－56－OOO3

　　03－712－7863

　　03－771－2926

　052－701－2375

　0422－43－2421

　0473－22－3927

　　03－581－3111

　0963－53－1882

　0188－28－3769

　0472－52－1800

　0764－21－7962

　0582－62－0464

　0942－26－2433

　0878－62－8888

　07672－2－0051

　04796－2－0225

　03－4』11－1〔）75

　03－561－0517

　075－781－0376

　075－781－3203

　08877－6－2048

　087δ一31－2971

　06－471－2626

　075－231－1573

　08777－5－2C62

　0473－26－2045

　03－991－0274

　0557－82－7465



■

編集後記

九段の桜が雨に散った日も過ぎて，上衣をぬぎたくなるような季節となりました。

雨の多かった東京で，ようやく40号の会誌をお届けすることができます。

今回は，昨年の第42回の大阪で開催された全国学校歯科保健大会の記録記事が中心となっ

ています。原稿の集り具合も大変よくて次号送りとなったものもあるほどです。

この会誌から，昨年の大会を想い，そして本年度の神戸に期待するものが大です。大阪の
の

会員のみなさん，ご苦労さまでした。
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